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はじめに 

 

本事業は令和７年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）の助成を得て、一

般社団法人日本福祉用具供給協会が実施したものです。 

今年度は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対して地域包括支援センターに所属するリ

ハビリテーション関連職種等の多職種協働による支援の好事例の調査に併せて「要支援以前の高齢者

の支援のための福祉用具貸与事業所の在り方」、「通いの場の支援」、「介護老人保健施設からの退所

時支援」の３つのモデル的試行事業を実施しました。 

要支援・要介護者以外の高齢者を対象とした福祉用具、住宅改修に関する取り組みや普及・啓発に

対する取り組み等の状況調査では、「実施したことがない・把握していない」とした市区町村で約 9 割弱、

貸与事業所で６割強といずれにおいても低調な状況が見て取れました。 

この主な要因は、「体制の整備が構築できない」や「財源の確保」や「採算性の確保」が難しいこと等が

挙げられています。 

福祉用具貸与事業所は主として介護保険サービスの枠組みの中で事業を展開しており、地域住民に

対する普及・啓発等の取組については、採算性の確保や実施体制の整備といった課題も踏まえつつ、自

治体等の主体的な取組と連携しながら、その在り方を検討していくことが求められます。自治体等が主

体となり事業が実施される中で、地域包括支援センターや介護支援専門員等と協働した事業を展開す

ることが必要であり、そのための福祉用具専門相談員としての専門的知識の向上が求められてきます。 

今回の事業でのモデル的試行やヒアリング調査では、「地域住民への周知・理解が広まった」、「要支

援となる前からの福祉用具に対する理解が広まった」等が挙げられていることから、地域社会の中で他

職種や他団体と連携し地域住民に対するイベント等に参加することでの周知・理解が深まるのではない

かと思われます。 

また、介護老人保健施設からの退所時支援では、常日頃から施設との連携を行うことで、退所時カン

ファレンス等への参加が容易になるという結果が出ています。ここでも介護支援専門員や介護老人保健

施設の医療スタッフとの連携に向けた福祉用具専門相談員の資質が求められてきます。 

地域の人たちが自立した生活を続けることができるように支援をする事業を展開する上で、営利企業

の多い福祉用具貸与事業所がどのようにすれば事業に参画できるかをそれぞれの地域で熟慮・検討す

ることが必要ではないでしょうか。 

最後に、本事業の企画及び実施に当たりご指導賜りました検討委員の皆様、モデル的試行を実施い

ただいた皆様並びにアンケートやヒアリング調査にご協力いただきました皆様方に心から御礼申し上げ

ます。 

 

 

令和８年３月 

一般社団法人日本福祉用具供給協会 
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用語の一覧 

本報告書では、以下のとおり用語を定義する。 

 

本報告書での表記 定義 

要支援者 要支援１、要支援２の認定を受けた者 

要介護者 要介護１～５の認定を受けた者 

事業対象者 要支援１・２の利用者及び基本チェックリストに該当したサービス事業対象者 

在宅高齢者 上記に該当していない 65歳以上の在宅高齢者 
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1.  事業概要 

1.1  事業実施の目的 

福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、利用者への十分な説明と多職種

の意見および利用者の身体状況等を踏まえた福祉用具等の提案等が求められている。 

令和６年度介護報酬改定において福祉用具専門相談員は、福祉用具の提案に向けたプロセスおよび

貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等の場面における介護支援専門員、医師やリハビリテーショ

ン専門職との連携協働が位置付けられ、サービスの質の向上や専門性の発揮が期待されている。 

本事業では、以下の２点について有識者による検討会を開催し、調査・検証を実施することにより、在

宅高齢者への多職種による支援を踏まえた福祉用具貸与事業所の支援のあり方を検討し、報告書にま

とめることを目的として実施した。 

１．介護予防・日常生活支援総合事業の利用者（要支援１～２以外の者を含む）に対し、地域包括支援

センターに属する介護支援専門員やリハビリテーション専門職等の多職種協働による支援の好事例の

調査、介護老人保健施設からの退所時支援の好事例の調査 

２．「１」に係る取組のモデル的試行の実施（３か所程度） 

1.2  調査の進め方 

本調査は、上記の目的を達成するため、以下の手順により実施した  

（1） 検討委員会の設置・開催 

本事業の推進、成果のとりまとめ等について検討を行うため、検討委員会を３回開催した。 

（2） 地域における福祉用具（介護保険の給付対象外の自助具等を含む）、住宅改修に関

する取組や多職種支援の実態把握 

要支援・要介護認定者を除く高齢者を対象とした、地域における福祉用具や自助具、住宅改修等に

関する取組の状況、福祉用具貸与事業所および福祉用具専門相談員が地域のなかで行っている取組

や介護老人保健施設からの退所時支援の取組に関する実態を把握するため、自治体（市区町村）およ

び福祉用具貸与事業所を対象にアンケート調査を実施した。さらに、調査結果を踏まえて、効果的な分

析や広く活用可能な事例の抽出を行う観点から、ヒアリング調査を実施した。 

（3） 在宅高齢者を支援するためのモデル的試行の実施 

介護予防・日常生活支援総合事業の利用者（要支援１～２以外の者を含む）に対し、地域包括支援セ

ンターに属する介護支援専門員やリハビリテーション専門職等の多職種協働による支援、および介護老

人保健施設からの退所時支援のモデル的試行を実施した。 
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（4） 報告書の作成 

前記（１）で設置した検討委員会での討議を踏まえ、本調査研究事業における検討結果を報告書とし

てまとめた。 

1.3  検討委員会の設置・開催 

1.3.1  委員の構成 

検討委員会の委員構成は以下の通りである。 

 

＜委員＞                                         （敬称略、委員五十音順） 

位置付け 氏名 所属・役職 

委員長 渡邉 愼一 横浜市総合リハビリテーションセンター センター長補佐 

委 員 大串 幹 兵庫県立リハビリテーション中央病院 病院長 

委 員 田中 紘太 株式会社マロー・サウンズ・カンパニー 代表取締役 

委 員 中村 美安子 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部社会福祉学科 教授 

委 員 西 聡太 介護老人保健施設清雅苑 リハビリテーション部 副主任 作業療法士 

委 員 畑山 浩志 洲本市役所 健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係   

理学療法士 兼 生活支援コーディネーター 

委 員 肥後 一也 株式会社カクイックスウィング 取締役 営業本部部長 

 

＜オブザーバー＞ 

厚生労働省老健局高齢者支援課 福祉用具・住宅改修指導官  野上 雅子 

厚生労働省老健局高齢者支援課 福祉用具・住宅改修係長  松本 洋輔 

厚生労働省老健局高齢者支援課 福祉用具・住宅改修係  新美 太稀 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 地域包括ケア推進官 大屋 麻衣子 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 企画調整係長／生活支援サービス係長 

        宇山 裕  

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 地域包括ケア推進係・地域支援事業係 

中渡 実紗季  

厚生労働省老健局老人保健課 高齢者薬事サービス調整官  池田 大輔  

厚生労働省老健局老人保健課 課長補佐   堀 亮介  

厚生労働省老健局老人保健課 高齢者リハビリテーション専門官 松岡 見咲  

厚生労働省老健局老人保健課 医療・介護連携技術推進官  清水 真弓  

一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事長   岩元 文雄  
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＜事務局＞ 

一般社団法人日本福祉用具供給協会 事務局長   後藤 憲治 

一般社団法人日本福祉用具供給協会 事務局次長   伊藤 広成 

一般社団法人日本福祉用具供給協会 事務局主任   淡路 陽子 

ｴﾑ･ｱｰﾙ･ｱｲ ﾘｻｰﾁｱｿｼｴｲﾂ株式会社 公共政策第一部   谷澤 由香理 

ｴﾑ･ｱｰﾙ･ｱｲ ﾘｻｰﾁｱｿｼｴｲﾂ株式会社 公共政策第一部   黒澤 千尋 

ｴﾑ･ｱｰﾙ･ｱｲ ﾘｻｰﾁｱｿｼｴｲﾂ株式会社 公共政策第一部   柿迫 栞緒 

1.3.2  検討委員会の開催 

検討委員会を下記の通り、３回開催した。 

図表 1 検討委員会の開催時期と主な議題 

回 時期 主な議題 

第１回 令和 7 年 9 月 9 日（木） 

15：00～17：00 

 事業概要（案）について 

 アンケート調査票（案）について 

 モデル的試行の進め方（案） について 

第２回 令和 7 年 11 月 27 日（木） 

15：00～17：00 

 実態調査（速報）について 

 ヒアリング調査について（対象、ヒアリング項目等） 

 モデル的試行の進捗状況について 

第３回 令和８年３月 10 日（火） 

15：00～17：00 

 実態調査（確報）について 

 モデル的試行の取組結果について 

 報告書（案）について 
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2.  地域における福祉用具、住宅改修に関する取組や多職種支援の実態把

握 

2.1  自治体（市区町村）向け調査 

2.1.1  アンケート調査 

（1） 調査の目的 

要支援・要介護者以外の高齢者を対象とした、地域全体における、福祉用具や自助具、住宅改修等に

関する取組や多職種支援の実態把握を行うため、市区町村を対象としたアンケート調査を実施した。 

（2） 調査対象および抽出方法 

市区町村の地域包括支援センター担当部署 1,741 か所（特別区含む全数） 

（3） 調査時期 

令和 7 年 10 月 20 日～11 月 21 日 

（4） 調査方法 

メールによる発送、WEB 回収 

（5） 調査項目 

主な調査項目は以下の通り。 

 

図表 2 主な調査項目 

１．自治体の基本情報 
 自治体内の地域包括支援センター数 

 自治体内に所在する福祉用具貸与事業所数 

２．要支援・要介護者以外の高齢者を

対象とした福祉用具、住宅改修等に

関する取組の状況 

 取組の実施状況 

 取組を実施していない理由 

 取組の詳細 

➢ 取組の背景・目的 

➢ 取組の内容 

➢ 対象者 

➢ 取組の開始時期及び頻度 

➢ 取組の財源 

➢ 取組の関係者 

➢ 取組に対する福祉用具専門相談員の参画への意向 

➢ 取組の効果 

➢ 取組の課題 
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（6） 回収状況 

回収状況は以下の通り。 

 

図表 3 回収状況 

発送数 回収数 回収率 

1,741 891 件（896 件） 51.2％（51.5％） 

※広域連合から計８市町村分として回答があったため、それを踏まえた回収数、回収率を括弧書きで示

した。 

（7） 調査結果 

1） 基本情報 

a. 地方公共団体の区分 

本調査に回答のあった市区町村等は以下の通りであった。 

 

図表 4 地方公共団体の区分 

 

 

b. 自治体内の地域包括支援センター数 

自治体内の地域包括支援センター数は、「１か所」が58.2％と最も多く、平均値は4.1か所であった。 

 

図表 5 自治体内の地域包括支援センター数  
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891 1 519 47 51 43 130 50 23 8 19 4.1 1.0 0.0 147.0

100.0% 0.1% 58.2% 5.3% 5.7% 4.8% 14.6% 5.6% 2.6% 0.9% 2.1%
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c. 自治体内に所在する福祉用具貸与事業所数 

自治体内に所在する福祉用具貸与事業所数は、「0事業所」が27.3％と最も多く、次いで「1事業所」

が 17.2％であり、平均値は 6.4 事業所であった。 

 

図表 6 自治体内に所在する福祉用具貸与事業所数 

 

 

2） 要支援・要介護者以外の高齢者を対象とした福祉用具、住宅改修に関する取組の状況 

a. 取組の実施状況 

取組の実施状況について、「①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関

連する取組」、「②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組」、「③介護保険の福祉用具貸

与・販売や住宅改修の対象とはなっていない高齢者に対する福祉用具の貸与・購入や住宅改修にかか

る費用の給付」のいずれも、「実施している」と回答した市区町村は 2 割未満であった。 

地方公共団体の区分別にみると、いずれも政令指定都市や特別区のほうが実施している割合が高い

傾向にあった。 

 

図表 7 取組の実施状況 
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100.0% 27.3% 17.2% 10.8% 7.4% 3.9% 15.5% 6.3% 3.1% 4.8% 3.7%

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な

い
が

、
過
去
に
実
施
し

た
こ
と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な

い
・
把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

891 103 12 776 0

100.0% 11.6% 1.3% 87.1% 0.0%

891 84 40 767 0

100.0% 9.4% 4.5% 86.1% 0.0%

891 177 17 697 0

100.0% 19.9% 1.9% 78.2% 0.0%

891 8 2 842 39

100.0% 0.9% 0.2% 94.5% 4.4%

②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組

③介護保険の福祉用具貸与・販売や住宅改修の対象とはなっていない
高齢者に対する福祉用具の貸与・購入や住宅改修にかかる費用の給付

④その他

①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関
連する取組
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図表 8 取組の実施状況＿①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する

取組（地方公共団体の区分別） 

 

 

図表 9 取組の実施状況＿②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組 

（地方公共団体の区分別） 

 
  

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な

い
が

、
過
去
に
実
施
し

た
こ
と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な

い
・
把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

891 103 12 776 0

100.0% 11.6% 1.3% 87.1% 0.0%

18 5 0 13 0

100.0% 27.8% 0.0% 72.2% 0.0%

18 6 1 11 0

100.0% 33.3% 5.6% 61.1% 0.0%

49 5 0 44 0

100.0% 10.2% 0.0% 89.8% 0.0%

394 48 4 342 0

100.0% 12.2% 1.0% 86.8% 0.0%

409 39 7 363 0

100.0% 9.5% 1.7% 88.8% 0.0%

3 0 0 3 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
広域連合等

全体

政令指定都市

特別区

中核市

一般市

町村

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な

い
が

、
過
去
に
実
施
し

た
こ
と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な

い
・
把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

891 84 40 767 0

100.0% 9.4% 4.5% 86.1% 0.0%

18 5 1 12 0

100.0% 27.8% 5.6% 66.7% 0.0%

18 8 0 10 0

100.0% 44.4% 0.0% 55.6% 0.0%

49 3 2 44 0

100.0% 6.1% 4.1% 89.8% 0.0%

394 35 15 344 0

100.0% 8.9% 3.8% 87.3% 0.0%

409 33 22 354 0

100.0% 8.1% 5.4% 86.6% 0.0%

3 0 0 3 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

全体

政令指定都市

特別区

中核市

一般市

町村

広域連合等
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図表 10 取組の実施状況＿③介護保険の福祉用具貸与・販売や住宅改修の対象とはなっていない高齢

者に対する福祉用具の貸与・購入や住宅改修にかかる費用の給付（地方公共団体の区分別） 

 

  

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な

い
が

、
過
去
に
実
施
し

た
こ
と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な

い
・
把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

891 177 17 697 0

100.0% 19.9% 1.9% 78.2% 0.0%

18 7 1 10 0

100.0% 38.9% 5.6% 55.6% 0.0%

18 16 0 2 0

100.0% 88.9% 0.0% 11.1% 0.0%

49 13 2 34 0

100.0% 26.5% 4.1% 69.4% 0.0%

394 80 9 305 0

100.0% 20.3% 2.3% 77.4% 0.0%

409 61 5 343 0

100.0% 14.9% 1.2% 83.9% 0.0%

3 0 0 3 0

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
広域連合等

政令指定都市

特別区

中核市

一般市

町村

全体
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b. 1自治体あたりの実施している取組の数 

①～④の取組について、1 自治体あたりの実施取組数をみると、「いずれも実施していない」が

62.6％と最も多く、次いで「１つ実施」が 26.5%であり、2 つ以上実施している自治体は１割程度に留

まった。 

地方公共団体の区分別にみると、政令指定都市や特別区では、「２つ実施」が最も多く、１つ以上実施

している自治体の割合が政令市では 7 割以上、特別区では約９割を占めた一方で、その他の区分では

「いずれも実施していない」が最も多く半数以上を占めた。 

 

図表 11 １自治体あたりの実施している取組の数 

  

※「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」と回答した場合を含む 

 

c. 取組を実施していない理由 

①～④の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した自治体が、取組を実施してい

ない理由は、「取組を実施する体制が構築できない」が 46.3％と最も多かったが、地方公共団体の区

分別にみると、政令指定都市や中核市では「取組の必要を感じていない」、広域連合等では「どのような

取組を実施したらよいかわからない」が最も多かった。 

「その他」の回答例は図表 13 に示す通り。 

  

全
体

い
ず
れ
も
実
施
し
て
い

な
い

１
つ
実
施

２
つ
実
施

３
つ
実
施

４
つ
実
施

無
回
答

891 540 224 75 13 0 39

100.0% 60.6% 25.1% 8.4% 1.5% 0.0% 4.4%

18 5 6 7 0 0 0

100.0% 27.8% 33.3% 38.9% 0.0% 0.0% 0.0%

18 1 3 7 4 0 3

100.0% 5.6% 16.7% 38.9% 22.2% 0.0% 16.7%

49 26 21 2 0 0 0

100.0% 53.1% 42.9% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0%

394 243 99 34 5 0 13

100.0% 61.7% 25.1% 8.6% 1.3% 0.0% 3.3%

409 262 95 25 4 0 23

100.0% 64.1% 23.2% 6.1% 1.0% 0.0% 5.6%

3 3 0 0 0 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

一般市

町村

広域連合等

全体

政令指定都市

特別区

中核市
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図表 12 取組を実施していない理由（地方公共団体の区分別）【複数回答】 

 

※図表 7 で①～④の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した場合のみ回答 

 

図表 13 取組を実施していない理由_「その他」の回答例 

 時間的余裕がない。労力に見合う効果が期待できるかもわからない。 

 専門知識を持った担当職員がおらず、１年ごとに業務担当が変わるため対応できない。 

 町内に福祉用具貸与事業所がないためどのような取組を実施したらよいか分からない。 

 介護保険の認定者以外に関する取組について意識したことがなかったため。 

 要支援・要介護認定者以外の高齢者への施策については、今後の動向を確認し適宜検討してい

く。 

 取組を実施する体制づくりについて検討していない。今後、検討する余地あり。 

 容易に住宅改修や福祉用具を導入すると、自立を妨げてしまう恐れがあるため。 

 日頃より住宅改修も取り扱う福祉用具貸与事業所とは住宅改修申請時に当方の意向を伝えた

り、福祉用具現場の話を聴取したりして、できるだけ双方向の意思疎通を心がけている。そのうえ

で各事業所が健闘してくれているので、現在のところは当方から市民に対して直接アプローチす

る必要性をあまり感じていない。いずれ対事業所の研修会は開催し、体制を強化したいと考えて

はいる。対市民のアプローチは、市が主催する形態ではなく、オーガナイズする形態での開催はあ

りかとは思うが、福祉事業所業界の多忙さを考慮すると実現するとは考え難い。 

 上記のような支援は行っておらず、福祉用具販売業者等が利用者個々の相談にのっている。 

 介護支援専門員が利用者の心身状況や住環境等を分析し提案しているため。 

 相談がきた際にその都度、対象の方にあったサービスを提案している。 

 相談があった際や認定調査時に対応している。 

 必要な場合には介護認定申請を勧め、要支援・要介護認定者になってから給付を行っている。 

全
体

取
組
を
実
施
す
る
体
制

が
構
築
で
き
な
い

取
組
を
実
施
す
る
た
め

の
財
源
が
な
い

ど
の
よ
う
な
取
組
を
実

施
し
た
ら
よ
い
か
わ
か

ら
な
い

そ
の
他

取
組
の
必
要
性
を
感
じ

て
い
な
い

無
回
答

540 250 158 154 22 163 12

100.0% 46.3% 29.3% 28.5% 4.1% 30.2% 2.2%

5 0 1 1 0 4 0

100.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 80.0% 0.0%

1 1 0 0 0 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

26 9 6 6 2 11 0

100.0% 34.6% 23.1% 23.1% 7.7% 42.3% 0.0%

243 113 77 68 15 78 2

100.0% 46.5% 31.7% 28.0% 6.2% 32.1% 0.8%

262 127 73 77 5 69 10

100.0% 48.5% 27.9% 29.4% 1.9% 26.3% 3.8%

3 0 1 2 0 1 0

100.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0%

中核市

一般市

町村

広域連合等

政令指定都市

特別区

全体
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d
. 
取
組
事
例
の
詳
細
（自
由
記
述
で
回
答
い
た
だ
い
た
も
の
を
一
部
掲
載
） 

以
下
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
回
答
い
た
だ
い
た
事
例
の
う
ち
、
「福

祉
用
具
専
門
相
談
員
の
関
与
が
あ
る
」と

回
答
し
た
事

例
に
つ
い
て
掲
載
す
る
。
 

 

①
高
齢
者
へ
の
介
護
予
防
に
資
す
る
支
援
の
う
ち
、
福
祉
用
具
や
住
宅
改
修
に
関
連
す
る
取
組

 

ア
） 
在
宅
高
齢
者
へ
の
個
別
支
援

 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

一
般
市

 
介

護
予

防
・
日

常
生

活

支
援

総
合

事
業

対
象

者
 

利
用

者
に
対
し
て
福
祉
用
具
貸
与
・購

入

が
必

要
と
考

え
ら
れ
た
場
合

、
地

域
包

括

支
援

セ
ン
タ
ー
が

市
に
申

請
し
、
地

域
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
事

業
を
依

頼
す

る
。

承
認

さ
れ

た
後

に
、
地

域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
事

業
が

実
施

さ
れ
、
専

門
職

に
よ

り
福

祉
用

具
貸

与
・
購

入
の
評

価
・
妥

当

性
の

判
断

を
受

け
そ
の

結
果

に
て
介

護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
対

象

者
に
対

し
、
貸

与
・
購

入
の
制

度
を
利

用

の
可
否
が
決
定
す
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業

対
象

者
に
対

す
る
福

祉
用

具
の

貸
与

・

購
入

は
、
自

立
支

援
や
生

活
機

能
の

維

持
・
向

上
を
目

的
と
し
て
お
り
、
本

人
の

身
体

状
況

や
生

活
環

境
に
応

じ
た
適

切

な
用

具
の
提

供
を
行

う
に
あ
た
り
、
専

門

職
（
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

)
か

ら

評
価

を
受

け
る
。
こ
の

地
域

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン
事

業
を
利

用
す

る
こ
と
で

、

利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
適
し
た
支
援
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

2
 

一
般
市

 
サ
ー
ビ
ス
・活

動
C
（短

期
集

中
予

防
サ

ー
ビ

ス
）…

 

（
１
）
6

5
歳

以
上

の
要

支
援

認
定

者
（
介

護
予

防
通
所

介
護

、
介

護
予

防
通

所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

利
用

者
を

除

く
。
） 

（
２
）
6

5
歳

以
上

で
、

国
の
基
準

に
従
っ
て
決

定
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
事

業
対
象
者

 

（
３
）
そ
の
他

市
長

が
適

当
と
認
め
た
者

 

 訪
問

型
一

般
介

護
予

防
事
業
…

 

（１
）法

第
９
条
第

１
項
に

規
定

す
る
第

１
号

被
保

険
者

の
う
ち
、
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
が
必

要
と
認
め
る
者

 

（
２
）前

回
当

該
事

業
を

利
用
し
て
か
ら

6
ヶ
月

を
経
過
し
た
者

 

（
３
）
そ
の
他

市
長

が
適

当
と
認
め
た
者

 

サ
ー

ビ
ス
・
活

動
C
（
短

期
集

中
予

防

サ
ー
ビ
ス
）
に
て
、
理

学
療

法
士

や
作

業

療
法

士
に
よ
る
福

祉
用

具
の
使

い
方

の

指
導

や
適

切
な
福

祉
用

具
の

選
定

を

行
っ
て
い

る
。
訪

問
型

サ
ー
ビ
ス
・
活

動

C
や

訪
問

型
一

般
介

護
予

防
事

業
で

は
、
対

象
者

の
身

体
機

能
や
自

宅
環

境

を
評

価
し
た
う
え
で
、
住

宅
改

修
の
必

要

性
を
検

討
し
、
本

人
・
家

族
や
担

当
介

護

支
援

専
門

員
に
向

け
て
望

ま
し
い

種
類

や
場
所
の
助
言
を
行
っ
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 


 看

護
師

 


 保

健
師

 

【
効
果
】 

自
助

具
を
所

持
し
て
い

て
も
正

し
い

使

い
方

が
分

か
ら
な
い

高
齢

者
が

、
当

事

業
を
利

用
し
専

門
職

か
ら
本

人
の
身

体

状
況

に
合

わ
せ

た
使

い
方

の
指

導
を
受

け
た
り
、
自
助
具
の
種
類
が
適
切
か
評
価

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
よ
り
安
全
な
歩
行

を
習

得
す
る
こ
と
が
出

来
て
い
る
。
退

院

後
に
自

助
具

の
貸

与
を
開

始
し
た
高

齢

者
が
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
・活

動
C

を
利

用
す
る
こ
と
で
体

力
・
筋

力
・
バ
ラ
ン
ス
力

が
向

上
し
、
専

門
職
の
評
価
の
も
と
自
助

具
を
返

却
し
た
り
適

切
な
自

助
具

を
購

入
す
る
き
っ
か

け
に
な
り
、
介

護
保

険
料

の
削

減
に
も
繋

が
っ
て
い
る
。
当

事
業

に

同
行

す
る
保

健
師

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー
職

員
に
と
っ
て
も
住

宅
改

修
の
ポ

イ
ン
ト
な
ど
、
専

門
職

か
ら
学

べ
る
こ
と
も

多
く
あ

り
、
市

の
人

材
育

成
に
も
つ

な

が
っ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

通
所

型
・
訪

問
型

サ
ー
ビ
ス
は
、
複

数
の

専
門

職
が

交
代

制
で

従
事

す
る
た
め

、

引
継

ぎ
が

上
手

く
出

来
て
い

な
い

と
対

象
者

へ
の
指

導
に
齟

齬
が

生
じ
て
混

乱

を
招
く
可
能
性

が
あ
る
。
訪
問
型

一
般
介

護
予
防
事
業
は
、
単
発
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
た
め
、
指

導
内

容
が
正

し
く
理

解
出

来

て
い

る
か

習
得

出
来

て
い

る
か

継
続

的

に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
 


 公

費
 



  

13 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

3
 

一
般
市

 
市

内
に

住
所

を
有

す

る
、
お
お
む
ね

6
5

歳

以
上

の
高

齢
者

。
退
院

直
後
の

A
D

L
が
低
下

し
て
い

る
方

や
閉

じ
こ

も
り
等

に
よ
る
虚

弱
気

味
な
高
齢
者
。
 

「
介

護
予

防
・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
」
や

「
通

い
の

場
」
等

の
参

加
者

に
対

す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職

（理
学

療
法

士
）
に
よ
る
福

祉
用

具
の

提
案

を

行
っ
て
い
る
。
介

護
に
関

す
る
相

談
に
応

じ
て
必

要
時
は
自
宅

訪
問

を
行

い
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
専

門
職

（
理

学
療

法

士
）
、
介

護
支

援
専

門
員

に
よ
る
福

祉
用

具
や
住
宅
改
修
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 看

護
師

 


 保

健
師

 

【
効
果
】 

専
門

職
（
理

学
療

法
士

）
に
よ
る
住

宅
改

修
や

福
祉

用
具

に
関

す
る
提

案
を
行

う

こ
と
に
よ
り
、
在

宅
生

活
の

助
長

、
介

護

予
防
の
促
進
に
繋
が
っ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

福
祉

用
具

利
用

時
や
住

宅
改

修
す
る
為

に
介

護
保

険
の

申
請

が
必

要
と
さ
れ

る

の
で
、
安

易
な
申

請
に
繋

が
っ
て
い
な
い

か
懸

念
さ
れ
る
福

祉
用

具
の
購

入
や
貸

与
に
関

し
て
、
そ
の

後
の

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
介

護
支

援
専

門
員

が

い
な
い
場
合
）
が
課
題

 


 公

費
 

4
 

一
般
市

 
サ
ー
ビ
ス
・活

動
C
（短

期
集

中
予

防
サ

ー
ビ

ス
）の

利
用
者

 

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

等
が

福
祉

用
具

や
住
宅
改
修
に
つ
い
て

必
要
だ
と
思
う
者

 

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

実
施

し
、
運

動
面

の
該

当
者

で
、
訪

問
時

希
望

者
 

サ
ー

ビ
ス
・
活

動
C
（
短

期
集

中
予

防

サ
ー
ビ
ス
）
の
利

用
者

へ
理

学
療

法
士

、

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
、
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー
職

員
に
よ
る
福

祉
用

具
の
提

案
。

ま
た
、
理

学
療

法
士

に
よ
る
、
福

祉
用

具

を
使

っ
た
運

動
の
指

導
。
地

域
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
活

動
支

援
事

業
に
お
い

て
、

包
括

等
よ
り
市

へ
依

頼
が
あ
っ
た
際

に
、

理
学

療
法

士
に
よ
る
福

祉
用

具
の
提

案

や
福

祉
用

具
を
使

っ
た
運

動
の

指
導

を

実
施

。
健

康
状

態
不

明
者

に
対

し
、
基

本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
実

施
し
、
ハ

イ
リ
ス
ク

者
に
対

し
理

学
療

法
や
市

の
職

員
が

訪

問
し
、
介

護
予

防
・
日

常
生

活
支

援
総

合

事
業

の
提

案
や
介

護
申

請
、
必

要
に
応

じ
て
福

祉
用

具
や
住

宅
改

修
に
関

す
る

助
言

・指
導
も
実
施
し
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

を
使

用
す
る
こ
と
で
、
自

宅
で

も
自

立
し
た
生

活
が

送
る
こ
と
が

出
来

る
。
 

【
課
題
】 

サ
ー

ビ
ス
・
活

動
C
（
短

期
集

中
予

防

サ
ー
ビ
ス
）
に
つ
い
て
は
利

用
者

が
少

な

い
。
取
組
事
例
が
少
な
い
。
 


 公

費
 



  

14 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

5
 

一
般
市

 
高

齢
者

本
人

が
福

祉

用
具

貸
与

の
利

用
を

希
望

し
て
お
り
、
か
つ
、

運
動

機
能

の
低

下
に

よ
り
日

常
生

活
に
軽
度

な
課

題
が
生

じ
て
い
る

事
業
対

象
者

、
要

支
援

１
・
２
に
相

当
す
る
高

齢

者
 

 

理
学

療
法

士
と
地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職

員
と
で

利
用

者
宅

を
同

行
訪

問

し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行

い
、
適

切
な
福

祉

用
具
や
住
宅
改
修
の
提
案
を
行
う
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

数
値
的

な
裏
付
け
は
で
き
な
い
が
、
利
用

者
の
身

体
機

能
を
把

握
し
た
う
え
で
、
適

切
な
福

祉
用

具
の
機

種
選

定
や
住

宅
改

修
の

内
容

判
断

が
可

能
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
 


 な

し
 

6
 

一
般
市

 
市
内
在
住
の
高
齢
者

 
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー

職
員

等
か

ら

の
依

頼
を
受

け
、
事

業
対

象
者

や
介

護

認
定

非
該

当
者

の
個

人
宅

へ
市

リ
ハ

ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

が
同

行
訪

問
し
、

福
祉

用
具

の
必

要
性

の
判

断
や
歩

行
補

助
具

の
選

定
に
お
け
る
助

言
、
使

用
方

法
の
指
導
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。
 

※
同

行
訪

問
は
事

業
対

象
者

、
介

護
認

定
非

該
当

者
に
限

局
せ
ず
、
要
支

援
・
要

介
護

認
定

者
に
も
実

施
し
て
お
り
、
福

祉

用
具

に
限

ら
ず

生
活

指
導

や
運

動
指

導
、
利

用
サ
ー
ビ
ス
の
助

言
な
ど
を
実

施

し
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

・
同

行
訪

問
を
通

し
て
、
必

要
な
福

祉
用

具
の

助
言

や
正

し
い

使
用

方
法

な
ど
を

指
導
で
き
て
い
る
。
 

・
特

定
福

祉
用

具
購

入
や
福

祉
用

具
貸

与
、
住

宅
改

修
が

必
要

な
場

合
に
は

介

護
認

定
申

請
を
提

案
し
、
必

要
な
介

護

保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

市
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

や
地

域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
職

員
等

の
退

職
や

人
員

の
入

れ
替

わ
り
等

に
よ
り
体

制
と
し

て
不
安
定
で
あ
る
。
 


 な

し
 

7
 

一
般
市

 
在

宅
で
生

活
し
て
い
る

高
齢
者

、
発
症

か
ら

6

か
月

以
内

の
脳

血
管

障
害
、
受
傷

2
か
月
以

内
の
骨

折
の
方

、
失

語

症
、
高

次
脳

機
能

障
害

の
合
併
し
た
方

 

利
用

者
に
合

わ
せ

た
運

動
指

導
、
介

助

方
法

の
指

導
、
住

宅
改

修
や
福

祉
用

具

に
つ
い
て
、
理
学
療
法
士
の
視
点
か
ら
の

ア
ド
バ
イ
ス

 
等

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

自
立

支
援

、
重

症
化

防
止

、
介

護
負

担

軽
減

 
等

 

【
課
題
】 

配
属
の
理
学
療
法
士
１
名
で
対
応
し
て
お

り
、
相

談
が

同
時

期
に
集

中
し
た
り
、
理

学
療

法
士

が
不

在
の

場
合

、
対

応
が

遅

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
 


 な

し
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

8
 

町
村

 
町

内
在

住
の

６
５
歳

以

上
の
方
。
 

A
D

L
に
問

題
が

あ
る
高

齢
者

に
対

し

て
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
専

門
職

が
訪

問
し
解
決
案
を
提
示
し
て
い
る
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他
（言

語
聴
覚
士
） 

【
効
果
】 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

の
助

言
に

よ
り
、
対
象
者
の

A
D

L
や
環
境
に
お
け

る
問
題
点
が
解
決
さ
れ
て
い
る
。
 

例
１
）
ベ
ッ
ド
か

ら
ト
イ
レ
ま
で
の
移

動
時

に
転

倒
の

危
険

性
が

高
か

っ
た
ケ
ー

ス

に
つ

い
て
、
ト
イ
レ
ド
ア
開

閉
時

の
安

定

の
た
め
ベ
ス
ト
ポ
ジ
シ
ョ
ン
バ
ー
を
ト
イ
レ

ド
ア
前

に
設

置
。
ま
た
、
ト
イ
レ
か

ら
ベ

ッ

ド
に
戻

る
際

の
歩

行
安

定
の
た
め
、
ベ
ッ

ド
サ
イ
ド
に
柵
を
設
置
し
た
。
 

例
２
）
ロ
フ
ス
ト
ラ
ン
ド
ク
ラ
ッ
チ
を
利
用

し

て
い
る
方

に
つ
い
て
、
杖

の
高

さ
が
少

し

低
か

っ
た
た
め

穴
２
つ
分

長
く
し
た
と
こ

ろ
、
歩

容
が

良
く
な

り
顔

も
上

向
き
に

な
っ
た
た
め
周
囲
の
状
況
確
認
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
 

【
課
題
】 

介
護

支
援

専
門

員
に
対

し
て
取

り
組

み

を
周

知
し
て
お
り
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

専
門

職
の

活
用

に
つ
い

て
理

解
を
い

た

だ
い
て
い
る
が
、
実

際
に
相

談
を
受

け
る

こ
と
は
少

な
い
。
別

件
で
介

護
支

援
専

門

員
か

ら
相

談
が

あ
っ
た
際

に
、
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン
専

門
職

の
訪

問
指

導
を
利

用
し
た
ら
ど
う
か

と
提

案
す

る
こ
と
が

あ

る
の
で
、
介

護
支

援
専

門
員

が
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
専
門

職
の
協
力

に
対

し
躊

躇

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

9
 

町
村

 
一

般
介

護
予

防
事

業
、

認
知

症
カ
フ
ェ
事

業
の

参
加
者

 

各
通

い
の

場
に
お
い

て
、
福

祉
用

具
購

入
等
の
個
別
相
談
を
受
け
た
場
合
に
は
、

通
い

の
場

の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
講

師

ま
た
は
、
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
職

員

に
相

談
で
き
る
体

制
と
な
っ
て
い

る
。
自

宅
訪

問
希

望
時

に
は

、
地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー

総
合

相
談

業
務

と
し
て
対

応

し
、
購

入
を
希

望
さ
れ

た
方

に
は
、
町

内

福
祉

用
具

販
売

事
業

所
の
福

祉
用

具
専

門
相

談
員
に
相
談
を
つ
な
い
で
い
る
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

介
護

認
定

前
の

通
い

の
場

に
自

立
し
て

通
え
る
方

が
、
必

要
な
福

祉
用

具
の

個

別
相

談
を
行

い
適

正
な
用

具
選

定
が

行

え
て
い
る
。
 


 公

費
 


 利

用
者
負
担

 

 
 



  

17 

イ
） 
在
宅
高
齢
者
へ
の
集
団
支
援

 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
一
般
市

 
地

域
の

サ
ロ

ン
の

参

加
者

 

福
祉

用
具

事
業

所
の
担

当
者

が
、
地

域

の
サ

ロ
ン
に
出

向
き
、
福

祉
用

具
の

紹

介
、
正

し
い

歩
行

の
姿

勢
や
歩

行
補

助

用
具
の
話
を
し
た
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

の
使

い
方

を
理

解
し
て
も
ら

え
た
。
ま
た
、
介

護
保
険

の
給
付

対
象

外

の
お
風

呂
の
滑

り
止

め
マ
ッ
ト
な
ど
も
紹

介
し
た
と
こ
ろ
購
入
し
た
方
も
い
た
。
 

【
課
題
】 

全
地

域
で
継

続
的

に
実

施
し
て
い

る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
市

民
に
広

く
知

っ
て

も
ら
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
継

続
し

て
実

施
し
て
い

く
の
で
あ
れ
ば
、
サ
ロ
ン

支
援

を
行

う
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー

と
連

携
し
て
実

施
し
て
い

く
必

要
が

あ

る
。
 


 な

し
 

2
 

 
一
般
市

 
通
い
の
場
参
加
者

 
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

を
招

き
、
杖

や

歩
行

器
、
シ
ル
バ

ー
カ
ー

や
車

い
す

の

選
び

方
や

使
い

方
な
ど
に
つ

い
て
レ
ク

チ
ャ
ー
を
受
け
た
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

・
体

の
状

況
に
応

じ
た
福

祉
用

具
を
使

用
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
理
解
で
き
た
。
 

・
家

族
を
介

護
し
て
い

る
参

加
者

か
ら

は
、
安

全
に
移

動
す
る
た
め
に
家

族
と
し

て
支

え
る
ポ
イ
ン
ト
が

理
解

で
き
た
と
感

想
が
あ
っ
た
。
 

【
課
題
】 

・
一
部
の
通
い
の
場
で
の
み
実
施
。
通
い

の
場

参
加

者
の

メ
ン
バ

ー
構

成
に
よ
っ

て
は

支
援

内
容

に
取

り
込

む
こ
と
が

必

要
。
 


 な

し
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

3
 

 
一
般
市

 
概
ね
６
５
歳
以
上
の
者

 
通

所
、
訪

問
、
地

域
ケ
ア
会

議
、
サ
ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
に
お
け
る
介

護
予

防

の
取
組
に
対
し
、
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
に
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

等

を
派
遣
し
、
技
術
的
助
言
を
行
う
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
課
題
】 

取
組

は
実

施
し
て

い
る
が

実
績

が
な

い
。
 

ニ
ー
ズ
の
把
握
、
周
知

 


 公

費
 

4
 

 
町
村

 
市
街
地
か
ら

2
0
キ
ロ

の
山

間
部

に
位

置
す

る
地
域
住
民

 

介
護

予
防

事
業

利
用

者
に
、
福

祉
用

具

専
門

相
談

員
に
よ
る
講

話
、
福

祉
用

具

の
展

示
・
体

験
を
行

う
歩

行
器

や
置

き

型
手

す
り
、
入

浴
チ
ェ
ア
な
ど
を
展

示

し
、
実

際
に
触

れ
た
り
、
体

験
し
た
り
試

乗
等
を
し
て
も
ら
う

 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他

 

【
効
果
】 

・
「
こ
う
い
う
の
が
あ
る
と
楽

ね
。
」
「
介

護

申
請

し
な
く
て
も
借

り
ら
れ

る
（
自

費
貸

与
）
の
は
い
い
わ
ね
。
」
「
い
ろ
い
ろ
な
種

類
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
」な

ど
の
声

が
聞

か
れ

、
福

祉
用

具
に
対

す
る
理

解

が
深
ま
っ
た
。
 

・
セ
ル
フ
ケ
ア
の
大

切
さ
へ
の
気

づ
き
が

促
さ
れ
た
。
 

【
課
題
】 

参
加
者
の
確
保
。
 


 な

し
 

5
 

 
町
村

 
認
知
症
カ
フ
ェ
の
参
加

者
 

専
門
職
に
よ
る
ミ
ニ
講
話
で
は
、
福
祉

用

具
専

門
相

談
員

や
理

学
療

法
士

・
作

業

療
法

士
な
ど
の

専
門

職
が

、
福

祉
用

具

の
紹

介
や
貸

与
・
購

入
時

の
ポ
イ
ン
ト
な

ど
を
分

か
り
や
す

く
解

説
。
ま
た
、
住

宅

改
修

の
事

例
や
、
介

護
保

険
制

度
の
説

明
な
ど
を
実

施
。
ま
た
、
参

加
者

の
中

で

福
祉

用
具

や
住

宅
改

修
に
つ
い
て
の
相

談
が

あ
る
場

合
は

、
専

門
職

が
そ
の

場

で
相
談
対
応
を
実
施
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

参
加

者
に
対

し
て
福

祉
用

具
や
住

宅
改

修
の
効

果
や
制

度
に
つ
い
て
の
周

知
が

出
来
た
。
 

【
課
題
】 

周
知
方
法
。
 


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

6
 

 
町
村

 
町
民

 
町

内
の

希
望

者
（
老

人
ク
ラ
ブ
や

自
治

会
等

）
か
ら
の
依

頼
を
受
け
、
理

学
療

法

士
や
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
が
出
前
講

座
を
行

い
、
福

祉
用

具
の
紹

介
や
使

用

方
法
、
介
助
の
実
技
体
験
を
実
施
。
 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

に
触

れ
る
機

会
や
介

助
方

法

の
知

識
を
深

め
る
場

が
な
い

た
め

、
参

加
者
か
ら
も
好
評
で
あ
る
。
 

【
課
題
】 

出
前

講
座

の
周

知
は
実

施
し
て
い

る
も

の
の

ニ
ー
ズ
は

ま
だ
ま
だ
少

な
い

状
況

で
あ

り
、
今

後
も
積

極
的

な
周

知
活

動

等
が
必
要
で
あ
る
。
 


 な

し
 

7
 

 
町
村

 
地

域
介

護
予

防
活

動

支
援

事
業

の
参

加
者

お
よ
び

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ

 

・参
加
者
：7

0
歳
後
半

～
9

0
歳

代
の

男
女

 

約
2

0
名

 

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ

フ
：6

0
歳
代
～

8
0
歳

前
半

の
男

女
 
約

1
5

名
 

・
転

倒
予

防
を
大

き
な
テ
ー
マ
と
し
、
杖

や
シ
ル
バ
ー
カ
ー
の
紹

介
、
手

す
り
な
ど

の
住
宅
改
修
に
関
す
る
講
話
を
実
施
。
 

・合
わ
せ
て
、
福
祉
用
具
で
貸
与
や
購
入

で
き
る
も
の
、
市

販
で
購

入
で
き
る
も
の

の
体
験
会
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

・
介

護
認

定
を
受

け
て
い

な
い

参
加

者

が
多

い
た
め

、
市

販
で

購
入

で
き
る
点

を
踏

ま
え
て
紹

介
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
身

近
な
も
の

を
と
し
て
感

じ
て
も

ら
え
た
。
実

際
に
体

験
す
る
場

面
も
あ
っ

た
こ
と
で
、
参

加
者

は
利

用
の
イ
メ
ー
ジ

も
し
や
す
く
、
興

味
深

ま
っ
た
様

子
だ
っ

た
。
 

・
当

日
、
実

際
に
杖

を
使

用
し
て
い
る
人

が
、
専

門
員

へ
相

談
で

き
る
場

面
も
あ

り
、
具

体
的

な
ア
ド
バ

イ
ス
を
受

け
ら
れ

る
機
会
に
な
っ
て
い
た
。
 

【
課
題
】 

・
介

護
認

定
を
受

け
て
い

る
者

、
受

け
て

い
な
い
者
を
整
理
し
て
わ
か
り
や
す
く
伝

え
る
の

は
、
大

変
だ
っ
た
印

象
。
特

に
、

制
度

に
関

す
る
話

な
ど
は
難

し
く
、
長

く

て
理

解
し
に
く
か

っ
た
と
い

う
感

想
が

あ
っ
た
。
 


 な

し
 

 
 



  

20 

ウ
） 
そ
の
他
（
在
宅
高
齢
者
以
外
へ
の
支
援
：対
象
者
の
家
族
等
）
 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

一
般
市

 
在

宅
で

高
齢

者
を

介

護
し
て
い
る
家
族
等

 

委
託

先
は

、
市

内
の

在
宅

介
護

支
援

セ

ン
タ
ー
等

で
、
年

３
回

程
度

、
各

町
の
圏

域
で
家

族
介

護
教

室
が

開
催

さ
れ
て
い

る
。
今
年
度
は
、
福
祉
用

具
販
売

事
業
所

よ
り
「
車

い
す
の
名

称
・
種

類
」
に
つ
い
て

１
回
実
績
が
あ
り
、
今
後
は
「お

む
つ
の
選

び
方

」
に
つ
い

て
も
教

室
が
開

催
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他
（
業
務
委
託
先
の

事
業
所
職
員
） 

【
効
果
】 

参
加

者
か
ら
は
、
大

変
勉

強
に
な
る
と
好

評
で

あ
り
、
実

施
す

る
こ
と
で

、
技

術
の

習
得

・
負

担
の
軽

減
・
認

知
症

や
高

齢
者

ケ
ア
の
理

解
促

進
・
家

族
や
専
門

職
と
の

交
流

な
ど
、
様

々
な
効

果
が
得
ら
れ
て
い

る
。
 

【
課
題
】 

教
室

が
日

中
時

の
開

催
で

あ
り
、
有

職

者
で
あ
る
介

護
者
の
参
加

が
難

し
く
な
っ

て
き
て
い

る
こ
と
か

ら
、
参

加
者

の
確

保

が
課
題
で
あ
る
。
 


 公

費
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②
地
域
住
民
へ
の
福
祉
用
具
、
住
宅
改
修
の
普
及
・啓
発
の
取
組

 

ア
） 
地
域
イ
ベ
ン
ト
等
で
の
福
祉
用
具
の
展
示
・体
験
等

 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

政
令

指

定
都
市

 

一
般
市
民
等

 
講

演
・
セ
ミ
ナ
ー
・用

具
展
示
・相

談
会
の

実
施
。
 

2
0

2
5

年
は
、
「
福

祉
用

具
の
日

」
記

念

と
し
て
、
福

祉
用
具

セ
ミ
ナ
ー
「在

宅
に
お

け
る
福
祉
用
具
の
必
要
性
」と

1
7

社
か

ら
な
る
福

祉
用

具
特

別
展

示
会

、
地

域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
介
護
相
談
を

実
施

。
同
時

に
「
介
護
の
日

」記
念
と
し
て

講
演
会
を
実
施
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 


 看

護
師

 

【
効
果
】 

他
人

事
で
は
な
く
誰

で
も
な
り
得

る
と
い

う
認

識
が

周
知

さ
れ
て
き
て
お
り
、
認

知

症
を
は

じ
め

、
介

護
や

福
祉

施
設

等
が

人
々

に
身
近
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て

き
て
い
る
。
 

こ
の

た
め

、
今

後
に
備

え
て
の
知

識
・
情

報
の

習
得

や
、
介

護
期

を
振

り
返

っ
て

の
、
「
当

時
に
こ
の
よ
う
な
用
具
が
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
違

っ
て
い
た
か
も
」

と
福

祉
用

具
の

進
化

を
確

認
す
る
機

会

提
供
と
な
っ
た
。
 

ま
た
、
実
際
に
用

具
を
必
要
と
し
て
お
り
、

実
際
に
触
れ
て
、
体
感
し
最
新
の
状
況
を

得
る
こ
と
で
、
貸

与
す
る
際

の
参

考
と
す

る
機
会
と
な
る
こ
と
。
 

【
課
題
】 

開
催
の
時
期
（記

念
日
が

1
0
・1

1
月
）、

合
同

・
区

別
開

催
、
平

日
・
休

日
開

催
の

有
効
性
、
セ
ミ
ナ
ー
・講

演
の
内
容

 


 公

費
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2
 

特
別
区

 
イ
ベ
ン
ト
来
場
者

 
福
祉
用
具
や
介
護
用
品
の
展
示
会
を
開

催
し
、
在
宅
介
護
に
役
立
つ
製
品
の
紹

介
や
実
演
。
 

令
和

7
年
度
は
、
1
0

/1
3
（月

・祝
）に

施

設
全
体
で
行
っ
た
イ
ベ
ン
ト
の
１
ブ
ー
ス
と

し
て
４
事
業
者
に
ご
協
力
い
た
だ
き
開
催

 

●
進

化
系

介
護

用
品

・
福

祉
器

具
を
見

て
く
だ
さ
い

 
手

す
り
、
徘

徊
セ
ン
サ
ー
、

マ
ッ
ス
ル
ス
ー

ツ
、
車

い
す

、
シ
ル
バ

ー

カ
ー

 
な
ど

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 
【
効
果
】 

・
す
で
に
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
い

る
方

は
、
介

護
支

援
専

門
員

に
よ
る
ア
セ

ス
メ
ン
ト
や
専

門
職

に
よ
る
訪

問
相

談
、

個
別

サ
ー
ビ
ス
計

画
（
福

祉
用

具
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
）
が
提

供
さ
れ
て
い

る
た
め

、
展

示
会

に
来

な
く
て
も
そ
の
方

に
合

っ
た
も
の
を
導

入
で
き
る
よ
う
な
介

護
保

険
法
上

の
仕

組
み
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
取
組
で
は
、
ま
だ
介
護
支
援
専
門
員

が
決
ま
っ
て
い
な
い
方
、
親
が
入

院
中
で

あ
っ
た
り
遠

距
離

に
住

ん
で
い
る
等

、
介

護
を
始

め
た
ば

か
り
の

方
や
今

後
始

ま

る
可

能
性
の
あ
る
方

に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
 

・
昨

今
は
福

祉
機

器
の
進

化
・
改

良
の
ス

ピ
ー

ド
は

著
し
く
、
車

い
す

や
歩

行
器

、

歩
行

車
な
ど
、
身

体
機

能
、
体

格
、
性

別
、
環
境
要
件
な
ど
に
合
わ
せ
多
岐
に
わ

た
る
種

類
が

開
発

さ
れ

て
い

る
こ
と
を

知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
、
試

乗
の
機

会
を

用
意

し
て
、
体

感
し
て
い

た
だ
く
取

組
も

行
い
、
好
評
で
あ
っ
た
。
 

・
展

示
会

場
担

当
の

福
祉

用
具

プ
ラ
ン

ナ
ー
や
福

祉
住
環

境
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

等
は

、
用

具
や

機
器

の
機

能
に
つ

い
て

の
専

門
的

な
説

明
や
個

別
の
質

問
に
丁

寧
に
応

じ
て
お
り
、
福

祉
機

器
関

係
に
専

門
職

が
存

在
す
る
こ
と
の
ア
ピ
ー
ル
に
も

な
っ
た
。
 

【
課
題
】 

・
常

設
展

示
で

は
な
く
単

発
の

日
程

で

行
っ
て
い
る
た
め
、
周
知
や
集
客

が
非
常


 公

費
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に
難

し
い

。
そ
の

た
め

、
施

設
全

体
で

イ

ベ
ン
ト
を
行

う
時

や
他

の
講

座
を
実

施
し

て
い
る
時
に
開
催
し
て
い
る
。
 

・
必

要
な
時

に
い

つ
で
も
見

た
い

、
説

明

を
受

け
た
い
と
い

う
要

望
が
あ
り
、
幅

広

い
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う

準
備

し
た
い

が
、
機

器
類

は
大

き
い

も

の
、
重

い
も
の
、
ま
た
細

か
い

も
の
や
サ

イ
ズ
が
多

様
な
も
の
も
多

く
、
展

示
会

場

の
キ
ャ
パ

シ
テ
ィ
ー
に
応

じ
た
限

ら
れ
た

展
示
と
な
っ
て
い
る
。
 

3
 

特
別
区

 
区

民
（
高

齢
者

か
ど
う

か
を
問
わ
な
い
） 

区
が

実
施

し
て
い

る
祭

事
（
区

民
ま
つ

り
）
等

の
場

で
福

祉
用

具
事

業
者

の
協

力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
福

祉
用

具
の
試

用
が
で
き
る
ブ
ー
ス
を
出
店
し
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

区
民
か
ら
は
好
評
で
あ
る
。
 


 公

費
 

4
 

特
別
区

 
住
民
、
事
業
者

 
主

体
は
区

の
介

護
サ
ー
ビ
ス
事

業
者

が

加
入

す
る
介

護
サ
ー
ビ
ス
事

業
者

協
議

会
で
あ
り
、
区

は
共

催
と
い
う
形

で
関

わ

る
。
 

福
祉

用
具

、
パ

ネ
ル
展

示
を
中

心
に
開

催
し
そ
の
ほ
か
に
体

験
コ
ー
ナ
ー
や
ミ
ニ

講
座
を
実
施
し
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 


 看

護
師

 


 そ
の
他

（
介

護
サ
ー
ビ
ス

事
業

者
協

議
会

加
入

法

人
） 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

を
展

示
し
て
あ

る
の

で
実

際

に
体

験
し
、
展

示
を
し
て
い
る
事

業
者

へ

相
談

が
で
き
る
た
め
、
利
用

を
始

め
て
い

な
い

区
民

が
自

身
に
必

要
な
福

祉
用

具

を
知
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

介
護

福
祉

展
自

体
を
住

民
へ
周

知
す
る

こ
と
が
課
題
。
 


 公

費
 


 そ

の
他
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5
 

一
般
市

 
市
民

 
「
何

で
も
相

談
会

」
と
し
て
各

職
能

団
体

と
協

力
し
、
運
動

、
口

腔
、
栄

養
等

、
そ
れ

ぞ
れ
ブ
ー
ス
を
設

け
て
相

談
で
き
る
よ
う

な
イ
ベ

ン
ト
を
行

っ
て
い

る
。
協

力
団

体

の
中

に
は
福

祉
用

具
事

業
者

も
含

ま
れ

て
お
り
、
福

祉
用

具
の

展
示

や
相

談
対

応
を
行
っ
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 保

健
師

 


 そ

の
他

（
歯

科
衛

生
士

、

薬
剤

師
、
フ

ァ
イ
ナ

ン

シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
な
ど
） 

【
効
果
】 

相
談

し
た
い

こ
と
が

あ
っ
た
り
、
自

分
の

身
体
や
今
後
の
こ
と
を
気

に
し
て
来
場
す

る
方

が
多

く
、
相

談
す

る
き
っ
か

け
と

な
っ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

効
果
を
定
量
的
に
図
る
仕
組
み
が
な
い
。
 


 公

費
 

6
 

一
般
市

 
市
民

 
福

祉
用

具
展

示
等

（
フ
ォ
ー

ラ
ム
の

１
つ

の
ブ

ー
ス
と
し
て
、
福

祉
用

具
の

展
示

や
、
理

学
・
作

業
療

法
士

と
福

祉
用

具
提

供
事

業
者

が
共

同
し
て
普

及
啓

発
を
実

施
し
て
い
る
。
） 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 


 看

護
師

 


 保

健
師

 


 そ

の
他

（
フ
ォ
ー

ラ
ム
実

行
委

員
会

を
立

ち
上

げ

て
実
施
） 

【
効
果
】 

2
0

2
4
年
は
、
2

0
3
名
が
来
場
し
、
普
及

啓
発
が
行
え
た
。
 


 公

費
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係
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効
果
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題
 

財
源

 

7
 

一
般
市

 
①

フ
ォ
ー
ラ
ム
参

加
者

②
市

内
小

中
学

校
の

児
童
お
よ
び
生
徒

 

③
市

内
及

び
近

隣
地

域
の
求
職
者

 

①
介

護
医

療
連

携
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
フ
ォ
ー

ラ
ム
）
に
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
テ
ー
マ
に
則

し
た
福

祉
用

具
の
展

示
・
体

験
コ
ー
ナ
ー

を
設

置
し
て
い
る
。
 

②
市

内
の
小

中
学

校
に
訪

問
し
、
「
福

祉

の
授

業
」
と
し
て
車

い
す
体

験
や
福

祉
用

具
を
用
い
た
講
義
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
 

③
求

職
者

向
け

 
就

職
相

談
イ
ベ
ン
ト
に

て
福

祉
用
具
の
展
示
・体

験
を
実
施
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 

【
効
果
】 

①
展
示
に
つ
い
て
来
場
所

ア
ン
ケ
ー
ト
か

ら
8
割
以
上
の
方
が
満
足
し
て
い
る
。
 

②
小

中
学

校
で
の
車

い
す
で
の
体

験
で

は
、
実

際
に
利

用
し
た
こ
と
が
無

い
生

徒

が
多

い
中

、
車

い
す

の
操

作
に
つ

い
て

の
難

し
さ
や
、
介

助
さ
れ
る
側

の
立

場
で

の
適

切
な
介

助
の
重

要
性

に
つ
い

て
理

解
さ
れ
て
い
る
。
 

③
介

護
職

の
大

変
さ
に
つ
い

て
適

切
な

福
祉

用
具

の
活

用
で

、
ス
ム
ー

ズ
に
介

助
す
る
こ
と
が
出
来
る
事

に
つ
い
て
の
反

応
が

あ
り
、
未

経
験

の
方

の
介

護
事

業

所
へ

の
見

学
か

ら
採

用
に

つ
な

が
る

ケ
ー
ス
も
確
認
出
来
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

①
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
関

係

上
、
講
演
中
な
ど
は
展
示
に
来
場
す
る
方

が
少

な
く
、
時

間
的

な
制

約
か

ら
ゆ
っ
く

り
見

ら
れ
な
か
っ
た
と
の
意

見
も
い
た
だ

い
て
い
る
。
今

後
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
検

討

や
、
展

示
以

外
で

の
福

祉
用

具
の

説
明

な
ど
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
 

②
現

状
学

校
か

ら
は
車

い
す
体

験
と
高

齢
者

疑
似

体
験

の
依

頼
の

み
と
な
っ
て

い
る
が
、
今
後
他
の
福
祉
用
具
に
つ
い
て

も
学

校
側

へ
情

報
提

供
し
必

要
に
応

じ

て
、
福

祉
用

具
の
授

業
な
ど
も
考

え
て
い

き
た
い
。
 

 


 公

費
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
  

③
介

護
・
福

祉
業

界
以

外
の

異
業

種
の

就
職

相
談

も
行
っ
て
い
る
の
で
、
福

祉
用

具
や
介
護
・
福
祉
に
興
味
の
あ
る
方
の
み

の
体

験
・
見

学
と
な
り
が

ち
だ
が

、
今

後

は
体
験

・
展

示
に
足

を
運

ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
な
仕

組
み
づ

く
り
を
考

え
て
い

き

た
い
。
 


  

8
 

一
般
市

 
イ
ベ

ン
ト
に
来

場
し
た

一
般
市
民

 

認
知

症
の
普

及
啓

発
月

間
で
の
イ
ベ
ン

ト
で

、
福

祉
用

具
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
、
福

祉
用

具
の
展

示
や
電

動
車

い
す
や
移

乗

介
助
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
用
し
て
も
ら
っ
た
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 保

健
師

 

【
効
果
】 

現
時

点
で
の
利

用
は
必

要
な
い

方
へ
も

見
て
も
ら
う
こ
と
で
、
福

祉
用

具
へ
の
理

解
と
関

心
を
持

っ
て
も
ら
う
こ
と
が

で
き

た
。
ま
た
、
将

来
に
対

し
て
の
早

め
の

備

え
や
情
報
提
供
の
機
会
に
な
っ
た
。
 

【
課
題
】 

他
の

イ
ベ

ン
ト
も
開

催
し
て
い

る
た
め

、

関
心
の
低
い
人
へ
は
伝
え
る
こ
と
が
難

し

く
、
ど
う
し
て
も
立

ち
止

ま
っ
て
く
れ
る
人

に
偏

り
が

出
て
し
ま
う
。
広

く
全

体
へ

の

普
及
の
難
し
さ
が
あ
っ
た
。
 


 公

費
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9
 

一
般
市

 
市
民
全
般

 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア

 

（内
容
）ス

テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

 

１
「交

通
安
全
講
話
」 

２
「
親

を
介

護
す

る
と
き
の

制
度

と
お
金

の
話
」 

講
座

 

1
子
ど
も
向
け
認
知
症
講
座

 

２
手

品
 

３
A

E
D

体
験

 

体
験
コ
ー
ナ
ー

 

１
木
工
体
験

 

２
e
ス
ポ
ー
ツ
体
験

 

３
高

齢
者
体
験

 

４
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
体
験

 

５
入

棺
体
験
（棺

桶
に
は
い
る
） 

展
示
コ
ー
ナ
ー

 

１
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
と
り
く
み

 

２
福

祉
用
具
の
展
示

 

相
談
コ
ー
ナ
ー

 

１
高
齢
者
の
介
護

・健
康

・福
祉
医

療
・
生

活
に
か
か
る
相
談

 

そ
の
他

 

１
ベ
ジ
チ
ェ
ッ
ク
（野

菜
） 

２
健

康
ア
プ
リ
の
紹
介

 

３
脳

体
力
測
定

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ

の
他

（
各

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
、
民
間
企
業
） 

【
効
果
】 

フ
ェ
ア
参

加
者

（
1
3

4
人

）
市

民
へ
広

く

啓
発
で
き
た
。
 

【
課
題
】 

フ
ェ
ア

(イ
ベ
ン
ト
の

)開
催
が
大
変

 

も
っ
と
若

い
世

代
の

方
へ

の
啓

発
が

必

要
⇒

親
世

代
が

介
護

が
必

要
と
な
っ
た

と
き
の
知
識
と
し
て

 


 公

費
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1
0

 
一
般
市

 
①
全
市
民

 

②
在

宅
で

高
齢

者
等

を
介
護
し
て
い
る
家
族

 

①
医

療
・
介

護
市

民
公

開
講

座
で

の
講

演
・実

演
、
福
祉
用
具
の
展
示

 

②
家

族
介

護
者

の
つ
ど
い
で
の
食

事
の

自
助
具
の
紹
介

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

の
紹

介
や
実

演
、
展

示
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
必

要
時

の
イ
メ
ー

ジ
を

持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
 

【
課
題
】 

一
般

向
け
の
講
義
、
実

演
で
は
、
一

般
的

な
説

明
と
な
っ
て
い

る
た
め

、
個

別
へ
の

対
応
が
難
し
い
。
 


 な

し
 

1
1
 

一
般
市

 
介

護
に
不

安
を
感
じ
て

い
る
方

、
介

護
事

業
に

興
味
の
あ
る
方

 

認
知

症
月

間
に
合

わ
せ
て
福

祉
用

具
の

展
示

、
相
談

ブ
ー
ス
の
設
置

を
行

っ
て
い

る
。
 

福
祉

用
具

事
業

者
か

ら
実

際
に
話

を
聞

き
、
福

祉
用
具
の
理
解
を
深
め
る
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

介
護

不
安

の
軽

減
や
福

祉
用

具
の
理

解

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
 


 な

し
 

1
2

 
一
般
市

 
高

齢
者

を
含

む
一

般

市
民

 

最
新

の
介

護
機

器
の
展

示
と
使

い
方

講

座
を
開

催
し
、
福

祉
用

具
の
体
験

を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
る
も
の

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 
【
効
果
】 

・
地

域
住

民
に
介

護
・
福

祉
用

具
の
正

し

い
使
い
方
を
知
っ
て
も
ら
え
る
。
 

・
ど
の

よ
う
な
福

祉
用

具
が

あ
る
の

か
、

実
物
を
見
て
理
解
し
て
も
ら
え
る
。
 

・
市

役
所

内
に
ス

ペ
ー

ス
を
設

け
る
た

め
、
多

く
の

方
に
興

味
を
持

っ
て
も
ら
え

る
。
 

【
課
題
】 

限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
た
め
、
展

示
で
き

る
も
の
が
限
ら
れ
る
。
 


 そ

の
他
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
3

 
一
般
市

 
福

祉
関

連
の
イ
ベ

ン
ト

に
対
す
る
来
場
者

 

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
職

員
が

主
導

し
、
市

主
催

の
認

知
症

啓
発

イ
ベ
ン
ト
や

家
族

介
護

者
教

室
の

中
で
、
福

祉
用

具

の
使

い
方

等
を
来

場
者

に
周

知
啓

発
し

て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

実
際

に
福

祉
用

具
の
使

い
方

を
専

門
家

か
ら
説
明
で
き
、
介
護
が
必
要
な
方

に
必

要
な
情
報
を
届
け
ら
れ
る
。
 

【
課
題
】 

福
祉

用
具

関
連

事
業

所
の
ご
厚

意
で
協

力
い
た
だ
い
て
お
り
、
継
続

性
に
疑

問
が

あ
る
。
一
般

市
民
よ
り
も
介

護
事

業
所

関

係
者

の
参

加
が

多
く
、
市

民
へ

の
啓

発

効
果
に
疑
問
が
残
る
。
 


 な

し
 

1
4

 
一
般
市

 
市
民

 
「
介

護
の

日
」
の

イ
ベ

ン
ト
と
し
て
、
市

民

ま
つ
り
や
大
型
商
業

施
設
な
ど
に
ブ
ー
ス

を
出

店
し
、
そ
こ
で
福

祉
用

具
の
展

示
を

行
い
市
民
へ
周
知
を
行
っ
た
。
 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他

（
介

護
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
） 

【
効
果
】 

高
齢

者
に
限

ら
ず

、
幅

広
い

世
代

方
に

見
て

い
た

だ
く
機

会
と
な

り
、
多

く
の

方
々

に
福

祉
用

具
を
知

っ
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
制

度
の
理

解
を
深

め
る
こ
と
が
で

き
た
。
 

【
課
題
】 

市
民

ま
つ

り
や

大
型

商
業

施
設

な
ど
で

実
施

し
て
い

る
が

、
よ
り
多

く
の
方

が
出

店
ブ
ー
ス
へ
立

ち
寄

っ
て
も
ら
え
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。
 


 な

し
 

1
5

 
一
般
市

 
市
民

 
認
知
症
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
介
護
予
防
に
か
か

る
サ
ミ
ッ
ト
等
で
の
福

祉
用

具
展

示
ブ
ー

ス
設

置
、
介

護
家

族
の

会
で
の

啓
発

等

今
年

度
、
介

護
家

族
の
会

に
お
い
て
、
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

の
講

話
を
予

定
し

て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ

の
他

（
福

祉
用

具
業

者
） 

【
効
果
】 

参
加
さ
れ
た
市
民
に
向
け
、
福
祉
用
具
の

用
途

や
活

用
効

果
等

を
伝

え
る
こ
と
が

で
き
た
。
 

【
課
題
】 

イ
ベ

ン
ト
等

で
の

一
時

的
な
啓

発
で

あ

り
、
参

加
さ
れ
な
い
方

へ
の
啓

発
は
で
き

て
い
な
い

 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
6

 
一
般
市

 
一
般
市
民

 
認

知
症

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
、
介

護
支

援
専

門
員

協
会

出
店

ブ
ー
ス
に
て
福

祉

用
具
の
展
示

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

一
般

市
民

の
福

祉
に

つ
い

て
考

え
る

き
っ
か

け
と
な
り
、
身

体
機

能
低

下
し
た

場
合
の
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
啓
発
で
き

た
。
 

下
肢

筋
力

低
下

に
よ
り
社

会
参

加
の
機

会
が

減
少

す
る
こ
と
が

あ
る
が

、
こ
う

い
っ
た
福

祉
用

具
の

選
択

肢
を
知

っ
て

い
る
こ
と
で

、
フ
レ
イ
ル
予

防
の

取
組

に

も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
 


 な

し
 



  

31 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
7

 
一
般
市

 
市
内
に
在
住
す
る
す
べ

て
の
市

民
を
対

象
と
し

て
お
り
、
特

に
健

康
づ

く
り
に

関
心

の
あ

る

方
、
高

齢
者

、
子

育
て

世
代

、
障

害
者

な
ど
多

様
な

ニ
ー

ズ
を

持
つ

方
々

が
参

加
し
や

す

い
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
 

家
族

連
れ

で
の

参
加

も
歓

迎
し
て
お

り
、
地

域
全

体
で

健
康

と
福

祉
に
つ
い
て
考

え
る
機

会
と
な
っ
て
い
る
。
 

「
健

康
福

祉
ま
つ
り
」
で
福

祉
用

具
事

業

所
が

福
祉

用
具

を
展

示
し
て
い

る
。
「
健

康
福

祉
ま
つ
り
」の

取
組
の
内
容

は
次
の

と
お
り
。
 

「
健

康
福

祉
ま
つ
り
」
で
は
、
健

康
チ
ェ
ッ

ク
コ
ー
ナ
ー
や
医

療
・
福

祉
に
関

す
る
相

談
ブ
ー
ス
、
体

験
型

の
健

康
づ
く
り
プ
ロ

グ
ラ
ム
な
ど
、
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
が
実
施

さ

れ
る
。
 

具
体

的
に
は

、
血

圧
測

定
や
骨

密
度

測

定
、
栄

養
相

談
、
介

護
予

防
教
室

な
ど
が

行
わ
れ
、
市
民
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
内

容
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
地

域
の

医
療

機
関

や
福

祉
団

体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体

が
連

携
し
て
出
展
し
、
最
新
の
健
康
情
報

や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
し
て
い
る
。
 

子
育

て
支

援
や
高

齢
者

支
援

に
関

す
る

講
演

会
や

ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ

も
開

催
さ

れ
、
幅

広
い
世

代
が
参

加
で
き
る
よ
う
工

夫
さ
れ
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 


 看

護
師

 


 保

健
師

 


 そ

の
他

（
栄

養
士

・
歯

科

医
師

・
薬

剤
師

・
民

生
委

員
な
ど
） 

【
効
果
】 

「
健

康
福

祉
ま
つ
り
」
を
通

じ
て
、
市

民
の

健
康

意
識

が
高

ま
り
、
日

常
生

活
で

の

健
康

管
理

や
予

防
行

動
が
促

進
さ
れ
て

い
る
。
 

参
加

者
か

ら
は

、
自

身
の

健
康

状
態

を

知
る
良

い
機

会
と
な
っ
た
と
の
声

が
多

く

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
の
医
療

・

福
祉

資
源

へ
の
理

解
が

深
ま
り
必

要
な

サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
向

上
し
て
い

る
。
 

さ
ら
に
、
地
域
住
民
同
士
の
交
流
が
活
発

に
な

り
、
孤

立
防

止
や

地
域

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
強
化
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

参
加

者
層

の
偏

り
や
情

報
発

信
の
不

足

に
よ
る
認
知
度
向
上
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
特

に
若

年
層

や
働

き
盛

り
世

代
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
十

分
と
は
言

え
ず
、
多

様

な
世

代
が

均
等

に
参

加
で
き
る
環

境
整

備
が

求
め

ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
財

源
確

保
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
人

材
の
継

続
的

な
確

保
も
課

題
で
あ
り
、
今

後
は
よ
り
効

果
的

な
広

報
活

動
や
地

域
連

携
強

化
に
よ
っ

て
こ
れ
ら
の
課
題
解
決
の
取
組
が
必
要
。
 


 公

費
 


 そ

の
他

（地

域
の
医
療
機

関
・
福
祉
団

体
か
ら
の
協

賛
金
） 

1
8

 
一
般
市

 
市
民

 
福

祉
用

具
事

業
者

に
出

展
し
て
い

た
だ

き
、
歩

行
器

、
電

動
車

い
す

、
ポ
ー
タ
ブ

ル
ト
イ
レ
の
展
示
・試

乗
を
行
っ
た
。
 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 
【
効
果
】 

イ
ベ
ン
ト
の
集

客
に
合

わ
せ
て
実

際
に
福

祉
用
具
を
体
験
し
、
そ
の
場
で
相
談
が
で

き
た
。
 


 な

し
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
9

 
町
村

 
一

般
住

民
（
特

に
対

象

は
限
定
し
て
い
な
い
） 

医
療

と
介

護
の

両
方

を
必

要
と
す

る
状

態
の

高
齢

者
が

、
住

み
慣

れ
た
地

域
で

自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
人
生
の
最
期
ま
で

続
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
切

れ
目

の

な
い

在
宅

医
療

と
介

護
の
提

供
体

制
を

構
築

す
る
た
め
、
在

宅
医

療
・
介

護
連

携

推
進

事
業

を
近

隣
市

町
と
共

同
実

施
。

そ
の
事

業
の
一

つ
で
あ
る
地

域
住

民
へ

の
普

及
啓

発
と
し
て
、
「
介
護
の
日

」
に
合

わ
せ

て
イ
ベ

ン
ト
を

実
施

。
シ

ネ
マ

エ

デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
他

、
地

域
の
介

護
保

険
事

業
所

の
紹

介
、
自

治
体

の
介

護
関

連
事

業
の

紹
介

や
相

談
会

に
合

わ
せ

て
、
福

祉
機

器
等

の
展

示
を
実

施
し
、
実

際
に
体

験
が

行
え
る
企

画
を
行

っ
て
い

る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

実
際

に
福

祉
機

器
を
見

た
り
触

れ
た
り

す
る
こ
と
で
、
介
護
を
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
人

に
も
、
介

護
の

重
要

性
や

支
援

に

必
要

性
が
身

近
に
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
介

護
へ
の
関
心
が
高
ま
る
。
ま
た
、
介

護
を
行
う
家
族
等
が
、
新
し
い
福
祉
機
器

を
知

る
こ
と
で
、
介

護
負

担
の
軽

減
や
高

齢
者

の
自

立
支

援
の

方
法

を
学

ぶ
こ
と

が
で
き
、
介

護
者

の
身

体
的

・
精

神
的

な

負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
 

【
課
題
】 

体
験

で
き
る
の

は
来

場
者

だ
け
で

あ
る

た
め

、
多

く
の
人

が
体

験
で

き
る
よ
う
に

イ
ベ
ン
ト
の
啓
発
は
必
要
と
考
え
る
。
 


 公

費
 

2
0

 
町
村

 
認

知
症

啓
発

講
演

会

の
参
加
者

 

認
知

症
啓

発
講

演
会

の
開

催
時

に
、
福

祉
用

具
貸

与
事

業
所

に
よ
る
福

祉
用

具

の
展

示
ブ
ー
ス
を
設

置
。
ベ

ッ
ド
、
車

い

す
、
電

動
車

い
す
、
歩

行
器

、
杖

を
展

示

し
、
福

祉
用
具
専
門
相
談
員
に
よ
る
福
祉

用
具
の
説
明
及
び
周

知
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
住

宅
改

修
の

周
知

も
行

っ
て
い

る
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

地
域

住
民

が
実

際
に
福

祉
用

具
に
触

れ
、
使

い
方

や
必

要
性

を
知

る
機

会
に

な
っ
て
い
る
。
 

参
加

者
が

使
用

中
の
杖

の
先

の
ゴ
ム
の

減
り
具

合
等

の
杖

の
状

態
や
杖

の
使

い

方
に
つ
い

て
も
ア
ド
バ

イ
ス
で
き
る
機

会

に
な
っ
て
い
る
。
 

同
事

業
所

に
お
い

て
住

宅
改

修
も
行

っ

て
い
る
た
め
、
住
宅
改

修
の
周
知

を
図
る

場
に
も
な
っ
て
い
る
。
 


 な

し
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

2
1
 

 

町
村

 
地

域
住

民
（
介

護
を
さ

れ
て
い

る
方

、
興

味
の

あ
る
方
な
ど
） 

社
会

福
祉

協
議

会
で

実
施

し
て
い

る
、

「
介

護
者

の
つ
ど
い
」
と
し
て
開

催
。
福

祉

用
具

事
業

所
の
協
力

を
い
た
だ
き
、
ベ
ッ

ド
や
歩

行
器

な
ど
の

福
祉

用
具

を
実

際

に
使
用
し
、
体
験
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他
（社

会
福
祉
協
議

会
） 

【
効
果
】 

日
々
、
新
た
な
福

祉
用
具
は
出
て
き
て
お

り
、
新

た
な
情

報
を
収

集
で

き
る
こ
と
は

介
護
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
り
、
在
宅
生

活
の
継
続
に
つ
な
が
る
と
感
じ
て
い
る
。
 

実
際

に
参

加
し
た
方

々
か
ら
は
、
こ
ん
な

に
便

利
な
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
気

付

き
や
、
過

去
に
介

護
を
さ
れ
て
い
た
方

々

か
ら
は
こ
ん
な
用
具
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば

も
っ
と
早

く
知

り
た
か

っ
た
、
今

後
介

護

を
す
る
場
合
は
活
用
し
た
い
な
ど
の
声
が

聞
か
れ
て
い
た
。
 

【
課
題
】 

介
護

者
の

つ
ど
い

の
中

で
実

施
し
て
い

る
た
め

、
継

続
的

に
行

っ
て
い

く
こ
と
が

で
き
る
か

は
疑

問
。
ま
た
、
住

民
対

象
と

は
し
て
い

る
が

、
ど
う
し
て
も
特

定
の

方

の
み

の
参

加
と
な
っ
て
お
り
、
広

く
啓

発

す
る
こ
と
が
難
し
い
。
 


 な

し
 

2
2

 
町
村

 
町

及
び

周
辺

自
治

体

の
住
民
ま
た
そ
の
関
係

者
 

地
域

の
福

祉
や
介

護
に
関

す
る
団

体
や

事
業

者
が

出
展

し
、
地

域
住

民
等

の
来

場
者

へ
広

く
ア
ピ
ー
ル
を
行

っ
て
い

る
。

そ
の

中
に
福

祉
用

具
貸

与
・
販

売
事

業

者
も
出

展
し
て
お
り
、
福

祉
用

具
や
住

宅

改
修

に
関

す
る
普

及
啓

発
活

動
を
行

っ

て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

最
新
の
福
祉
用
具
な
ど
を
展
示
す
る
こ
と

で
の
福

祉
用

具
の
紹

介
や
実

際
に
体

験

し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
よ
る
地

域
住

民
等

へ
の
周

知
効

果
。
ま
た
、
そ
の
場

で
福

祉

用
具

専
門

相
談

員
が

相
談

対
応

も
行

っ

て
お
り
、
福
祉
用
具
や
住
宅
改
修
へ
の
理

解
促
進
に
寄
与
し
て
い
る
。
 


 そ

の
他

（社

会
福
祉
協
議

会
） 



  

34 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

2
3

 
町
村

 
地
域
住
民

 
地

域
の
ス
ー
パ
ー
の
一
室

を
借

り
て
、
電

動
ベ
ッ
ド
や
車
い
す
、
移
動
用
リ
フ
ト
な
ど

の
展

示
会

を
実

施
、
参

加
者

に
は

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
や
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

の
方

に
使

用
方

法
な
ど
の
説

明
を
受
け
な
が
ら
実
際

に
使
用
し
て
も
ら

う
。
ま
た
、
電

動
車

い
す

を
実

際
に
ス
ー

パ
ー
の
店

内
で
試

乗
し
て
も
ら
う
イ
ベ
ン

ト
も
実
施
し
た
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

実
際

に
福

祉
用

具
を
体

験
す
る
事

で
今

ま
で

福
祉

用
具

に
関

心
が

な
か

っ
た
方

に
関

心
を
持

っ
て
頂

け
る
良

い
機

会
に

な
っ
た
。
 

【
課
題
】 

周
知
方
法

 


 な

し
 

2
4

 
町
村

 
一

般
町
民
、
介
護
関

係

者
、
利
用
者
・家

族
 

介
護

の
日

の
イ
ベ

ン
ト
に
お
い

て
展

示

ブ
ー

ス
を
設

け
、
最

新
の

介
護

福
祉

用

具
の
展
示
、
体
験
を
行
っ
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 保

健
師

 

【
効
果
】 

子
ど
も
連

れ
の

家
族

等
、
最

新
福

祉
用

具
に
興

味
を
も
っ
て
体

験
し
に
来

て
く
れ

た
。
 

【
課
題
】 

展
示

ブ
ー
ス
に
足

を
止

め
る
方

を
増

や

す
た
め

積
極

的
に
呼

び
込

み
を
行

う
な

ど
、

P
R

方
法

等
に
工

夫
が

必
要

で
あ

る
。
 


 公

費
 


 そ

の
他

（町

内
社
会
福
祉

法
人
） 

2
5

 

 

町
村

 
特

に
な
し
（
子

か
ら
高

齢
者

ま
で

誰
で

参
加

で
き
る
） 

地
域

で
安

心
し
て
暮

ら
す

た
め

の
、
医

療
・
介

護
・
福

祉
に
関

す
る
普

及
・
啓

発

を
行

う
べ
く
、
毎

年
、
住

民
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

開
催

。
そ
の
際

に
、
福

祉
用

具
に
関

す
る

展
示
・体

験
ブ
ー
ス
を
設
け
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 


 看

護
師

 


 保

健
師

 

【
効
果
】 

子
か

ら
高

齢
者

ま
で
多

数
の
参

加
が

あ

り
、
地

域
で

安
心

し
て
暮

ら
す
た
め

の
、

医
療

・
介

護
・
福

祉
に
関

す
る
普

及
・
啓

発
活
動
が
で
き
た
。
 

【
課
題
】 

参
加
者
を
増
や
す
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

2
6

 
町
村

 
住

民
(高

齢
者

や
家

族

等
） 

社
会

福
祉

協
議

会
が

開
催

し
て
い

る
イ

ベ
ン
ト
で
あ
る
福

祉
祭

に
お
い
て
、
介

護

支
援

事
業

所
、
福

祉
用

具
事

業
所

と
共

同
で

相
談

ブ
ー
ス
を
設

け
て
展

示
や
相

談
を
行
っ
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

来
場
者
に
実
際
に
見
て
も
ら
っ
た
り
体
験

を
し
て

も
ら
う
こ
と
で

、
住

民
の

声
や

ニ
ー
ズ
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
。
今
後
、
利

用
す

る
こ
と
も
考

え
ら
れ

る
層

に
対

し

て
、
周
知
で
き
る
。
 


 な

し
 

2
7

 
町
村

 
一
般
、
町
民

 
町

民
対

象
の
講

座
に
て
福

祉
用

具
を
紹

介
 

令
和

6
年
度
：車

い
す
体
験
（紹

介
、
操

作
、
使

用
体

験
等

）
、
歩

行
関

連
、
認

知

症
関
連
用
品
の
展
示

 

令
和

7
年
度
：入

浴
関
連
用
品
の
紹
介

（
用

品
の
展

示
、
使

用
場

面
・
方

法
の
紹

介
等
） 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他
（介

護
福
祉
施
設

職
員
） 

【
効
果
】 

・
福

祉
用
具

に
つ
い
て
は
介

護
に
関

わ
る

機
会

が
な
い

と
知

ら
な
い

場
合

が
多

い

が
、
事

前
に
知

識
を
得

る
機

会
に
な
っ
て

い
る

 

・
現

物
に
触

れ
て
、
操

作
性

、
使

い
方

な

ど
を
質
問
、
体
験
す
る
機
会

 

【
課
題
】 

・
人

が
集

ま
る
機

会
で
の
周

知
、
取

り
組

み
を
行
っ
て
い
る
た
め
体

験
、
現

物
紹

介

は
持

ち
運

び
で

き
る
物

に
限

ら
れ

る
。
 

（
福
祉
用
具
の
み
の
取
組
で
人
を
集
め
る

こ
と
は
難
し
い
） 

・
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

、
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
の
時
間
確
保
が
難
し

く
、
専
門
職
に
よ
る
取
組
実
施
は
困
難

 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

2
8

 
町
村

 
イ
ベ
ン
ト
参
加
者

 
福

祉
用

具
の
展

示
し
、
試

し
て
も
ら
い
な

が
ら
保

健
師

や
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

に
よ
る
相
談
を
行
っ
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 保

健
師

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

を
実

際
に
試

し
て
い
た
だ
く
こ

と
で

、
今

後
の

参
考

に
な
っ
た
と
い

う
反

応
は
得

ら
れ
て
い
る
が

、
取

り
組

み
に
よ

る
詳
細
な
効
果
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。
 

【
課
題
】 

今
後

福
祉

用
具

が
必

要
と
な
る
方

や
そ

の
家

族
へ
の
周

知
が
主

に
な
っ
て
お
り
、

す
で
に
福

祉
用

具
や
住

宅
改

修
の
必

要

性
が

高
い
状

況
に
あ
る
高

齢
者

へ
直

接

説
明
で
き
る
機
会
が
少
な
い
。
 


 な

し
 

2
9

 
町
村

 
町
民

 
「
介

護
フ
ェ
ス
」
と
称

し
、
町

内
の
介

護
事

業
所

が
集

ま
り
、
町
民

の
介

護
に
関

す
る

関
心
を
高
め
る
。
そ
の
中
に
福
祉
用
具
の

事
業
所
が

1
箇
所
あ
り
、
福
祉
用
具
の
展

示
、
体
験
、
相
談
会
を
行
っ
た
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

の
展

示
、
体

験
、
相

談
に
計

1
2

0
名
の
来
場
者
が
あ
っ
た
。
ま
た
未
就

学
児

か
ら
高

齢
者

ま
で
幅

広
い

世
代

が

体
験
会
を
楽
し
ん
で
い
た
。
 


 な

し
 

3
0

 
町
村

 
来

場
者

全
員

（
周

知
方

法
と

し
て

町
広

報
・

H
P
・S

N
S

等
を
使
用

の
た

め
大

半
は

当
町

住
民
と
思

わ
れ
る
が
入

場
に
際

し
、
制

限
し
て

い
な
い
） 

認
知

症
体

験
（
V

R
機

器
に
よ
る
レ
ビ
ー

小
体

型
認

知
症

の
体

験
）
、
２
０
社

以
上

の
福

祉
機

器
取

扱
業

者
を
参

集
し
、
展

示
体

験
（
杖

・
車

い
す
・
ベ
ッ
ド
・
移

乗
機

器
・セ

ニ
ア
カ
ー
等
々
）の

実
施
。
 

認
知

機
能

測
定

訓
練

機
器

体
験

、
専

門

員
に
よ
る
相

談
会

、
講

演
な
ど
を
実

施
し

た
。
 

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他
（福

祉
用
具
機
器

事
業
者
） 

【
効
果
】 

来
場
者

1
1
0

名
。
事
業
者
か
ら
は
利
用

者
か
ら
の
生
の
声
を
聴
け
た
こ
と
を
非

常

に
有

意
義

で
あ
る
と
伺

っ
て
い
る
。
利

用

者
は

も
ち
ろ
ん
介

護
従

事
者

の
来

場
も

あ
り
、
用
具

に
関
す
る
普
及
啓
発

に
一

定

の
効
果
が
見
込
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

【
課
題
】 

平
日

日
中

実
施

の
た
め

、
来

場
者

が
伸

び
悩

む
。
今

後
実

施
す

る
の

で
あ

れ
ば

土
日

等
の
開

催
を
検

討
す
べ
き
。
周

知
・

準
備

期
間

が
短

か
っ
た
（
検

討
を
５
月

に

開
始

。
１
０
月

に
開

催
し
た
）
た
め
準

備
不

足
は
否
め
な
い
。
 


 な

し
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

3
1
 

町
村

 
地
域
住
民
等

 
町

立
の
特

養
ホ
ー
ム
の
イ
ベ
ン
ト
時

に
福

祉
用

具
取

扱
事

業
者

に
よ
る
展

示
説

明

会
を
開
催
。
 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他
（指

定
管
理
受
託

者
の
関
係
職
員
） 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
や
事

業
者

と
直

接
相

談
で
き
た
こ
と
で
、
介

護

や
福

祉
用

具
へ
の
理

解
が

深
め

ら
れ

た

と
思
う
。
 

【
課
題
】 

イ
ベ
ン
ト
は
小
規
模

な
も
の
で
地

域
住

民

と
の
ふ
れ
あ
い
が
目

的
で
あ
っ
た
た
め
、

展
示
説
明
会
の

P
R
自
体
が
弱
か
っ
た
。
 


 な

し
 

3
2

 
町
村

 
町

内
高

齢
者
、
健

康
サ

ポ
ー
タ
ー
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
）
、
食

生
活

改
善

推

進
員

 

介
護

予
防

フ
ェ
ス
タ
に
て
福

祉
用

具
事

業
者

に
よ
る
体

験
ブ
ー
ス
を
設
置

。
杖

や

歩
行

器
等

の
正

し
い

使
い

方
や

、
最

新

の
デ
ザ
イ
ン
の
杖

を
紹

介
。
セ
ニ
ア
カ
ー

に
も
乗
車
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

実
際

、
福

祉
用

具
の

種
類

や
最

新
デ
ザ

イ
ン
の
杖
や
セ
ニ
ア
カ
ー
を
参
加

者
は
興

味
深

く
見

て
お
り
、
福

祉
用
具
事

業
者

か

ら
説

明
を
受

け
て
い

た
。
購

入
に
つ

な

が
っ
た
ケ
ー
ス
は

な
か

っ
た
も
の
の
、
周

知
に
は
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

【
課
題
】 

福
祉

用
具

を
正

し
く
使

う
こ
と
で
、
（
変
形

性
膝

関
節

症
等

）
身

体
機

能
低

下
が

見

ら
れ

る
方

の
負

担
軽

減
に
つ

な
が

る
た

め
、
そ
の
あ
た
り
の
啓

発
を
わ
か

り
や
す

く
伝
え
る
ポ
ス
タ
ー
等
も
用
意
で
き
る
と
、

本
人

の
自

立
に
繋

が
る
た
め

良
か

っ
た

か
と
考
え
ま
す
。
 


 な

し
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

3
3

 
町
村

 
地
域
住
民

 
「介

護
フ
ェ
ス
タ
」を

年
1
回
、
広
域
連
合

介
護

保
険

課
が

事
務

局
と
な
り
「
介

護

フ
ェ
ス
タ
実

行
委

員
会

」
が

主
催

と
な
っ

て
開

催
。
 

最
新

の
福

祉
用

具
の

展
示

・
体

操
等

の

体
験

・
介

護
の

悩
み

相
談

・
喫

茶
や

縁

日
、
抽
選
会
等
の
お
楽
し
み
を
実
施
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 看

護
師

 


 保

健
師

 


 そ
の
他

 

【
効
果
】 

参
加

し
た
介

護
事

業
所

職
員

同
士

や
地

域
住

民
と
の

交
流

が
進

み
、
幅

広
い

年

齢
層

の
参

加
が
あ
り
、
地
域

ぐ
る
み
で
介

護
を
理

解
・
発

信
す

る
関

係
性

の
構

築

が
進
展
し
た
。
 

【
課
題
】 

介
護

人
材
の
確
保

に
向

け
て
、
で
き
る
だ

け
若

い
方

に
参

加
し
て
い

た
だ

き
た
い

が
、
そ
の
年

齢
層

は
み
な
か
っ
た
よ
う
に

思
う
。
 


 公

費
 

3
4

 
町
村

 
一
般
住
民

 
公

民
館

ま
つ
り
に
お
い
て
、
福

祉
用

具
を

展
示

（
介

護
用

ベ
ッ
ド
、
歩

行
器

、
手

す

り
、
多

点
杖

）
。
全

日
で
は
な
い
が
、
福

祉

用
具
相
談
員
を
配
置
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
課
題
】 

よ
り
多

く
の

住
民

に
見

て
も
ら
え
る
よ
う

な
工

夫
、
相

談
で
き
る
体

制
が
必

要
（
展

示
場

所
、
福

祉
用

具
相

談
員

の
配

置
時

間
な
ど
） 


 な

し
 

 イ
） 
介
護
教
室
で
の
講
義
等

 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
一
般
市

 
相

談
会
場

に
来
場

し
た

人
（市

民
） 

地
域

に
出

向
く
相

談
会

の
中

に
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職

に
よ
る
相

談
、
福

祉
用

具
の

展
示

と
試

用
を
行

っ
た
。
ま

た
、
歩

行
解

析
ト
ル
ト
を
用

い
て
歩

行
の

状
況

を
評
価
分
析

し
、
助
言
を
行

う
活
動

を
行
っ
た
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 


 保

健
師

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

を
周

知
す
る
機

会
と
な
っ
た
。

相
談
会
を
機
に
介
護
保
険
を
申
請
し
、
福

祉
用

具
の

利
用

に
つ

な
が

っ
た
人

も
い

た
。
 

【
課
題
】 

必
要

な
人

に
来

場
し
て
も
ら
う
た
め
の
周

知
 


 そ

の
他
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

2
 

 
一
般
市

 
市
民
や
専
門
職

 
市

民
全

体
へ

の
セ
ミ
ナ
ー
や
中

学
校

区

範
囲

で
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
、
福

祉
用

具
販

売
店

や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門

職
と
連

携
し
て
福

祉
用

具
等

の
紹

介
を

す
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

多
く
の

市
民

や
専

門
職

に
好

評
を
得

て

い
る
。
適
切
な
福
祉
用
具
の
選
択
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

多
く
の

市
民

に
セ
ミ
ナ
ー

等
の

開
催

を

知
っ
て
も
ら
う
た
め

の
周

知
方

法
が

課

題
。
 


 公

費
 

3
 

 
一
般
市

 
市
民

 
福

祉
用

具
の
解

説
講

座
で
は
、
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

と
作

業
療

法
士

を
講

師

に
招

き
、
各

種
福

祉
用

具
の

特
徴

や
選

び
方
、
正
し
い
使
用
方
法
に
つ
い
て
説
明

す
る
と
と
も
に
、
デ

モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

を
交
え
て
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

参
加

者
が

徐
々

に
増

え
、
地

域
住

民
の

介
護

へ
の
理

解
や
交

流
の
促

進
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
 

あ
わ
せ
て
、
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
の

存
在

や
役

割
の

周
知

も
進

み
、
相

談
会

を
通

じ
て
暮

ら
し
の
不

安
や
困

り
ご
と
を

把
握

し
、
市

民
と
の
つ
な
が

り
を
広

げ
る

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

発
信

す
る
情

報
の
収

集
作

業
や
講

師
探

し
に
苦
労
し
て
い
る
。
 


 な

し
 

4
 

 
一
般
市

 
一

般
住

民
（
介

護
を
受

け
て
い
る
方
や
介
護
者

を
含
む
） 

介
護

教
室
の
開
催
。
 

令
和

６
年
度
は
計
５
回
の
う
ち
１
回
、
令
和

7
年

度
は
計

４
回

の
う
ち
１
回

を
福

祉
用

具
を
テ
ー
マ
に
開
催
し
た
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

情
報

提
供

の
場

と
し
て
効

果
あ
り
。
開

催

後
に
は
「
具

体
的

な
介

護
方

法
を
知

り
た

い
」
と
い
う
意
見
も
聞
か
れ
た
。
 

【
課
題
】 

参
加
者
が
令
和

6
年
度

7
名
と
少
な
く
、

開
催

方
法

や
周

知
方

法
等

の
検

討
が
必

要
。
 


 な

し
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

5
 

 
一
般
市

 
地
域
住
民
や
介
護
者

 
介

護
者

教
室

と
し
て
実

施
。
紙

パ
ン
ツ
等

説
明

。
福

祉
用

具
展

示
・
体

験
会

等
を
こ

れ
ま
で
に
実
施
。
 

・
紙

パ
ン
ツ
、
パ

ッ
ト
、
お
む

つ
の

説
明

、

使
用

方
法

、
選

び
方

な
ど
の

説
明

を
実

施
。
・福

祉
用
具
事
業
所
、
靴
メ
ー
カ
ー
と

歩
行

分
析
を
行
い
、
靴
の
選
び
方
な
ど
を

学
ぶ
。
 

・
福

祉
用

具
展

示
で

は
、
重

度
、
中

度
、

軽
度

の
状
態
像
の
イ
メ
ー
ジ
で
ブ
ー
ス
を

設
置

し
貸

与
対

応
品

や
購

入
対

象
商

品

を
展
示
。
介
護
食
や
入
浴
補
助
具
、
紙

パ

ン
ツ
な
ど
介

護
用

品
に
つ

い
て
も
紹

介

コ
ー
ナ
ー
を
設

け
福

祉
用

具
業

者
等

か

ら
説
明
を
実
施
。
 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他
（在

宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
職
員
） 

【
効
果
】 

説
明

を
聞

き
な
が
ら
、
実

際
に
触

っ
て
み

る
、
使

っ
て
み

る
こ
と
が

で
き
、
参

考
に

な
っ
た
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
。
 


 公

費
 

6
 

 
町
村

 
町
内
在
住
の
方

 
・
福

祉
用

具
貸

与
、
特

定
福

祉
用

具
購

入
、
住
宅
改
修
の
内
容
を
講
義
。
 

・
電
動
ベ
ッ
ド
、
エ
ア
ー
マ
ッ
ト
、
車
椅
子

、

歩
行

器
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
、
手

す
り
各

種
等

を
実
際
に
体
験
す
る
。
 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

を
体

験
す
る
こ
と
に
よ
り
使
用

感
が
わ
か
り
、
福
祉
用
具
の
知
識
と
理
解

が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
。
 

【
課
題
】 

実
際

の
介

護
者

は
参

加
し
に
く
い

場
合

が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
 


 公

費
 

7
 

 
町
村

 
高

齢
者

を
介

護
・
支

援

し
て
い
る
町
在
住
の
方

 

家
族

介
護

教
室

内
で

、
福

祉
用

具
と
住

宅
改

修
に
つ
い
て
学
ぶ
講
座
を
開
催

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

参
加

人
数

は
年

々
増

加
し
て
お
り
、
そ
の

結
果

、
広

報
活

動
が

効
果

的
に
普

及
し

て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

【
課
題
】 

介
護

者
の
高

齢
化

と
若

年
介

護
者

へ
の

支
援
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

8
 

 
町
村

 
一
般
住
民

 
介

護
教

室
を
シ
リ
ー

ズ
で

開
催

し
て
お

り
、
そ
の
内
容
の
中
に
福
祉
用
具
の
選
定

方
法

を
組
み
込
ん
で
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 
【
効
果
】 

１
．
福
祉
用
具
へ
の
理
解
促
進

 

参
加
者
全
員
が
「
参
加
し
て
よ
か
っ
た
」
と

回
答

し
て
お
り
、
歩
行

補
助
具
の
種
類
や

必
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
実
際

に
福
祉
用

具
に
触

れ
る
体

験
を
通

し
て
、
そ
の
機
能

性
や
便

利
性

を

実
感
す
る
機
会
と
な
っ
た
。
 

２
．
介
護
負
担
軽
減
へ
の
意
識
向
上

 

「
も
っ
と
早

く
知

っ
て
い

れ
ば

よ
か

っ
た
」

と
の
意
見
が
複
数
見
ら
れ
、
福
祉
用
具
の

適
切

な
活

用
が

介
護

負
担

の
軽

減
に
つ

な
が
る
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ
た
。
 

３
．
地
域
住
民
と
の
交
流
・情

報
共
有

 

参
加

者
同

士
の

情
報

交
換

を
行

う
こ
と

で
相

互
支

援
が

促
進

さ
れ

、
福

祉
に
関

す
る
関
心
が
高
ま
り
、
今
後
の
参
加

意
欲

向
上
に
も
つ
な
が
っ
た
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

 
 

 
 


  

【
課
題
】 

１
．
参
加
人
数
の
拡
大

 

参
加
人
数
が
今
回
は

8
名
。
よ
り
多
く
の

住
民

、
家

族
介

護
者

に
参

加
し
て
も
ら
え

る
よ
う
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

２
．
内
容
の
継
続
的
な
更
新

 

福
祉

用
具
は
日
々
進
化

し
て
い
る
た
め
、

定
期

的
に
最

新
情

報
を
取

り
入

れ
た
内

容
の

更
新

を
行

い
、
継

続
的

な
学

び
の

場
と
し
て
充
実
を
図
り
た
い
。
 

３
．
実
践
的
支
援
の
展
開

 

教
室

を
通

じ
て
関

心
を
も
っ
て
も
、
実

際

の
利

用
や
導

入
に
は

至
ら
な
い

ケ
ー

ス

も
考

え
ら
れ
る
。
講
座
後
の
相
談
窓
口

案

内
や
、
実
際
の
福
祉

用
具
貸

与
・
購

入
の

支
援
方
法
の
周
知
な
ど
、
実
践
に
つ
な
が

る
フ
ォ
ロ
ー
体
制
の
強
化
が
必
要
。
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ウ
） 
主
に
専
門
職
を
対
象
と
し
た
展
示
・研
修
等

 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
特
別
区

 
ど
な
た
で
も

 
年

1
回
福
祉
用
具
関
連
の
有
識
者
や
区

内
の

関
連

団
体

な
ど
に
よ
る
福

祉
用

具

選
定

委
員
会
を
設
け
、
新

た
に
展
示
す
る

福
祉

用
具
を
選
定
し
展
示
し
て
い
る
。
 

展
示

数
：約

3
5

0
点

 

展
示

場
運
営
：日

曜
、
祭
日
以
外
の

9
時

～
1
7
時
で
展
示
し
て
お
り
、
相
談
に
も
応

じ
て
い
る
。
 

福
祉

用
具

研
修

：
福

祉
用

具
の

効
果

的

な
活

用
に
向

け
た
多

職
種

対
象

の
研

修

を
実
施
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ

の
他

（
民

生
児

童
委

員
） 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

の
普

及
や
相

談
の
充

実
と
し

て
は
一
定
の
成
果
・
効
果
が
あ
っ
た
。
 

【
課
題
】 

運
営
展
示
場
の
ス
ペ
ー
ス
や
事
務
量
多

 


 公

費
 

2
 

 
一
般
市

 
介

護
支

援
専

門
員

、

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
、
福

祉
施
設

職
員

、
福

祉
団

体
職

員
、
理

学
療

法

士
、
作

業
療

法
士

、
一

般
等

 

（１
）福

祉
機
器
、
介
護
予
防
機
器
の
展
示

 

車
い

す
、
電

動
ベ

ッ
ド
、
マ
ッ
ト
レ
ス
、
入

浴
用

品
、
排
泄
関
連
用
品
、
家
庭
や
施
設

で
介

護
を
支

援
す

る
福

祉
用

具
、
介

護

予
防

機
器
等
の
展
示

 

（２
）講

座
及
び
研
修
会

 

（３
）相

談
コ
ー
ナ
ー

 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

最
新

の
福

祉
用

具
や
、
在

宅
で

介
護

を

支
援

す
る
福

祉
用

具
を
広

く
展

示
し
、
試

し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
介

護
支

援
専

門
員

は
今

後
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
作

成
に
つ
な
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
各
講
座
を
通
し
て
、
利
用

者
に
適
し
た
用
具
の
選
び
方
や
使

い
方
、

ま
た
住

宅
改

修
の

基
礎

知
識

を
学

ぶ
こ

と
が

で
き
る
。
一

般
市

民
や

学
生

な
ど

は
、
福

祉
機

器
に
触

れ
る
こ
と
で

、
福

祉

に
対

す
る
関

心
を
高

め
る
こ
と
が

で
き

る
。
 

【
課
題
】 

平
日

開
催

に
よ
り
、
集

客
が

見
込

め
な

い
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
効
果
・課

題
 

財
源

 

3
 

 
町
村

 
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業

者
・
障

が
い
支

援
施

設

職
員
・医

療
機
関
等

 

介
護

ロ
ボ
ッ
ト
・
IC

T
機
器

を
実

際
に
体

験
し
て
も
ら
い
、
今

後
の
活

用
方

法
を
考

察
し
、
働

き
や
す
い
職

場
環

境
を
構

築
し

て
い

く
。
ま
た
、
日

常
の

ケ
ア
や

環
境

改

善
な
ど
を
考
え
る
機
会
に
な
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 


 看

護
師

 


 保

健
師

 

【
効
果
】 

介
護

ロ
ボ
ッ
ト
・
IC

T
機

器
の
導

入
ま
で

な
じ
む
ま
で
は
時

間
が
か
か
る
が
、
前

向

き
に
検

討
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
導

入

し
た
事
業
所
も
あ
っ
た
。
 

【
課
題
】 

事
業

所
以

外
に
も
一

般
の
方

向
け
に
実

施
し
て
い
き
た
い
と
感
じ
た
。
 


 公

費
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③
介
護
保
険
の
福
祉
用
具
貸
与
・販
売
や
住
宅
改
修
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
高
齢
者
に
対
す
る
福
祉
用
具
の
貸
与
・
購
入
や
住
宅
改
修
に
か
か
る
費
用
の
給
付

 

ア
） 
住
宅
改
修
に
係
る
費
用
の
給
付

 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
中
核
市

 
次

の
い

ず
れ

か
に

該

当
す
る
者
が
属
す
る
世

帯
で

所
得

税
が

非
課

税
で
あ
る
者
と
す
る
。
 

・
６
５
歳

以
上

の
者

（
助

成
の
申

請
時

点
で
は
６

５
歳

未
満

で
あ

る
が

，

当
該

申
請

の
年

度
内

に
６
５
歳

に
達

す
る
者

を
含

む
。
）
で

あ
っ
て
，

身
体

機
能

の
低

下
等

の
理

由
に
よ
り
日

常
生

活
を

営
む

の
に

支
障

が
あ
る
た
め
住
宅
の
改

造
が
必

要
と
認

め
ら
れ

る
者

 

・
障

害
の

程
度

が
１
級

ま
た
は

２
級

で
あ

る
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
を
受

け
て
お
り
，
下

肢
も
し
く
は
体

幹
の
機

能
障

害
，
乳

幼
児

期
以

前
の

非
進

行
性

の
脳

病
変
に
よ
る
運
動
機
能

障
害

（
移

動
機

能
の
障

害
に
限

る
。
）
，
視

覚
障

害
，
上

肢
機

能
障

害
，

身
体

機
能

の
低

下
し
た
高

齢
者

ま
た
は

重
度

の
身

体
障

が
い

者
が

い
る
世

帯
に

対
し
，
住
宅
を
高
齢
者
等
の
居
住
に
適
す

る
よ
う
に
改
造
す
る
た
め
の
費
用
の
一
部

を
助

成
す
る
こ
と
で
，
高

齢
者

等
の
自

立

助
長

お
よ
び
家

族
等

介
護

者
の
負

担
軽

減
を
図
る
。
 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 
【
効
果
】 

事
業
の
実
施

に
よ
り
，
高
齢
者
等
の
自
立

助
長

お
よ
び
家

族
等

介
護

者
の
負

担
軽

減
が
図
ら
れ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

介
護

保
険

制
度

の
住

宅
改

修
と
対

象
工

事
の
大

部
分

が
重

複
し
て
お
り
，
そ
ち
ら

が
優

先
利

用
で
あ
る
た
め

申
請

件
数

が

年
数

件
程

度
で
あ
る
こ
と
，
現
在

の
住

宅

は
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化

が
進

み
，
建

築
時

か

ら
高

齢
者

等
が

住
み
や
す
い
環

境
が
整

備
さ
れ
て
お
り
，
改

造
工

事
が
不

要
な
住

宅
も
増

加
し
て
い

る
こ
と
か

ら
，
今

後
は

他
都
市
の
状
況
等
も
考
慮
し
つ
つ
，
事
業

の
あ

り
方

を
検

討
し
て
い

く
必

要
が

あ

る
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

内
部

機
能

障
害

の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
あ
っ
て
市

長
が
別

に

定
め
る
判
定

基
準
に
よ

り
日
常
生
活
を
営
む
の

に
支

障
が
あ
る
た
め
住

宅
の

改
造

が
必

要
と

認
め
ら
れ
る
者

 

・
身

体
障

害
者

手
帳

の

交
付
を
受
け
て
い
な
い

６
５
歳

未
満

の
者

で
，

居
宅
に
お
い
て
移
動
す

る
場

合
に

常
時

車
い

す
お

よ
び

歩
行

補
助

用
具

（
歩

行
器

，
歩

行

車
，
杖
）を

使
用
し
て
い

る
者

で
あ

っ
て
，
市

長

が
別

に
定

め
る

判
定

基
準

に
よ
り
日

常
生
活

を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
た

め
住

宅
の

改
造

が
必

要
と
認

め
ら
れ
る

者
 

・
借

家
等

に
居

住
す

る

世
帯

の
場

合
は
，
住

宅

の
所
有
者
ま
た
は
管
理

者
か

ら
住

宅
の

改
造

に
つ
い
て
の
承
諾
が
得

ら
れ
る
者

 

2
 

 
一
般
市

 
・満

6
5
歳
以
上
の
方

 

・
市

内
に
住

民
票

が
あ

り
、
在

宅
で

生
活

し
て

介
護

保
険

の
要

介
護

等
認

定
に
お
い

て

非
該

当
と
な
っ
た
者

の
う
ち
、
転

倒
等

の

リ
ス

ク
が

高
い

と
認

め
ら
れ

る
者

に
対


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 

【
課
題
】 

ニ
ー
ズ
分
析
に
よ
り
令
和

6
年
度
か
ら
新

設
し
、
市

民
や

事
業

所
へ

本
事

業
の

周


 公

費
 



  

47 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

い
る
方

 

・
介

護
保

険
の
要

介
護

等
認

定
で

「
非

該
当

」

と
な
っ
た
方

 

・
「
生

活
に
関

す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
（
基

本
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
）
」
の
運

動
機

能

を
評
価
す
る

5
項
目
の

質
問
の
う
ち

3
項
目
以

上
に
該
当
す
る
方

 

・
市

税
（
国

民
健

康
保

険
税

を
含

む
。
）
及

び

介
護

保
険

料
を

滞
納

し
て
い
な
い
方

 

・
申
請

し
よ
う
と
す
る
改

修
工

事
に
つ
い

て
、
介

護
保

険
の

住
宅

改
修

費
そ
の
他
市
か
ら
の
給

付
、
補

助
等

を
受

け
て

い
な
い
方

 

し
、
申

請
に
基
づ
き
住
宅
改
修
費
の
一
部

（対
象
工
事
に
係
る
経
費
の

3
分
の

2
の

額
・上

限
1
0
万
円
）を

助
成
す
る
。
 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

知
や
対

象
者

へ
案

内
を
送

付
し
て
お
り
、

今
後

も
事

業
を
継

続
し
な
が

ら
必

要
に

応
じ
て
見
直
し
を
行
う
予
定
。
 

3
 

 
一
般
市

 
市
内
に
住

所
を
有
す
る

6
5

歳
以
上
の
在
宅
高

齢
者

で
要

介
護

認
定

等
を
受

け
て
お
ら
ず

、

住
宅
改

修
を
行

う
際
に

要
介

護
認

定
等

を
受

け
る
予
定
の
な
い
者
。
 

介
護

保
険

料
及

び
市

税
を
滞

納
し
て
い
な
い

者
。
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
で
運

動
機

能
に
つ
い

て
３
項

目
以

上
が
該
当

市
在

宅
高

齢
者

転
倒
予

防
住
宅

改
修
費

助
成
事
業

 

日
常

生
活

上
の

動
線

に
お
け
る
手

す
り

の
取
付
け
。
 

玄
関

、
勝

手
口

等
、
住

宅
の
出

入
り
に
お

け
る
段

差
を
解

消
す

る
た
め

の
踏

台
又

は
階
段
の
設
置
。
 

居
宅

、
廊

下
、
便

所
、
浴

室
、
玄

関
等

の

各
室

間
の
床

の
段

差
及

び
玄

関
か
ら
道

路
ま
で
の

通
路

等
の

段
差

を
解

消
す
る

た
め
の
ス
ロ
ー
プ
の
設
置
。
 

助
成

金
額

は
５
万

円
又

は
対

象
経

費
に


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

市
在

宅
高

齢
者

転
倒

予
防

住
宅

改
修

を

行
っ
た
年

度
中

に
要

介
護

認
定

等
に
な

る
方
は

1
0
％
未
満
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

す
る
も
の
。
 

こ
の
す
べ
て
の
要

件
を

満
た
す
者
。
 

1
0

分
の
９
を
乗

じ
て
得

た
額

の
い
ず
れ

か
低

い
方
の
額
。
 

4
 

 
町
村

 
村
内
に
住

所
を
有
す
る

6
5

歳
以
上
の
高
齢
者

で
あ

っ
て
、
日

常
生

活

の
動

作
に

困
難

が
あ

り
、
在

宅
で

の
生

活
の

質
を
確

保
す
る
た
め
に

住
宅

改
修

が
必

要
と

認
め
ら
れ
る
者
。
 

（
1
）
手

す
り
設

置
（
2
）
段

差
解

消
（
3
）
そ

の
他

介
護

予
防

の
た
め

に
必

要
だ
と
思

わ
れ
る
簡
易
な
改
修

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

手
す
り
設

置
や
段

差
解

消
に
よ
り
、
転

倒

予
防
が
図
ら
れ
て
い
る
。
 


 公

費
 


 利

用
者
負
担

 

 イ
） 
福
祉
用
具
の
貸
与
・購
入
に
係
る
費
用
の
給
付

 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
一
般
市

 
介

護
予

防
・
日

常
生

活

支
援

総
合

事
業

対
象

者
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー

を
通

じ
て
利

用
者

等
の

意
思

決
定

に
基

づ
き
、
貸

与

又
は
販

売
を
行

う
。
貸

与
・
販

売
に
つ
い

て
は
、
市
に
事
前
申
請
が
必
要
に
て
承
認

を
経

て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

な
お
、
貸
与
事
業
に
関
し
て
は
、
「事

前
審

査
済

み
決

定
通

知
日

の
属

す
る
月

か
ら

1
1
月

後
ま
で
」を

貸
与
の
助
成
期
間
と
し

て
い

る
が

、
期

間
中

に
購

入
（
納

品
・
支

払
）が

完
了
し
た
場
合
の
み
市
購
入
事
業

が
利

用
で
き
る
た
め
、
申

請
手
続

き
に
必

要
な
期

間
等

も
含

め
て
余

裕
を
も
っ
て

申
請
事
務
の
着
手
を
お
願
い
し
て
い
る
。
 

助
成

の
対
象
と
な
る
福

祉
用
具
は
、
手
す

り
、
ス
ロ
ー
プ
、
歩

行
補

助
杖

そ
の
他

市


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

必
要
に
応
じ
て
、
福
祉

用
具
を
適
切
に
利

用
す
る
こ
と
で
、
日

常
生

活
動
作

の
支
援

や
身

体
機

能
の
維

持
・
改

善
に
寄

与
し
、

介
護

負
担

の
軽

減
に
も
つ

な
が

り
、
ま

た
、
経

済
的

負
担

の
軽

減
に
よ
り
、
必

要

な
福

祉
用

具
を
安

心
し
て
利

用
で

き
る

環
境

が
整

う
こ
と
で
、
利

用
者
の
安

心
感

や
満
足
度
が
向
上
す
る
。
 

こ
れ
に
よ
り
、
住

み
慣

れ
た
地

域
で
の
自

立
し
た
生
活
の
継
続
が
促
進
さ
れ
る
。
 

【
課
題
】 

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業

対
象

者
に
対

す
る
福

祉
用

具
の

貸
与

・

購
入

費
用

の
給

付
事

業
に
は
、
ま
ず
、
利


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

長
が
特

に
必

要
と
認

め
た
物

で
あ
っ
て
、

県
が

指
定

す
る
事

業
者

か
ら
貸

与
を
受

け
た
も
の
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
手
す
り
、
ス
ロ
ー
プ
の
設
置
に
つ

い
て
は

、
工

事
を
伴

わ
な
い

も
の

に
限

る
。
 

用
者

一
人

ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
に
合

っ
た
福

祉
用

具
の
選

定
が
難

し
く
、
適
切

な
用

具

が
提
供
さ
れ
な
い
場
合
、
効
果
が
十
分
に

発
揮
さ
れ
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
事
業
の
周
知
不
足
や
申
請
手
続
き

の
複

雑
さ
に
よ
り
、
利

用
を
希

望
す
る
対

象
者
に
情
報
が
届
か
な
い
、
あ
る
い
は
利

用
が
進

ま
な
い
課

題
も
あ
る
こ
と
が
考

え

ら
れ
る
。
 

2
 

 
一
般
市

 
6

5
歳
以
上
の
住
民
票

が
当

市
に
あ

り
、
非

課

税
で

独
居

か
高

齢
者

世
帯
の
人

 

シ
ル
バ
ー
カ
ー
の
購
入
に
対
す
る
補
助
。
 

6
5

歳
以

上
の
住
民

票
が
当
市

に
あ
り
、

非
課

税
で
独

居
か
高

齢
者

世
帯

の
人

購

入
額

の
半

額
を

補
助

す
る

。
上

限

1
2

,0
0

0
円
ま
で
。
 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

対
象

者
は
限

ら
れ
て
い
る
が
、
購

入
し
た

方
は
、
自
立

し
た
外
出
の
機

会
が
持
て
て

い
る
。
 

【
課
題
】 

周
知

の
方

法
が

課
題

。
歩

行
器

ま
で

広

げ
る
と
介
護
保
険
の
貸
与

品
と
重

な
る
た

め
、
検
討
が
必
要
。
 


 公

費
 

3
 

 
一
般
市

 
原
則

6
5

歳
以
上
で
、

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
な
い
方

 

（
介

護
認

定
未

申
請

ま

た
は

申
請

中
の

方
）
、

ま
た

は
疾

病
等

に
よ

り
、
一

時
的

に
、
身

体

機
能

が
低

下
し
て
い
る

方
 

・
（
貸

与
品

目
）
介

護
用

ベ
ッ
ド
、
移

動
用

バ
ー
、
車
い
す
、
歩
行
支
援
用
具
等

 

・（
給
付
品
目
）入

浴
補
助
用
具
、
電
磁
調

理
器

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

令
和

６
年

度
実

績
：
貸

与
３
０
４
件

、
購

入

９
件

 

【
課
題
】 

利
用

者
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
貸
与

・
購

入

品
の

選
定

の
た
め

、
定

期
的

に
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
、
居

宅
事
業
所

等
か
ら

の
声
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
。
 


 公

費
 

4
 

 
町
村

 
給

付
対

象
者

は
、
本
村

に
住

所
を

有
し

、
か

つ
、
本

村
に
居

住
す
る

者
で

あ
っ
て
、
次

の
各

号
の
全

て
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。
 

高
齢

者
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

安
心

・

安
全
な
生
活
を
継
続
す
る
た
め
、
移
乗
支

援
用

具
（
手

す
り
）
給

付
を
行

う
こ
と
に
よ

り
、
高

齢
者

の
介

護
予

防
及

び
自

立
支

援
の
促
進
を
図
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

1
3

件
中

1
0

件
が
本
事
業
の
手
す
り
給

付
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

が
不

要
と
な
り
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作

成
や

介

護
認

定
更

新
手

続
き
等

が
不

要
と
な
っ

た
。
結

果
と
し
て
介

護
支

援
専
門

員
の
業


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

(１
) 

6
5
歳
以
上
の
在

宅
の
高

齢
者

で
、
介

護

保
険

法
施

行
規

則
第

1
4

0
条
の

6
2
の
４
第

２
号

の
規

定
に
基

づ
き

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る
基

準
（
平

成
2

7

年
厚

生
労

働
省

告
示

第
1
9

7
号
。
以
下
「基

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
と

い
う
。
）
の

う
ち
、
手

す

り
の
給

付
が
必

要
と
認

め
ら
れ
る
者

 

(
２

)
 
介

護
保

険
法

（
平

成
９
年

法
律

第

1
2

3
号
）第

2
7

条
第

１
項

に
規

定
す

る
要

介

護
認
定

を
受
け
て
い
な

い
者

 

(
３

)
 
現

在
居

住
す

る

家
屋

に
お
い

て
、
同

一

の
手

す
り
給

付
を
受

け

た
こ
と
が
な
い
者

 

(
４

)
 
介

護
保

険
の

給

付
制
限

に
該
当

し
て
い

な
い
者

 

(
５

)
 
要

支
援

認
定

者

に
お
い

て
は

、
福

祉
用

具
貸

与
（
離

床
補

助
手

す
り
、
ト
イ
レ
用

手
す

り
）
若

し
く
は

介
護

保

険
に

お
け

る
住

宅
改

務
効
率
化
に
繋
が
っ
た
。
 

【
課
題
】 

給
付

型
の

事
業

の
為

、
置

き
型

で
は

な

い
ポ
ー
ル
型

は
定

期
的

な
緩

み
の
確

認

等
が
必

要
と
の
考

え
か
ら
、
給

付
対

象
と

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ポ
ー
ル
型

し
か
設

置
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
の

問
題

が
解

決
で

き
れ

ば
更

な
る
業

務
効
率

化
に
繋
が
る
可
能
性
を
踏
ま
え
、

今
後
の
方
針
を
検
討
し
て
い
る
。
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

修
、
又

は
そ
の
両

方
の

み
が

必
要

と
さ
れ

、
そ

の
他

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス
を
利

用
し
て
い

な

い
者

 

5
 

 
町
村

 
町
に
居
住
し
住
所
が
あ

る
6

5
歳
以
上
、
助
成

は
１
種

目
に

つ
い

て
１

人
１
回

限
り
、
助

成
に

は
上

限
額

あ
り
。
福

祉

用
具

３
品

目
は

要
支

援
、
要

介
護

認
定

者
を

除
く
。
 

腰
掛

便
座

（
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
）
、
歩

行

補
助

つ
え
、
手
押
車

（シ
ル
バ
ー
カ
ー
）の

購
入

費
用

の
一

部
を
助

成
。
（
上

限
あ

り
）
福

祉
用

具
の

ほ
か

、
自

動
消

火
器

、

火
災
警
報
器
等
も
対
象
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

の
購

入
で
生

活
機

能
が
向

上

し
、
自
立
し
た
生
活
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

福
祉

用
具

購
入

に
つ
い

て
相

談
が

あ
っ

た
場

合
に
は
、
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー

職
員

が
相

談
に
の
っ
た
り
、
必

要
な
場

合

は
福

祉
用

具
販

売
事

業
所

（
福

祉
用

具

専
門

相
談

員
）
を
紹

介
し
、
本

人
に
合

っ

た
適
切
な
用
具
購
入
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
 


 公

費
 

 ウ
） 
福
祉
用
具
の
貸
与
・購
入
お
よ
び
住
宅
改
修
に
係
る
費
用
の
給
付

 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
特
別
区

 
【
住

宅
改

修
に
か

か
る

費
用
の
給
付
】 

住
民

票
が

あ
る
自

宅

の
改

修
を
希

望
さ
れ
る

6
5

歳
以
上
の
高
齢
者

で
、
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
に

よ
る
フ
レ
イ
ル

状

態
が
判
断
さ
れ
た
方
及

び
認

定
申

請
後

非
該

当
と
判
断
さ
れ
て

1
年

以
内
の
方

 

【住
宅
改
修
に
か
か
る
費
用
の
給
付
】 

〈住
宅
改
修
の
助
成
内
容
〉 

介
護

予
防

住
宅

改
修

：
介

護
保

険
住

宅

改
修

と
同

様
、
手

す
り
の
取

り
付

け
や
段

差
解
消
な
ど
の
工
事
種
目
に
対
し
て
、
1
0

万
円

を
限

度
に

助
成

。
（
対

象
：
基

本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用

い
て
フ
レ
イ
ル
状

態

が
判

断
さ
れ

た
方

、
認

定
申

請
後

非
該

当
と
判
定
さ
れ
て

1
年
以
内
の
方
） 

浴
槽

の
取

替
え
：
深

い
浴

槽
を
浅

型
浴

槽
な
ど
に
取

り
換

え
る
場

合
に
、
2

0
万


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

【
住
宅
改
修
に
か
か
る
費
用
の
給
付
】 

取
組

の
効

果
は

、
住

宅
改

修
理

由
書

に

記
載
し
た
目
的

が
達

成
さ
れ
た
か
ど
う
か

で
判
断
し
て
お
り
、
令
和

6
年
度
実
施
し

た
改

修
で
は
、
目

的
達

成
率

は
1
0

0
％

で
取
組
の
効
果
は
あ
っ
た
。
 

【
シ
ル
バ
ー
カ
ー
購

入
に
係

る
費

用
の
助

成
】 

給
付

を
受

け
て
、
シ
ル
バ
ー
カ
ー
を
利

用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
積

極
的

に
外

出
機

会


 公

費
 


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

【
シ
ル
バ

ー
カ
ー

購
入

に
係
る
費
用
の
助
成
】 

６
５
歳

以
上

で
下

肢
が

不
自

由
で

当
該

用
具

を
必

要
と
認

め
る
者

。

介
助

者
無

し
で

直
進

・

方
向

転
換

、
ブ
レ
ー

キ

等
の
操

作
が

で
き
、
安

全
に
使

用
で
き
る
者

と

す
る
。
た
だ
し
、
要
介
護

２
・
３
・
４
・
５
の

認
定

を

受
け
て
い
る
者
は
対
象

外
と
す
る
。
 

円
を
限

度
に
助

成
。
（
対

象
：
基

本
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
を
用

い
て
フ
レ
イ
ル
状

態
が

判

断
さ
れ
た
方
） 

※
い

ず
れ

も
世

帯
の

課
税

状
況

に
よ
り

限
度
額
内
で
０
～

3
割
の
自
己
負
担

 

〈支
援
の
流
れ
〉 

助
成

に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
担

当
の
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
職

員
に
相

談
す

る
流

れ
と
し
て
い
る
。
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー

職
員

は
居

宅
を
訪

問
し
、
基

本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
フ
レ
イ
ル
状

態
の

判
断
と
住
宅
改
修
の
計
画
の
作
成
す
る
。
 

住
宅
改
修
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

必
要

に
応

じ
て
区

職
員

の
理

学
療

法
士

や
作

業
療

法
士

、
福

祉
用

具
専

門
相

談

員
が

関
り
、
利

用
者

の
身

体
機

能
や

生

活
環

境
に
応

じ
た
適

切
な
改

修
が

行
わ

れ
る
よ
う
助

言
・
支

援
を
実

施
す

る
。
助

成
は

、
図

面
、
見

積
書

、
写

真
、
住

宅
改

修
理
由
書
な
ど
区
に
提
出
し
て
も
ら
い
決

定
後
、
工
事
着
工
の
流
れ
。
 

【
シ
ル
バ
ー
カ
ー
購

入
に
係

る
費

用
の
助

成
】 

シ
ル
バ
ー
カ
ー
の
給
付
（１

人
１
回
の
み
） 

が
増

え
自

立
し
た
日

常
生

活
の

一
助

と

な
る
。
 

 【
課
題
】 

【
住
宅
改
修
に
か
か
る
費
用
の
給
付
】 

相
談
に
応
じ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
住

宅
改

修
支

援
技

術
の

継
承

や
、
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
職

員
の

負
担

軽

減
は

課
題

で
あ

る
。
住

宅
改

修
支

援
技

術
に
対
し
て
は
、
年

1
回
「
高
齢
者
住
宅

改
修
関
連
事
業
者
研
修
」
を
実
施
し
て
い

る
。
 

【
シ
ル
バ
ー
カ
ー
購

入
に
係

る
費

用
の
助

成
】 

特
に
な
し

 

2
 

 
特
別
区

 
１
 

6
5

歳
以
上
で
、
在

宅
で

生
活

し
、
歩

行
ま

た
は
入
浴
に
支
障
の
あ

る
方

（
介

護
保

険
の
認

定
を
受

け
て
い
る
方
は

要
支
援

1
～

2
ま
で
の

方
が
対
象
） 

２
 
（
1
）
7

0
歳

以
上

１
 
高
齢
者
自
立
支
援
用
具
給
付
事
業

 

下
記
の
自
立
支
援
用
具
を
原
則

1
割
の

本
人
負
担
で
給
付
す
る
。
 

（
但

し
、
生

活
保

護
受

給
者

及
び
中

国
残

留
邦
人
等
支
援
給
付
受
給
者
は
無
料
） 

（1
）シ

ル
バ
ー
カ
ー

 

※
給

付
限
度
：3

年
間
に

1
台
ま
で
（要

介
護
認
定
者
は
対
象
外
） 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

１
 
高
齢
者
自
立
支
援
用
具
給
付
事
業

 

歩
行

ま
た
は

入
浴

に
支

障
の

あ
る
方

に

対
し
、
自

立
支

援
用

具
を
給

付
す
る
こ
と

に
よ
り
、
転

倒
な
ど
の
防

止
、
日

常
生

活

の
支

援
に
役

立
っ
て
い

る
。
そ

れ
に
伴

い
、
介
護
保
険
利
用
の
軽
減
に
も
繋
が
っ

て
い
る
。
 


 公

費
 


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

で
、
こ
れ

ま
で

法
に
基

づ
く
要
介

護
認
定

を
受

け
て
い
な
い
方

 

（
2
）
6

5
歳

以
上

で
、

要
介

護
の

認
定

の
結

果
が

非
該

当
（
自

立
）

で
、
認

定
結

果
か
ら
申

請
書

提
出

ま
で

６
ヶ
月

以
内
の
方
。
 

※
共

通
事

項
：
区

内
に

住
所

を
有

す
る
方

。
入

院
中
の
方
は
対
象
外
。
 

（2
）手

す
り
（工

事
不
要
） 

※
給

付
限
度
：
1
人

1
台
ま
で
（要

介
護

認
定
者
は
対
象
外
） 

（3
）シ

ャ
ワ
ー
ベ
ン
チ

 

※
給

付
限
度
：5

年
間
に

1
台
ま
で
（要

介
護

認
定

者
、
要

支
援

認
定

者
は
対

象

外
） 

（4
）浴

室
内
す
べ
り
止
め
マ
ッ
ト

 

※
給

付
限
度
：3

年
間
に

1
枚
ま
で
（要

介
護
認
定
者
は
対
象
外
） 

２
 
高
齢
者
住
宅
改
修
給
付
事
業

 

支
給

限
度

基
準

額
の
範

囲
で
住

宅
改

修

に
要

し
た
費

用
の

7
～

9
割

を
給

付
す

る
。
（
生

活
保

護
受

給
者
は
基
準

額
範

囲

内
の
場
合
本
人
負
担
な
し
） 

（1
）転

倒
防
止
給
付
（手

す
り
の
取
付
け
） 

※
基

準
額
：6

万
円

 

（
2
）
住

宅
改

修
予

防
給

付
（
手

す
り
の
取

付
け

,段
差

解
消

,床
材

の
変

更
,扉

の
取

替
え

,便
器
の
洋
式
化

,前
記
付
帯
工
事
） 

※
基

準
額
：2

0
万
円

 

２
 
高
齢
者
住
宅
改
修
給
付
事
業

 

要
介

護
認

定
を
受

け
て
い

な
い

高
齢

者

の
在
宅
生
活
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
に

よ
り
、
利

便
性

の
向

上
に
繋

が
っ
て
い

る
。
 

【
課
題
】 

１
 
高
齢
者
自
立
支
援
用
具
給
付
事
業

 

・
給

付
す

る
自

立
支

援
用

具
の

種
類

等

の
見
直
し
。
 

・
本

事
業

の
給
付

を
必

要
と
す
る
方

の
申

請
に
繋

が
る
よ
う
、
事

業
周

知
を
図

る
必

要
が
あ
る
。
 

２
 
高
齢
者
住
宅
改
修
給
付
事
業

 

・
住
み
慣
れ
た
自
宅
で
生
活
が
継
続
で
き

る
よ
う
、
制

度
を
有

効
活

用
し
て
い

た
だ

く
必
要
が
あ
る
。
 

・
住

宅
改

修
予

防
給

付
に
つ
い
て
は
、
認

定
結

果
が

非
該

当
（
自

立
）
と
な
っ
た
方

を
対

象
と
し
て
い
る
た
め
、
施

工
前

の
訪

問
調

査
に
お
い

て
給

付
の
必

要
性

を
十

分
に
判

断
し
た
う
え
で
給
付

を
行

う
必

要

が
あ
る
。
 

・
事
前
申
請
か
ら
工
事
完
了
ま
で
の
期
間

を
、
で
き
る
だ
け
短
縮
で
き
る
よ
う
、
介

護

支
援

専
門

員
・
施

工
業

者
等

に
連

絡
・
調

整
を
行

い
、
本

人
の

身
体

的
な
負

担
の

軽
減

や
生

活
の
安

全
に
つ
な
げ

る
必

要

が
あ
る
。
 

3
 

 
一
般
市

 
市
内
に
住

所
を
有
す
る

６
５
歳

以
上

の
高

齢
者

で
要

介
護

認
定

に
お

い
て
非
該
当
（自

立
）と

市
内

に
住

所
を
有
す
る
６
５
歳
以

上
の
高

齢
者

で
要

介
護

認
定

に
お
い
て
非

該
当

（
自

立
）
と
認

定
さ
れ
た
方

の
う
ち
、
在

宅

で
の
自
立
し
た
生
活
を
確
保
す
る
た
め
に


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

在
宅

で
の

自
立

し
た
生

活
を
支

援
す

る

こ
と
に
よ
り
介

護
予

防
に
資

す
る
取

組
で

あ
る
。
 


 公

費
 


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

認
定
さ
れ
た
方

 
福
祉
用
具
・住

宅
改
修
が
必
要
と
認
め
ら

れ
る
場

合
に
そ
の
費

用
の

一
部

を
給

付

す
る
。
 

【
課
題
】 

介
護

保
険

外
の
サ
ー
ビ
ス
の
た
め

市
民

周
知

が
図
り
づ
ら
い
。
財
源
に
都
道
府

県

の
補

助
事

業
を
活

用
し
て
い
る
た
め
、
申

請
件

数
が

増
加

し
た
場

合
に
対

応
が

困

難
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

4
 

 
一
般
市

 
⑴

 
介

護
保
険
制
度
の

要
介

護
認

定
を

受
け

て
い

な
い

高
齢

者
が

い
る
住

民
税

非
課

税

世
帯

で
、
か

つ
、
高

齢

者
の
心
身
の
状
態
に
よ

り
転

倒
の

危
険

性
等

が
認
め
ら
れ
た
世
帯

 

⑵
 
そ
の
他

特
に
市

長

が
必
要
と
認
め
た
世
帯

 

住
み

慣
れ

た
地

域
で

い
つ
ま
で

も
生

活

で
き
る
よ
う
、
６
５
歳

以
上

の
高

齢
者

の

い
る
世

帯
に
住

宅
改

修
や
福

祉
用

具
の

購
入
費
用
を
補
助
す
る
制
度
で
す
。
 

（
7

5
,0

0
0

円
を
支

給
限

度
額

と
し
、
か

か
っ
た
費

用
の

１
割

が
自

己
負

担
と
な

る
。
）
補

助
金

の
交

付
対

象
と
す
る
住

宅

改
修

等
の
範
囲
は
、
高
齢

者
が
主

と
し
て

日
常

生
活

を
送

る
住

宅
に
お
け
る
次

に

掲
げ
る
改

修
等

で
、
か
つ
、
高

齢
者

の
自

立
が
支
援

さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

⑴
 
手
す
り
の
設
置

 

⑵
 
す
り
付

け
板

、
ス
ロ
ー
プ
等

の
設

置

に
よ
る
段
差
の
解
消

 

⑶
 
介

護
保

険
法

第
４
４
条

第
１
項

に
基

づ
く
福
祉
用
具
の
購
入

 

⑷
 
そ
の

他
住

宅
改

修
に
付

帯
し
て
市

長
が
認
め
た
も
の

 

２
 
住

宅
の
新
築
又
は
増
築
工
事
に
つ
い

て
は
、
こ
の
補

助
金

の
交

付
対

象
と
し
な

い
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

事
業

実
施

す
る
こ
と
で

介
護

認
定

申
請

す
る
こ
と
な
く
、
継

続
し
て
在

宅
生

活
を

行
え
て
い
る
。
専

門
職

が
訪

問
す
る
こ
と

で
隠

れ
て
い

た
ニ
ー

ズ
を
把

握
し
対

応

が
行
え
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

非
課

税
者

の
み
対

象
の
事

業
で
あ
り
課

税
世

帯
の
方

は
申

請
を
行

う
必

要
が

あ

る
。
 


 公

費
 


 利

用
者
負
担

 

5
 

 
一
般
市

 
要

介
護

認
定

で
「
非

該

当
」と

判
定
さ
れ
、
転
倒

の
危
険
性
が
高
い
方
。
 

要
介

護
認

定
等

の
結

果
が
「
非

該
当

」
と

判
定

さ
れ
た
方

の
う
ち
、
転

倒
の
危

険
性

が
高

い
方

が
福

祉
用

具
の
購

入
や
住

宅

改
修

を
行

う
場

合
に
、
総

費
用

額
（
上

限


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 

【
効
果
】 

高
齢

者
が
在

宅
生

活
を
安

全
安

心
に
送

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
 

【
課
題
】 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

５
万

円
）の

７
割
を
給
付
。
 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 保

健
師

 

支
給

要
件

に
該

当
す

る
ケ
ー
ス
が

少
な

い
た
め
、
利
用
件
数
が
少
な
い
。
 

6
 

 
特
別
区

 
①

介
護

保
険

給
付

の

対
象

と
な
ら
な
い

6
5

歳
以

上
の
方

で
、
日

常

生
活

の
動

作
に

何
ら

か
の

困
難

が
あ

り
、
健

康
長

寿
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
に

よ
る

判
定

を
受

け
、
用

具
の
給

付
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
方
等

 

②
要

支
援

・
要

介
護

認

定
申

請
の

結
果

非
該

当
と
判

定
さ
れ
た

6
5

歳
以

上
の

方
の

う
ち
、

健
康

長
寿

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
に
よ
る
判

定
を

受
け
、
改

修
が

必
要

と

認
め
ら
れ
る
方

 

③
区

内
に

住
所

を
有

し
、
現

に
居

住
し
て
い

る
者

で
あ

っ
て
、
つ

ぎ

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
。
 

(1
)
一

時
的

な
疾

病
・

傷
害

に
よ
り
、
居

宅
に

お
い
て
用
具
の
利
用
を

必
要
と
す
る
こ
と
。
 

(2
)
特

別
な
事

情
に
よ

り
、
用

具
の

利
用

が
必

①
【
対

象
用

具
】
腰

掛
便

座
（
上

限
額

5
1
,5

0
0
円
）・
入
浴
補
助
用
具
（上

限
額

9
0

,0
0

0
円

）
・
歩

行
支

援
用

具
（
手

す

り
）（
上
限
額

 
4

7
,0

0
0
円
）・
ス
ロ
ー
プ

（上
限
額

5
0

,5
0

0
円
）・
シ
ル
バ
ー
カ
ー

（
上

限
額

1
9

,0
0

0
円

）
・
安

全
つ
え
（
１

点
つ
え
）（
上
限
額

5
,0

0
0
円
）・
電
磁
調

理
器
（上

限
額

1
5

,0
0

0
円
）給

付
に
要

す
る
費

用
の

１
割

を
自

己
負

担
と
す

る
。

ま
た
、
給

付
種

目
ご
と
の
限

度
額

お
よ
び

年
間

給
付

総
額

の
限

度
額

（
1
0

万
円

）

を
設

け
て
お
り
、
限

度
額

を
超

え
た
額

は

自
己
負
担
と
な
る
。
 

②
【
対

象
工

事
】
手

す
り
取

付
、
段

差
の

解
消

、
洋

式
便

器
等

へ
の
取
替

、
滑

り
防

止
・
円

滑
な
移

動
の
た
め
の
床

・
通

路
面

材
の
変

更
、
引

き
戸

等
へ
の
扉
の
取

替
、

そ
の

他
付

帯
し
て
必

要
な
工

事
給

付
に

要
す

る
費

用
の

１
割

を
自

己
負

担
と
す

る
。
限

度
額
（2

0
万
円
）を

設
け
て
お
り
、

限
度

額
を
超

え
た
額

は
自

己
負

担
と
な

る
。
 

※
①
②

い
ず
れ
も
、
生
活

保
護
受

給
者
、

中
国

残
留

邦
人

等
支

援
法

に
よ
る
被

支

援
者

、
老

齢
福

祉
年

金
受

給
者

で
世

帯

全
員

が
住

民
税

非
課

税
の
方

等
は

、
限

度
額
内
は
無
料
と
す
る
。
 

③
（最

長
6

か
月
）に

、
居
宅
で
介
護
用

具
が
必

要
な
方

に
車

い
す
・
介
護

用
ベ
ッ


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 そ
の
他
（①

②
住
宅
改
修

施
行

業
者

③
受

託
事

業

者
） 

【
効
果
】 

事
業
実
績
（令

和
６
年
度
） 

①
自
立
支
援
用
具
給
付

 

・
腰
掛
便
座
７
件

 

・
入
浴
補
助
用
具

5
9
件

 

・
歩
行
支
援
用
具
（手

す
り
）７

件
 

・
ス
ロ
ー
プ
０
件

 

・
シ
ル
バ
ー
カ
ー

3
7

5
件

 

・
安
全
つ
え

8
0

5
件

 

・
電
磁
調
理
器

5
3
件

 

計
1
,3

0
6
件

 

②
自

立
支

援
住

宅
改

修
（
予
防
給

付
）
計

1
9
件

 

③
介

護
保

険
サ

ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
い

な
い
高
齢
者
が
、
一
時
的
な
ケ
ガ
や
病
気

な
ど
で

短
期

的
に
車

い
す

等
が

必
要

に

な
っ
た
場

合
、
迅

速
に
貸

与
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
高

齢
者
の
居

宅
で
の
利

便
性
お

よ
び

Q
O

L
の
向
上
を
図
る
。
 

 【
課
題
】 

①
②

自
立

支
援

用
具

給
付

に
つ

い
て
、

物
価

上
昇

を
踏

ま
え
た
上

限
額

の
見

直

し
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

③
福

祉
事

務
所

、
社

会
福

祉
協

議
会

等

で
も
車

い
す

の
貸

与
事

業
を
行

っ
て
お

り
、
類
似
事
業
に
つ
い
て
の
統
合
を
検
討

 


 公

費
 


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

要
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
 

ド
を
貸

し
出
す
。
た
だ
し
、
要
支
援
ま
た
は

要
介

護
の
認

定
を
受

け
た
方

や
介

護
保

険
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
方
は
除
く
。
 

介
護
用
具
の
種
類

 

車
い
す
： 

貸
与
月
額

1
,2

0
0
円

 

利
用

者
負

担
額

0
円

、
2

0
0

円
、

5
0

0
円

 

介
護
用
ベ
ッ
ド
： 

貸
与
月
額

2
,4

0
0
円

 

利
用

者
負

担
額

 
0

円
、

5
0

0
円

、

1
,5

0
0
円

 

7
 

 
一
般
市

 
【福

祉
用
具
貸
与
】 

市
に
居
住
す
る

6
0
歳

以
上

6
4
歳
ま
で
の
介

護
保

険
制

度
に
基
づ
く

特
定

疾
病

以
外

の
者

で
要

支
援

相
当

以
上

と
認

め
ら
れ

、
日

常
生

活
動

作
に

支
障

が
あ

る
者
ま
た
は
緊
急

一
時

的
に

利
用

が
必

要
な

者
で

あ
っ
て
、
貸

与
等

が
必

要
と
市

長
が

認

め
る
者

 

【住
宅
改
善
】 

市
内

に
居

住
し
、
次

の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
、
日

常
生

活
動
作

に
困

難
が
あ
り
注

意
を

要
す
る
状

態
で
、
工

事

に
よ
っ
て
在

宅
生

活
の

【福
祉
用
具
貸
与
】 

専
門
職
に
よ
る
訪
問
調
査
を
行
い
、
申
請

す
る
。
品
目
は
介
護
保
険
に
準
ず
る
。
 

【住
宅
改
善
】 

専
門
職
に
よ
る
訪
問
調
査
を
行
い
、
工
事

内
容

を
決

定
す

る
。
工

事
内

容
は

便
器

洋
式

化
、
浴

槽
取

替
え
、
流

し
又

は
洗

面

台
取
替
え
、
居
室
工
事
、
玄
関
等
工
事
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

介
護

保
険

で
は
利

用
で
き
な
い

が
必

要

な
方

へ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
専

門
職

が
申

請
過

程
に
関

わ

る
た
め
適

切
な
貸

与
・
給

付
が
で
き
る
体

制
と
な
っ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

介
護

保
険

制
度

の
利

用
が

優
先

で
あ

り
、
併

用
利

用
は
原

則
不

可
と
し
て
い
る

た
め

、
近

年
は

実
績

が
な
い

。
ま
た
、
住

宅
改

善
の
工

事
内

容
は
事

業
開

始
当

時

の
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
住
宅
状

況
や
介

護
保

険
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

状
況

と
想

定

が
異
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
 


 公

費
 


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

利
便

性
の

向
上

に
つ

な
が

る
と
認

め
ら
れ

る

者
①
6
0

歳
以
上
で
介

護
保

険
法

に
基
づ
く
要

介
護

認
定

又
は

要
支

援
認
定

を
受
け
て
い
る

者
②
6
0

歳
か
ら

6
4

歳
ま
で

の
介

護
保

険

制
度

に
基
づ
く
特

定
疾

病
以

外
の
者

で
、
要

支

援
相

当
以
上
と
認
め
ら

れ
る
者

 

8
 

 
一
般
市

 
自

立
高

齢
者

日
常

生

活
用

具
給

付
事

業
：

6
5

歳
以
上
の
在
宅
高

齢
者

で
、
シ

ル
バ

ー

カ
ー
に
つ
い
て
は
介

護

1
以

下
が

対
象

。
（
一

人
一

台
）
、
入

浴
補

助

用
具

に
つ

い
て

は
自

立
の
も
の
が
対

象
と
な

る
。
（
1
世
帯

1
台
）、

電

磁
調

理
器

に
つ

い
て

は
防

火
に

配
慮

が
必

要
な
ひ
と
り
暮

ら
し
高

齢
者

等
が

対
象

と
な

る
。
（
1
世
帯

1
台
。
） 

高
齢

者
住

宅
改

造
補

助
事

業
：
6

5
歳

以
上

で
要
支
援

1
か
ら
要
介

護
1
ま
で
の
在
宅
の
ひ

と
り
暮

ら
し
又

は
高

齢

自
立

高
齢

者
日

常
生

活
用

具
給

付
事

業
：
シ
ル
バ

ー
カ
ー
、
入

浴
補

助
用

具
、

電
磁
調
理
器
の
現
物
を
給
付
。
 

原
則

と
し
て
購
入

価
格
の

3
割

を
利

用

者
負
担
（生

活
保
護
の
場
合
は

0
割
）す

る
。
 

利
用

申
請

後
に
、
委

託
業

者
が

申
請

者

宅
に
現

物
を
届

け
る
。
届

け
た
際

に
は
、

使
用

の
説

明
等

も
行

い
、
利

用
者

負
担

金
を
徴
収
す
る
。
 

高
齢

者
住

宅
改

造
補

助
事

業
：
高

齢
者

が
2

年
以
上
居
住
す
る
家
屋
内
等
を
改

造
す

る
場

合
に
補

助
金

を
交

付
。
補

助

額
は
、
工
事
経
費
の

6
分
の

5
と
し
、
3

0

万
円

を
上

限
と
す
る
。
補

助
対

象
と
す
る

工
事

内
容

は
、
手

す
り
の
取

付
け
、
段

差

の
解

消
、
滑

り
の
防

止
・
移

動
の
円

滑
化

等
の

た
め

の
材

料
の

変
更

、
引

き
戸

等

へ
の

扉
の

取
替

え
、
和

式
便

器
の

洋
式

便
器

へ
の
取

替
え
、
廊

下
・
便

所
等

の
ス


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

自
立

高
齢

者
日

常
生

活
用

具
給

付
事

業
：
自
立

高
齢
者
へ
シ
ル
バ
ー
カ
ー
の
支

給
を
行

う
こ
と
で
、
買

い
物

等
の
外

出
や

地
域

活
動

へ
の

参
加

が
継

続
で

き
、
介

護
予

防
の

一
助

と
な
る
。
ま
た
、
入

浴
補

助
用
具
の
支
給

に
よ
り
、
自
宅
で
の
入
浴

に
お
け
る
安
全

性
が
向

上
し
、
転

倒
等
の

事
故
防
止
の
一
助
と
な
る
。
認
知
機
能
が

低
下

し
て
い
る
ひ
と
り
暮

ら
し
高

齢
者

へ

電
磁

調
理

器
の
支

給
を
行

う
こ
と
で
、
火

災
や

事
故

防
止

に
加

え
、
在

宅
生

活
の

継
続
と
生
き
が
い
支
援
に
繋
が
る
。
 

高
齢

者
住

宅
改

造
補

助
事

業
：
住

み
慣

れ
た
自
宅
で
の
生
活
が
継
続
で
き
る
。
同

居
す
る
家

族
の
介

護
負

担
の
軽

減
が
で

き
、
自

宅
で

の
転

倒
等

の
事

故
防

止
の

一
助
と
な
る
。
 

【
課
題
】 

自
立

高
齢

者
日

常
生

活
用

具
給

付
事


 公

費
 


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

者
の

み
の

世
帯

に
属

す
る
在

宅
の

人
（
さ
ら

に
生

計
中

心
者

の
市

県
民

税
の

所
得

割
が

非
課

税
）
ま
た
は

、
6

5

歳
以

上
で

要
介

護

2
~5

ま
で

の
在

宅
の

高
齢

者
が

い
る
世

帯

に
属

す
る
人

（
さ
ら
に

生
計

中
心

者
の

市
県

民
税
の
所

得
割
が

1
6

万
円

未
満

で
あ

る
こ

と
）が

対
象
者
と
な
る
。
 

ペ
ー
ス
の
拡

張
、
便

所
・
浴

室
と
寝

室
等

の
距

離
の
短
縮
と
す
る
。
必

ず
工

事
前

に

申
請

を
し
、
工

事
終

了
後

、
実

績
報

告
を

し
て
か
ら
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
。
 

業
：
物

価
高

騰
の
為

、
シ
ル
バ

ー
カ
ー
な

ど
の
福

祉
用

具
の
価

格
も
年

々
値

上
が

り
し
て
い

る
。
そ
れ

に
伴

い
、
給

付
事

業

に
お
け
る
利

用
者

負
担

金
も
増

え
て
い

る
。
シ
ル
バ

ー
カ
ー
等

は
、
海

外
で
生

産

す
る
部

品
も
あ
り
、
商
品
の
安
定

供
給

が

出
来
ず
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は
一
時
期
納
品
の

遅
延

が
相

次
い
だ
。
取

り
決

め
上

、
同

一

種
類

の
商

品
の

場
合

、
給

付
事

業
の
利

用
を
一

人
一

回
に
制

限
し
て
い
る
た
め
、

以
前

購
入

し
た
商

品
が

故
障

し
た
場

合

に
買

い
替

え
時

に
制

度
の
再

利
用

が
出

来
な
い
。
 

高
齢

者
住

宅
改

造
補

助
事

業
：
令

和
3

年
度

よ
り
市

の
単

独
事

業
に
な
り
、
補

助

額
や
制
度
の
対
象

者
を
変
更
し
た
た
め
、

利
用
者

が
減
少
し
た
。
住
宅
改
造
に
係
る

部
品

や
材

料
費

等
の
高

騰
や
発

注
の
遅

延
な
ど
の
外

的
要

因
も
関
係

し
、
補
助

金

の
申
請
者
が
減
っ
て
い
る
。
 

 エ
） 
そ
の
他
（
特
定
の
課
題
・条
件
に
該
当
す
る
方
へ
の
支
援
） 

N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
一
般
市

 
本
市
に
居
住
お
よ
び
住

民
基

本
台

帳
に
登

録

さ
れ

、
下

記
の

い
ず

れ

か
に
該
当
す
る
方

 

・
4

0
歳

未
満

の
末

期

が
ん

患
者

で
介

護
保

末
期

が
ん
患

者
が
在

宅
緩

和
ケ
ア
支

援

サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
た
場

合
に
、
そ
の
利

用
に
要
し
た
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
。
 

●
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

 

①
訪

問
入
浴

（介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
と
同

様
の
サ
ー
ビ
ス
） 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 医

師
 

【
効
果
】 

制
度

の
狭

間
で
本

来
で
あ
れ
ば
全

額
自

己
負

担
と
な
る
と
こ
ろ
を
一

部
助

成
す
る

制
度

で
あ
り
、
療

養
し
て
い

る
本

人
や
、

介
護

す
る
家

族
の

精
神

的
・
経

済
的

負

担
の
軽
減
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
。
 


 公

費
 


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
な
い
方

 

・
末

期
が

ん
で
介

護
保

険
認
定

申
請

後
、
認
定

調
査
前

に
死

亡
さ
れ
た

方
の
家
族

 

②
福

祉
用

具
貸

与
車

い
す

、
車

い
す
付

属
品

、
特

殊
寝

台
、
特

殊
寝

台
付

属
品

、

床
ず
れ
防
止
用
具
、
体
位
変
換
器
、
手
す

り
(工

事
を
伴

わ
な
い
も
の

)、
ス
ロ
ー
プ

(工
事

を
伴

わ
な
い
も
の

)、
歩

行
器

、
歩

行
補

助
つ
え
、
移
動
用

リ
フ
ト

(吊
り
具
の

部
分
を
除
く

)、
自
動
排
泄
処
理
装
置

 

●
助
成
額

 

上
記

サ
ー
ビ
ス
費

用
額

の
９
割

（
生

活
保

護
受
給
者
は

1
0
割
）、

た
だ
し

1
か
月
あ

た
り
の

対
象

サ
ー

ビ
ス
利

用
上

限
額

は

6
0

,0
0

0
円
（市

か
ら
の
助
成
額
は
最
大

5
4

,0
0

0
円

、
生

活
保

護
受

給
者

は

6
0

,0
0

0
円
） 

【
課
題
】 

対
象
と
な
る
人
に
必
要

な
情
報
を
伝

え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
さ
ら
な
る
周

知
が
必

要
。
 

2
 

 
町
村

 
第

1
号
被
保
険
者

 
①
介
護
予
防
普
及
啓
発

 

ヒ
ア
リ
ン
グ
フ
レ
イ
ル
と
認

知
症

予
防

に

つ
い

て
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を
行

う
（
広

報
掲

載
、
啓

発
用

チ
ラ
シ
配

布
な

ど
）。

 

②
早
期
発
見

 

早
期

に
難

聴
を
発

見
し
、
治

療
や

補
聴

器
利

用
等

に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目

的
に
、

聴
こ
え
の
相
談
会
を
開
催
す
る
。
 

③
早
期
対
応

 

難
聴
高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
補
助
事
業

 

④
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

 

補
聴

器
補

助
事

業
を
使

っ
て
の
補

聴
器

購
入

者
を
対

象
に
、
認

定
補

聴
器

専
門

店
で
の
補
聴
器
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
相
談
を
通

じ
て
、
聴

こ
え
や
装

用
状

況
の
確

認
・
助

言
な
ど
継

続
的

か
つ
効

果
的

な
補

聴
器

利
用
に
つ
な
げ
る
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

軽
度

又
は
中

度
の
難

聴
が
あ
る
高

齢
者

を
早

期
に
発

見
し
適

切
な
補

聴
器

利
用

を
促

す
こ
と
で
、
「
聴

こ
え
」
の
状

態
を
改

善
し
、
人

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
社

会
活

動
へ
の
参

加
を
促

進
し
介

護
予

防

や
認
知
症
予
防
を
図
る
事
が
出
来
る
。
 

【
課
題
】 

効
果
判
定

・
分

析
が
十
分

に
で
き
て
い
な

い
。
 


 公

費
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

⑤
効
果
判
定

 

補
聴

器
購

入
前

後
で

ア
ン
ケ
ー

ト
を
実

施
し
、
使
用
状
況
や
効
果
に
つ
い
て
評
価

を
行

う
。
課

題
を
明

ら
か

に
し
、
事

業
の

見
直
し
や
強
化
へ
つ
な
げ
る
。
 

 ④
そ
の
他

 

 N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
政

令
指

定
都
市

 

市
民

 
本

市
が
社

会
福

祉
法

人
○

○
市

総
合

リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事

業
団

に
委

託
し
て

運
営

し
て
い

る
「
福

祉
用

具
プ
ラ
ザ

」
の

職
員

(
有

資
格

)
が

、
住

宅
の
改

良
に
関

し
、
利

用
対

象
者

の
居

宅
を
訪

問
し
、
家

屋
の

構
造

、
高

齢
者

の
身

体
状

況
及

び

保
健

福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
活

用
状

況
等

を

踏
ま
え
て
相

談
に
応

じ
、
助

言
を
行

う
。

ま
た
、
住

宅
改

良
が
円

滑
に
行
わ
れ
る
よ

う
関
係

機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 看

護
師

 

【
効
果
】 

令
和

6
年
度
実
績
で
は
、
2

0
0
件
以
上

の
相

談
を
受

け
付

け
て
お
り
、
適

切
な
福

祉
用
具
の
利
用
の
促
進
を
図
っ
て
い
る
。
 

【
課
題
】 

人
材

確
保

が
困

難
を
極

め
る
な
か

、
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

を
始

め
と
す

る
有

資
格
者
の
雇
用
な
ど
、
今
後
も
安
定
的
に

人
員

体
制

が
確

保
で
き
る
か
が

不
透

明

で
あ
る
。
 


 公

費
 

2
 

 
一
般
市

 
限
定
な
し

 
●
主
な
業
務
内
容

 

①
福
祉
用
具
の
展
示

 

②
福

祉
用

具
の

情
報

（
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
な

ど
）収

集
・提

供
 

③
展
示
福
祉
用
具
の
維
持
・管

理
 

④
福
祉
用
具
に
関
す
る
相
談
支
援

 

⑤
福

祉
用

具
に
関

す
る
制

度
利

用
の
相

談
支
援

 

⑥
自
助
具
作
成
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働

 


 自

治
体
職
員

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

の
購

入
・
貸

与
に
関

す
る
補

装
具

・
日

常
生

活
用

具
制

度
の

申
請

窓

口
が

あ
る
市

立
総

合
保

健
福

祉
セ

ン

タ
ー

の
施

設
内

に
設

置
す

る
こ
と
に
よ

り
、
相

談
か

ら
申

請
ま
で
の
手

続
き
な
ど

が
効
率
よ
く
進
め
ら
れ
る
。
 


 公

費
 


 そ

の
他

 

3
 

 
町
村

 
一

般
住

民
、
事

業
対

象
者
等

 

窓
口
相
談
や
教
室
等
に
お
い
て
ベ
ッ
ド
の

自
費

貸
与

や
福

祉
用

具
（
シ
ャ
ワ
ー
チ
ェ


 地

域
包

括
支

援
セ

ン

タ
ー
職
員

 

【
効
果
】 

福
祉

用
具

の
貸

与
ま
た
は

購
入

に
よ
り


 利

用
者
負
担
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N
o
. 

区
分

 
対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

ア
や
杖

）
の
購

入
に
つ
い
て
相

談
が
あ
っ

た
場

合
は

、
福

祉
用

具
事

業
者

を
紹

介

し
て
い
る
。
 

家
族

介
護

教
室

で
福

祉
用

具
業

者
に
福

祉
用
具
に
つ
い
て
紹
介
し
て
も
ら
う
。
 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 福

祉
用
具
専
門
相
談
員

 


 看

護
師

 


 保

健
師

 

介
護

サ
ー

ビ
ス
を
利

用
せ

ず
自

立
し
て

生
活
で
き
る
期
間
が
延
伸
し
て
い
る
。
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2.1.2  ヒアリング調査 

（1） 調査の目的 

アンケート調査結果を踏まえて、効果的な分析や広く活用可能な事例の抽出を行う観点から、補完が

必要な情報や、取組内容の詳細等を確認するとともに、そのような取組が発生しやすい要因を模索する

ため、回答のあった自治体の一部に対してヒアリング調査を実施した。 

（2） 調査対象の抽出条件および調査対象 

アンケート調査の回答内容をもとに、以下の観点で調査対象を１か所ずつ選定した。 

図表 14 調査対象 

事

例 
選定における観点 区分 

人口 

全体 うち 65 歳以上 

１ 

介護保険の給付対象ではない在宅高

齢者に対する福祉用具の貸与・購入や

住宅改修にかかる費用の給付を実施 

行政区 

約 200,000 人 

 

全体の 23.7% 

２ 

高齢者への介護予防に資する支援のう

ち、福祉用具や住宅改修に関連する取

組を実施 

町 

約 8,000 人 

 

全体の 41.3% 

３ 
地域住民への福祉用具、住宅改修の普

及・啓発の取組を実施 
町 

約 23,000 人 

 

全体の 29.5% 

（3） 調査時期 

令和８年１月に実施した。 

（4） 調査方法 

オンラインにより実施した。 
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（5） 調査項目 

主な調査項目は以下の通り。 

図表 15 主な調査項目（自治体向け） 

取組内容について 

➢ 取組の実施内容について 

➢ 取組を開始するに至った経緯について 

➢ これまでの取組実績について 

2. 取組の実施状況について 

➢ 専門職の参加状況 

➢ 多職種協働の体制 

➢ 福祉用具専門相談員の参加状況 

➢ 取組実施にあたっての工夫・課題 

➢ 取組効果（KPI 等） 

3. その他 

➢ 福祉用具専門相談員に期待する役割・多職種協働の必要性 など 

 

  



 

64 

   

（6） 調査結果 

事例１：介護保険の給付対象ではない在宅高齢者に対する福祉用具の貸与・購入や住宅改修に

かかる費用給付の取組 

高齢者自立支援用具給付事業の概要 

１. 事業目的 

歩行、入浴等に支障のある高齢者に対し、歩行支援用具、入浴補助用具等の自立支援用具(以

下「自立支援用具」という。)を給付することにより、日常生活の利便性を向上させ、もって高齢

者の福祉の増進と自立の支援に寄与することを目的とする。 

２. 事業の対象者 

① 区内に住所を有する 65 歳以上の者で、自立支援用具の種目の区分に応じ、それぞれ要

件を満たす者。 

② その他特に区の長が必要と認めた者。 

３. 対象種目/対象者の要件 

① 歩行支援用具（シルバーカー、手すり）/歩行時に介助を要し、つたい歩きする等歩行に支

障があり、歩行支援用具が必要と認められる者 

② 入浴補助用具（シャワーベンチ、すべり止めマット）/入浴時に介助を要し、壁や扉につかま

る等入浴に支障があり、入浴補助用具が必要と認められる者 

４. 申請上限 

手すりの給付を受けられる回数は、給付対象者 1 人につき 1 回までとする。 
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高齢者住宅改修給付事業の概要 

１. 事業目的 

高齢者に対し、その者の居住する住宅の改修に要する費用(以下「住宅改修費」という。)を給付

することによって、高齢者の在宅生活の自立を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

２. 事業の対象者：次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

① 区内に住所を有する65歳以上の者で、身体の機能に障害があり、本人の自立や介護者の

負担軽減のために住宅の改修が必要と認められるもの(転倒防止給付にあっては、区内に

住所を有する 70 歳以上の高齢者であって、本人の自立のために住宅の改修が必要と認

められるもの)であること。 

② 介護保険料を滞納していない者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」

という。)第 66 条、第 67 条及び第 69 条に規定する給付制限の措置を受けていないもの

であること。 

③ 住宅改修予防給付(以下「予防給付」という。)にあっては、介護保険法(平成 9 年法律第

123 号。以下「法」という。)に基づく要介護認定に係る審査を申請前 6 か月以内に受けて

おり、その結果、要支援又は要介護の認定を受けなかった者であること。 

④ 住宅設備改修給付(以下「改修給付」という。)にあっては、法に基づく要介護認定の結果が

要支援又は要介護の者であること。 

⑤ 住宅設備等新設給付(以下「新設給付」という。)にあっては、法に基づく要介護認定の結果

が要支援又は要介護の者であること。 

⑥ 転倒防止用手すり設置給付(以下「転倒防止給付」という。)にあっては、これまで法に基づ

く要介護認定を受けていない者であって、手すりの取付けにより転倒防止の効果があると

認められるものであること。 

３. 対象種目 

① 予防給付 

ア 手すりの取付け 

イ 段差の解消 

ウ 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

エ 引き戸等への扉の取替え 
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オ 洋式便器等への便器の取替え 

カ その他これらの工事に附帯して必要な工事歩行支援用具（シルバーカー、手すり）/歩行

時に介助を要し、つたい歩きする等歩行に支障があり、歩行支援用具が必要と認められる者 

② 改修給付 

ア 浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事 

イ 流し及び洗面台の取替え並びにこれに附帯して必要な給湯設備等の工事 

ウ 便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事 

③ 新設給付 

ア 1 階の床の新設(2 階以上の階から 1 階に居室を移すための改修工事(1 階が以前に工

場、店舗、事務所、診療所、テナント等の居室以外の用途として使用されており、1 階に居室

がない場合に限る。)に限り、駐車スペースを除く。) 

イ 浴槽の新設及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事 

ウ 流し及び洗面台の新設及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事 

エ 洋式便器の新設及びこれに附帯して必要な工事 

④ 転倒防止給付 

区の介護保険住宅改修に係る保険給付費の受領委任払い事務処理要領(平成 13 年 4

月 1 日付け 19 荒保介発第 280 号)第 13 条の事業者登録を受けている区内事業者(以

下「登録事業者」という。)が行う立ち上がり及び座りの動作、移動等を補助するための手す

りの取付け及びこれに附帯して必要な工事 

4. 給付回数の限度 

① 予防給付 

対象者 1 人につき 1 住宅当たり 1 回とする。ただし、必要に応じて、別表第 1(1)に定める基

準額の範囲内において複数回の給付を認める。 

② 改修給付 

同一種類の給付について、対象者 1 人につき 1 住宅当たり 1 回とする。 

③ 新設給付 

同一種類の給付について、対象者 1 人につき 1 住宅当たり 1 回とし、対象者が転居した場

合であっても給付の対象には含めないものとする。 

④ 転倒防止給付 

対象者 1 人につき 1 回とする。 
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ヒアリング結果は以下の通り。 

1） 取組を開始するに至った経緯について 

 事業開始は令和元年 10 月である。地域ケア会議の地域課題として、手すりや歩行器のみの貸

与をしている要支援者がいたが、介護保険の利用が終了になり、福祉用具貸与を利用できなく

なるということが課題だったため、区で検討が始まり、事業を開始した。以前、別の課で実施して

いた事業を平成 29 年度より当課で実施することになった。 

2） これまでの取組実績について 

 高齢者自立支援用具給付事業は、令和４年度４４０件、令和５年度 639 件、令和６年度６２２件

であった。転倒防止給付事業は、令和４年度 104 件、令和５年度 98 件､令和６年度 65 件で

あった。令和６年度までは支給限度額５万円で実施してきたが、昨今の物価高騰や、施工業者か

ら上限額を上げて欲しいとの要望があり、令和７年度から６万円に引き上げた。 

 上限額を５万円から６万円に上げるにあたり、当自治体に住所を有している施工業者でかつ、一

定の資格を持つ者に指定を行い、必要な書類を整えて申請頂くことで給付するといった手続き

にしている。本人負担についても、例えば１割負担の方は６千円となり、今年度は昨年度までに比

べて千円あがったが、手すりの設置本数も増やすことができ、施工業者としても説明がしやすく

なり、今年度の夏以降は申請数も伸びてきたところである。現場に馴染んできたように思う。 

3） 専門職の参加状況 

 住宅改修の理由書を記載いただく担当者が地域包括支援センター職員、介護支援専門員であ

る。それ以外に住宅改修相談員という名称で理学療法士２名に関与してもらっている。工事前の

調査として自治体職員も同席して実地調査を行い、申請内容の把握に努めている。転倒防止給

付については認定前の方の自宅訪問であり、施工業者を事業登録しているが、福祉住環境コー

ディネーター２級、介護福祉士、建築士を施工業者の登録条件としている。このような専門職が

利用者の身体機能も把握したうえで手すりの必要性を書類にまとめてもらい、当自治体で内容

確認し給付を判断している。 

4） 多職種協働の体制 

 工事前の書類を受領後、事前調査を実施する項目がある。住宅改修相談員、自治体の担当者

が訪問し、30 分程度の聞き取り調査を行う。介護支援専門員、施工業者も立ち合い、工事内容

の把握に努めている。訪問リハビリテーションの専門職の意見を求めたり、後日書面で回答いた

だくこともある。退院直後であれば病院の理学療法士が自宅訪問しアドバイスいただくこともあ

り、その情報を介護支援専門員に聞き取ることもある。 

5） 福祉用具専門相談員の参加状況 

 利用者が活用を予定している貸与事業所や施工業者としての関わりがある。事前調査で訪問し
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た際、既に浴槽を交換していたり、シャワーチェア、浴槽台、バスボードなどを事前に貸出してい

るケースがある。まだ福祉用具を利用していない方については、福祉住環境コーディネーターの

資格を有する施工業者も増えてきたため、その場でパンフレットを見ながら説明したり、介護支

援専門員と一緒に後日説明することもある。また、福祉住環境コーディネーターの資格保有者が

その時の動きをみて、後日助言することもある。 

6） 取組実施にあたっての工夫 

 高齢者自立支援用具給付事業について、区内の福祉用具貸与事業所に委託している。その事

業所の福祉用具専門相談員が地域の利用者に対し、その人にあった用具の提供、アフターフォ

ローを実施してくれている。地域包括支援センター・介護支援専門員とともに福祉用具専門相談

員と連携して丁寧に対応してくことが大事だと思っている。 

 住宅改修については、床の新設等の項目が追加された際、周知するための研修会を実施した。

加えて、パンフレットや区のホームページの記載内容を見直した。利用者個々に身体状況や家屋

の状況が異なるため、適切な申請・給付ができるように利用者に寄り添って実施していけるよう

にしている。 

7） 取組実施にあたっての課題 

 高齢者自立支援用具給付事業について、委託先の福祉用具貸与事業所と定期的に会議で意見

交換をしている。シルバーカーは３年に１度の給付だが、３年を待たずにタイヤの摩耗があり使え

なくなったという報告があり、各用具の耐用年数について、３年に１度が妥当かどうかの検討をし

ている。また、給付対象の福祉用具が欠品となってしまったことがあり、給付が滞ることもあるた

め、メーカーの異なる２種類を給付対象とし、利用者を待たせないように対応した。 

 日々事業に関わる中で、転倒防止事業の給付上限額を５万円から６万円に見直した点について、

物価高騰もあるが、浴槽取り換えや便器取り換えなど大きな工事になると、工事者の手配も苦慮

している現状がある。早期に、利用者が必要としている状況でも、少し待たせることもある。また、

例えば浴槽交換について、以前は浴槽だけを交換する際に給湯器と切り離して交換できたが、

今はユニットバスのニーズが多く、大掛かりで自己負担の部分が多くなる。経済面・身体機能面

含めて、利用者に適切なのか、本当に住宅改修がよいのか、金額、工事人手配、納期の長期化

が課題となり、利用者ニーズに寄り添っていきにくくなっていると感じている。 

8） 取組効果（KPI等） 

 地域包括支援センターの職員、介護支援専門員、福祉用具貸与事業所が連携することにより、

利用者が適切なアドバイスを受け、快適な日常生活を送ることを支援できる。数値的な把握はし

ていないが、取組を通じて介護保険利用の軽減にも繋がっている実感があり、利用者からの苦

情も１件もない。関係者が丁寧に、利用者に適した福祉用具を提供してくれていると思っている。 

 認定を受けたことが無い方について、手すりだけ付けてもらえれば大丈夫と思っている利用者が

いるが、介護保険認定を受けた方がよい方ではないかと感じるケースもある。転倒防止給付を
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含め、その先の困りごと、住宅改修に繋げていくために、施工業者に繋がる安心感と、地域包括

支援センターの紹介をすることで安心される利用者もいる。最近は地域包括支援センターを紹

介すると「行ったことがある」、「相談したことがある」という方も増えている。住宅改修については

「自分でやらないといけない」と思って区の窓口に来る人もいることは効果に繋がっていると感じ

る。 

9） 福祉用具専門相談員の役割や関わり方について 

 高齢者自立支援用具給付事業について、今までも丁寧に対応してくれており、引き続き、情報を

共有しながらの丁寧な対応を期待している。 

 転倒防止給付を含め、事前訪問調査にも携わっていただいているため、給付後も身近な相談者

として関与いただけると利用者も安心すると思う。何度も足を運んでいただいているケースも多

く、アフターフォローを続けていただき、利用者の声を区に届けてもらえると嬉しい。 

 

事例２：高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組 

1） 山間部の高齢者に対する、住環境整備（歩行補助用具、置き型手すり等の活用支援）による

転倒予防に向けた取組について 

 介護予防事業の１つとして、介護予防の体操教室を町の中心部で行っているが、地域によっては会

場に来るまでに 30～40 分程度かかる場所もある。バス送迎も行い参加を促進しているが、遠方

の地域からは参加者が少ない状況があり、遠方の地域住民からもなかなか参加ができないため近

くに出向いて教室を開催してほしいとの声があった。そのため、特に遠方の地域に出向いて体操教

室を開催している。今回取組を行った地域は大きなスキー場があり、民宿等の家業を営んでいる

方が多く、家業が忙しいことを理由に参加できないという方が多い。また、病気等により要介護状

態になると、家業を営んでいるため在宅介護が十分できず、施設にすぐに入ってしまうといったよう

に、在宅介護が馴染まない地域特性があった。そのため、体操教室の参加促進のための PR もか

ねて、在宅で安全に生活できる環境を整える手段の一つに福祉用具があるということを周知する

ため、福祉用具の展示・体験を行った。 

2） これまでの取組実績について 

 地域住民の声があり、３～４年前に介護予防の体操教室を開始した。利用者のなかに福祉用具を

利用している方がおり、福祉用具貸与事業所との付き合いもあったため、福祉用具に関する支援

について協力いただけないか声をかけたところ、引き受けてもらえたため住環境整備の支援に向

けた取組が実現した。 

 町の中心部で実施している体操教室では、歩行器・杖などの体験の取組を実施している。体操教

室は週３日、全４クラスある（月曜１回、水曜１回、金曜２回）。 

 遠方で実施している体操教室は月２回程度である。 
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3） 専門職の参加状況 

 体操教室では、保健師（自治体職員）、リハビリテーション専門職（会計年度職員の理学療法士）

が主に関わっている。 

 教室として福祉用具の体験等を行った際には、町立病院の理学療法士に参加いただき、体操の

説明、福祉用具の利点の講義を行っていただいた。福祉用具専門相談員が関わる場合もあり、

その際は福祉用具貸与事業所に依頼して福祉用具専門相談員にも来てもらい、福祉用具等の

デモ機や手すりの設置・使い方等について、参加者へのミニ講義をしてもらった。 

 福祉用具貸与事業所に協力を依頼した際、快く受け入れてもらえる事業所とそうでない場合が

ある。協力いただける事業所が複数ある場合は、年度ごとに依頼する事業所を変えて偏らない

ように配慮している。 

4） 多職種協働の体制 

 町内で地域ケア会議を年８回開催しているが、栄養士、リハビリテーション専門職、介護支援専

門員、介護福祉士、社会福祉士等、様々な職種が関わっており、他職種とのつながりがあるため、

実施したい事業がある場合には地域ケア会議の中で話題にして、協力してもらうことができる。 

5） 福祉用具専門相談員の参加状況 

 専門知識を持っており、住民の相談に対して、福祉用具だけでなく、おむつ・介護食など、幅広い

知識を持って、適切に助言いただけることは有難い。 

6） 取組実施にあたっての工夫 

 講義だけでは実感がわかないため、できるだけ直接見る、触れてみるといった体験を取り入れた

いと考えており、それに協力してくれる福祉用具貸与事業所を選定している。住民が楽しみなが

ら体験し、気軽に質問ができるような教室にしたいと考えている。 

 また、地域によって適切な曜日や時間は特色があるため、配慮している。 

7） 取組実施にあたっての課題 

 参加者を集めるのが大変である。開催案内をしただけでは数人しか参加しないという現状があ

る。口コミ等で地域の人を連れてきてもらう等の工夫が必要である。 

 オンラインでの実施の提案などもあるが、町内の高齢者の状況を考えると、IT 普及率も低く、オ

ンラインを活用した取組を行うことは難しい。 

 小規模自治体の利点として、地域ケア会議も含めて様々な職種がコンパクトに集まることができ

るため連携が取りやすい一方で、欠点として、専門職が少ないことが挙げられるが、今いる職種

で取り組もうという結束力の強さにつながっていると感じている。 

 介護予防支援事業の体操教室は指導者の賃金や協力者の謝礼等は事業内の予算を用いて支

払っているが、遠方に出向いて実施した取組についても、福祉用具貸与事業所は無償で協力し

てくださっており、特に費用は発生していない。本取組を事業化していくのであれば貸与事業所
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にも謝礼を支払って協力いただく体制が必要と感じる。 

 国の補助金や交付金の中で地域支援事業や介護予防支援事業等の事業展開をしているが、枠

組みが狭いと事業を実施していても補助金として認められない場合がある。少し範囲を緩和し

て、自由度を高めてもらえると、より積極的に事業化できると感じる。 

8） 取組効果（KPI等） 

 何をもって成果が出たとするかが難しい。新規の骨折の発生率、高齢者人口に対する割合、介

護予防の取組の参加率等を見ているが、どれもあまり説得力があるものではないと感じている。 

 介護保険の要支援・要介護認定率が県内で最も低く、介護予防事業の取組の効果には現れて

きていると感じる。 

 基本的には参加した方は 9 割程度継続している。参加者からは取組に対し、満足いただけた感

想も多く聞かれ、１度参加いただくと継続しやすい傾向があると感じている。 

9） 福祉用具専門相談員の役割や関わり方について 

 以前に比べると自費での貸与に対応してくれる事業者が増えたと感じる。一時的に福祉用具が

必要といった相談があった際に、以前は社会福祉協議会が用意している無償貸し出しの車椅子

やベッド、歩行器等で対応していたが、現在は歩行器、手すり、ベッド、車いすなど幅広い種目を

自費での貸与で対応してもらえており、町の高齢者に多く介入してもらえるため助かっている。 

 住民から相談があれば町内の福祉用具貸与事業所のパンフレットを渡して紹介している。加え

て、福祉用具貸与事業所の方もこまめに町役場へ顔を出してもらえており、住民が相談に来た

際にその場で対応してもらい、解決につながるケースもある。 

 住民が福祉用具等を実際に体験することによって、施設ではなく在宅で生活を続けられることに

気づいてもらえる機会になっており、自宅で過ごすことができたという事例もあった。 

10） 福祉用具専門相談員に期待する役割 

 福祉用具貸与事業所の方には様々協力いただいており大変感謝しているが、福祉用具貸与事

業所も社内の規定の枠組みの中で動いており、福祉用具専門相談員がその場で判断できる場

合と持ち帰られる場合がある。福祉用具貸与事業所によって福祉用具専門相談員の持つ裁量

が異なり、スピード感のある対応ができる場合とできない場合がある。現場としてはその場で判

断をして、早い対応をしていただける方がありがたい。 

11） 多職種協働の必要性について 

 入院中の利用者について、家屋調査を行い必要な福祉用具を検討してもらえる機会も増えてい

る。病院のリハビリテーション専門職と福祉用具専門相談員の連携が以前より図られており、退

院前に環境を整えてから退院してもらえることが増えており、多職種協働は重要と感じている。 
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事例３：地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組 

1） 通いの場、認知症カフェの取組について 

 介護予防を目的とした通いの場や認知症カフェを運営している。また、介護予防支援を委託せ

ず、町で唯一の地域包括支援センターで要支援１・２も含め全て担当しているのが特徴である。

通いの場の元気な高齢者が地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門

員にサービスの相談を受けられる環境が整備できている。 

 福祉用具専門相談員との連携は、要支援１・２の利用者に対する介護予防ケアプランを作成する

際にネットワーク化されており、各福祉用具貸与事業所の特徴を町で把握している。そのため、

本人の希望を聞き、それに合った福祉用具貸与事業所を利用者へ案内している。 

 地域包括支援センターは平成 18 年より開始したが、それ以降の取組の積み重ねの結果が現在

の取組につながっていると考える。利用者が元気なうちから専門職に出会っていただくという

キーワードのもと、利用者が自身の意思で動けるときに地域に出てきて必要なサービスを受けら

れる体制を町内に設けている。 

 申し込み不要で誰でも参加可能なスポーツカフェを２か所、それぞれ週１回開催している。地域

ケア会議で依頼している理学療法士（県理学療法士会に依頼）に月１回指導に来てもらっている。 

 認知症カフェも申し込み不要で誰でも参加可能である。委託先は週１回、月４回の契約で、木曜

日以外は重複しないように配慮して開催している。そのため、参加者が自身の都合に合わせて

参加できる体制になっている。認知症カフェには地域包括支援センターで開催しているカフェが

３か所あるが、作業療法士に相談できるよう、県作業療法士会から５名の作業療法士に来ても

らっている。 

 認知症カフェで作業療法士が自助具の紹介をしており、関心が高ければ取り扱いのある福祉用

具貸与事業所につなげることもある。 

 通いの場は介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業の地域普及啓発、認知症カ

フェは地域支援事業の認知症対策事業として運営している。 

2） 町主催の介護予防啓発イベントについて 

 「地域包括ケア祭り」という、地域包括ケアシステムを運用する方々に参加いただき、どのような

ことをしているのかを知ってもらうためのイベントを開催している。福祉用具関連は展示・体験と

して、歩行補助具や電動車いすの展示・体験や、介護保険の福祉用具の相談コーナーを設けた

ことがある。 

 令和元年までは福祉用具の展示・体験を実施していたが、新型コロナウィルス感染症の影響も

あり、令和３年度以降は体験会を休止している。現在も住民向けのイベントを年１回実施してい

るが、聴講形式としている。講義内容について、今年度は、一昨年の転倒による介護認定者数の

増加、区分変更の一番の要因が転倒であったことを踏まえ、防げる転倒は防ぐという啓発を目

的として、認知症カフェで講師をしている作業療法士に環境設定や日頃の体の動かし方に関す

る講義をしてもらった。 
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3） 専門職の参加状況 

 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、リハビリテーション専門職、福祉用具専門相談員

等が関わっているが、医師にも協力を依頼し、今後、転倒をテーマに講義いただく予定がある。 

4） 福祉用具専門相談員の参加状況 

 地域ケア会議の個別会議に福祉用具のケースがあがった場合には、福祉用具専門相談員も出

向いてもらい、本人を中心としたネットワークを構築している。 

 福祉用具専門相談員を活用することにより、福祉用具ありきではない相談もできる。あえて変え

ないほうがよい場合には代替案も提案してもらえる等、我々では気づかない視点での意見をも

らうことができ参考になる。 

5） 取組実施にあたっての工夫 

 要支援１・２の利用者の介護予防プランは全件、町内唯一の地域包括支援センターで書いている

ため、どの事業所にどの程度の件数を依頼しているかが把握可能である。地域包括支援セン

ター内部の打合せ等を通じて、情報を共有しやすい環境にある。利用者の暮らしを立て直すイ

メージを早期に立てられるかが重要であるため、スピード感をもって対応していただけるのが福

祉用具貸与事業所の選定のカギである。 

 取組の参加者に対し、今つながる必要があると専門職が判断すればアウトリーチをする場合もあ

るが、参加者個々の状況を専門職が判断し、基本的には本人が相談したいタイミングによって対

応している。 

 小規模自治体だからこそやりたいことがすぐにできると感じる。継続してこそ価値があるものと、

ダメだったら考え直せばよいものがあり、その都度判断しながら取組を進めている。また、小規

模自治体だからこそ現場の声を聞いてつなげることができると感じる。 

6） 取組実施にあたっての課題 

 現場のニーズに沿っていなければ、環境を準備していても、参加者が聞く姿勢にならない。いか

に地域の課題や住民の声を拾うのが課題と感じる。 

 専門職を常駐させると人件費が一番かかる。外部との連携には手間がかかりスケジュールもタ

イトになるため、リハビリテーション専門職が地域包括支援センター内にいると良いと感じるが、

３職種以外の専門職に常駐してもらうことは現段階では現実的ではないため、外部に協力して

もらい地域に還元するというのが最大限できることと感じている。 

7） 取組効果（KPI等）など 

 効果の示し方について、実施後に参加アンケートを実施しており、継続的に結果を追跡している。

参加者数に対しての満足度を評価基準としている。 

 少人数で全事業を実施しているため、内部で詳細な分析をする余力がない。要介護認定申請の

きっかけや平均年齢、通いの場の参加率、重度化していないか、介護予防・日常生活支援総合
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事業の予算額が増加していなかったかは把握しているが、それ以上の詳細分析はできていない。

しかし、高齢化率が上昇している中で給付額が横ばいであったことは取組全体の効果と受け止

めている。 

8） 福祉用具専門相談員の役割や関わり方について 

 福祉用具専門相談員から、福祉用具以外の住宅改修も含め、本人だけでなく家族を含めた全

体を見て提案いただけるのは頼りになる存在と感じる。単に福祉用具を貸与するだけで活用し

てもらえなければ効果がないため、モニタリングや全体を含めた評価をしていただけることはあ

りがたい。 

9） 福祉用具専門相談員に期待する役割 

 介護保険の理念に沿って活動するという目的や理念は共通のため、一緒に地域での自立生活に

つなげるために協力いただけることを期待している。 

10） 多職種協働の必要性について 

 地域包括支援センターの職員だけでは気づきが限られるため、外部の専門職から意見が得られ

ることは有益である。事業の企画段階からリハビリテーション専門職に助言を得たり、事業実施

に当たっても協力をいただけており、様々な視点から関わっていただくことで、厚みのある良い

取組ができていると感じる。様々な視点で意見を得たいと思っている。 
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参考事例 在宅高齢者の移動に関する支援 

特に運転免許返納等により、移動手段の限られた在宅高齢者が住み慣れた地域で生活を継続し、外

出や社会交流の機会を失うことなく、社会参加の促進を支援する目的で、①ハンドル型電動車椅子（以

下、セニアカー）の購入費用の補助や②セニアカー等の安全利用に向けた普及・啓発活動を実施してい

る市区町村が複数みられた。アンケート調査で回答のあった市区町村は以下の通り。 

図表 16 高齢者の移動に関する支援（概要） 

 地域 

区分 
区分 

人口 
支援の概要 

全体 うち 65 歳以上 

①
費
用
補
助 

中国 一般市 約 25,000 人 

 

全体の 45.2% セニアカー・老人手押し車・歩行杖の購

入助成事業 

（セニアカー（一人１回）50,000 円以内

の助成：令和３年度廃止） 

中国 一般市 約 43,000 人 

 

全体の 39.5% 令和５年度に廃止した高齢者日常生活

用具給付の代替サービスとして、セニア

カー（貸与のみ）の利用を可能とする 

九州・ 

沖縄 

一般市 約 107,000 人 

 

全体の 35.7% セニアカー新車購入補助金（購入費用の

4 分の 1（上限 10 万円）） 

九州・ 

沖縄 

町村 約 4,000 人 

 

全体の 39.0% 電動三輪車等購入費補助金（電動三輪

車又は電動四輪車の購入費の２分の１以

内（上限 15 万円）） 

②
普
及
・啓
発 

北海道・ 

東北 

町村 約 4,000 人 

 

全体の 44.2% セニアカー試乗会、VR 認知症体験、介

護用ベッド・車椅子・スロープ・歩行器等

の福祉用具展示等のイベント実施 

関東 町村 約 34,000 人 

 

全体の 29.2% 「介護予防フェスタ」を開催し、セニア

カー乗車体験を実施 

関東 町村 約 33,000 人 

 

全体の 33.1% 展示体験（杖・車椅子・ベッド・移乗機器・

セニアカー等）、認知症体験（VR 機器に

よるレビー小体型認知症の体験）の実施 

関東 町村 約 19,000 人 

 

全体の 24.1% 福祉用具のサービスについて講座を開

催し、セニアカー、電動ベッド、車椅子、

歩行器、杖、浴室チェア、置き型手すり等

の展示、体験を実施 

九州・ 

沖縄 

一般市 約 28,000 人 

 

全体の 39.2% 警察による交通安全に関する講話、取扱

事業所によるセニアカーの説明および体

験試乗を実施 
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2.2  福祉用具貸与事業所向け調査 

2.2.1  アンケート調査 

（1） 調査の目的 

福祉用具貸与事業所および福祉用具専門相談員が地域のなかで行っている取組に関する実態を把

握するため、福祉用具貸与事業所に対しアンケート調査を実施した。 

（2） 調査対象および抽出方法 

福祉用具貸与事業所 1,000 か所（抽出） 

※介護サービス情報公表システムデータより大規模事業所を優先して抽出した。 

（3） 調査時期 

令和 7 年 10 月 20 日～11 月 21 日 

（4） 調査方法 

郵送依頼、WEB・紙回収 

（5） 調査項目 

主な調査項目は以下の通り。 

 

図表 17 主な調査項目 

１． 事業所の基本情報 

 事業所の利用者数 

 事業所のサービス提供範囲（市区町村数） 

 事業所の形態 

 事業所の設備（保管設備、消毒設備） 

 事業所の職員体制等 

２．介護老人保健施設からの退所時

支援における福祉用具専門相談員の

参画の状況 

 介護老人保健施設との定期的・継続的な関わり 

 介護老人保健施設に入所している利用者に対する支援を

行う際、関わりを持つ場面  

 令和 3 年 4 月以前と比べた、退所時カンファレンスに参加

する機会の変化 

 退所時カンファレンスへの出席の連絡を受ける割合、およ

び出席率 

 退所時カンファレンスに出席できなかった・しなかった理由 

 退所時カンファレンスに出席することによる効果 

 退所時カンファレンスでの多職種連携における課題や問

題点 
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 退所後の居宅での福祉用具の利用状況の介護老人保健

施設への伝達有無、およびその割合 

 居宅における福祉用具の適合状況・利用状況の確認や用

具変更の必要性などに関する情報の、介護老人保健施設

のリハビリテーション専門職との共有有無、およびその割

合 

 利用者の退所時支援以外の介護老人保健施設との連携

の有無、およびその場面 

 施設向けに実施している福祉用具に関わるサービス  

３．要支援・要介護者以外の高齢者を

対象とした福祉用具、住宅改修に関

する取組の状況 

 取組の実施状況 

 取組を実施していない理由 

 取組の詳細 

➢ 取組の背景・目的 

➢ 取組の内容 

➢ 対象者 

➢ 取組の開始時期及び頻度 

➢ 取組の主催者 

➢ 取組の資金源 

➢ 取組の関係者 

➢ 取組の効果 

➢ 取組の課題 

 福祉用具貸与事業所として、要支援・要介護者以外の高

齢者への支援に関する問合せや要望を受けたことや、自

治体から取組への参加を求められた経験の有無 

➢ 問合せや要望を受けた相手 

➢ 問合せや要望の具体的な内容 

 

（6） 回収状況 

回収状況は以下の通り。 

 

図表 18 回収状況 

発送数 回収数 回収率 

1,000 326 件 32.6％ 
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（7） 調査結果 

1） 事業所の基本情報 

a. 事業所の利用者数 

 事業所の利用者数は、「1000 人以上」が 19.4％と最も多く、平均値は 625.８人であった。 

図表 19 事業所の利用者数（令和７年９月サービス提供分） 

  
 

b. 事業所のサービス提供範囲 

事業所のサービス提供範囲は、「５～９市区町村」が 33.8％と最も多く、次いで「３市区町村」が

13.5％であり、平均値は 10.4 市区町村であった。 

図表 20 事業所のサービス提供範囲 

  
 

c. 事業所の形態 

事業所の形態は、「単独事業所」が63.1％と最も多く、次いで「多店舗型企業の 1事業所」が24.6％

であった。 

図表 21 事業所の形態 

  

全
体

～

４
９
人

５
０
～

９
９
人

１
０
０
～

１
９
９
人

２
０
０
～

２
９
９
人

３
０
０
～

３
９
９
人

４
０
０
～

４
９
９
人

５
０
０
～

５
９
９
人

６
０
０
～

９
９
９
人

１
０
０
０
人
以
上

無
回
答

平
均

中
央
値

最
小
値

最
大
値

325 43 32 41 31 30 24 16 38 63 7 625.8 347.0 1.0 5750.0

100.0% 13.2% 9.8% 12.6% 9.5% 9.2% 7.4% 4.9% 11.7% 19.4% 2.2%

全
体

１
市
区
町
村

２
市
区
町
村

３
市
区
町
村

４
市
区
町
村

５
～

９
市
区
町
村

１
０
～

１
４
市
区
町
村

１
５
～

１
９
市
区
町
村

２
０
～

２
９
市
区
町
村

３
０
～

３
９
市
区
町
村

４
０
～

４
９
市
区
町
村

５
０
市
区
町
村
以
上

無
回
答

平
均

中
央
値

最
小
値

最
大
値

325 16 16 44 26 110 26 23 20 12 2 5 25 10.4 6.0 1.0 179.0

100.0% 4.9% 4.9% 13.5% 8.0% 33.8% 8.0% 7.1% 6.2% 3.7% 0.6% 1.5% 7.7%

全
体

単
独
事
業
所

多
店
舗
型
企
業
の
１
事

業
所

病
院
・
施
設
に
付
属
し

た
事
業
所

そ
の
他

無
回
答

325 205 80 13 13 14

100.0% 63.1% 24.6% 4.0% 4.0% 4.3%
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d. 事業所の設備 

事業所の設備について、福祉用具保管設備は「あり」が 60.4%であり、福祉用具消毒設備は「あり」

が 27.4%であった。 

図表 22 事業所の設備 

  
 

e. 事業所の職員体制等 

事業所の職員体制等について、現場担当職（営業職）は全体の平均で 5.3 人、事務専業職は全体の

平均で 2.2 人、その他は全体の平均で 2.1 人であった。 

図表 23 事業所の職員体制等 

  
  

全
体

あ
り

な
し

無
回
答

325 197 121 7

100.0% 60.6% 37.2% 2.2%

325 89 229 7

100.0% 27.4% 70.5% 2.2%

福祉用具保管設備

福祉用具消毒設備

全
体

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
～

９
人

１
０
～

１
９
人

２
０
人
以
上

無
回
答

平
均

中
央
値

最
小
値

最
大
値

325 0 7 75 70 57 75 33 6 2 5.3 4.0 1.0 52.0

100.0% 0.0% 2.2% 23.1% 21.5% 17.5% 23.1% 10.2% 1.8% 0.6%

325 0 8 80 70 51 64 28 4 20 5.0 3.0 1.0 52.0

100.0% 0.0% 2.5% 24.6% 21.5% 15.7% 19.7% 8.6% 1.2% 6.2%

325 166 20 5 1 1 1 0 0 131 0.2 0.0 0.0 5.0

100.0% 51.1% 6.2% 1.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 40.3%

325 57 92 52 31 20 25 4 2 42 2.2 1.0 0.0 25.0

100.0% 17.5% 28.3% 16.0% 9.5% 6.2% 7.7% 1.2% 0.6% 12.9%

325 90 48 23 15 7 9 11 3 119 2.1 1.0 0.0 22.0

100.0% 27.7% 14.8% 7.1% 4.6% 2.2% 2.8% 3.4% 0.9% 36.6%

325 100 29 20 9 3 9 4 0 151 1.3 0.0 0.0 18.0

100.0% 30.8% 8.9% 6.2% 2.8% 0.9% 2.8% 1.2% 0.0% 46.5%

325 146 2 0 0 0 0 0 0 177 0.0 0.0 0.0 1.0

100.0% 44.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 54.5%

そ
の
他

全体

福祉用具専門相談員資格保有者数

リハビリテーション専門職資格者数

現
場
担
当
職

（
営
業
職

）

全体

福祉用具専門相談員資格保有者数

リハビリテーション専門職資格者数

事務専業職（全体）
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2） 介護老人保健施設からの退所時支援における福祉用具専門相談員の参画の状況 

a. 福祉用具サービスの提供における介護老人保健施設との定期的・継続的な関わり 

福祉用具サービスの提供における介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりについて、「関わり

がある」は 38.5%、「関わりがない」が 60.3％であり、「関わりがある」と回答した事業所が、関わりが

ある介護老人保健施設数の平均は６．２か所であった。 

図表 26～図表 28 を見ると、福祉用具保管設備や福祉用具消毒設備がある事業所や、事業所の

現場担当職（営業職）の人数が多い事業所のほうが、「関わりがある」と回答した割合が高い傾向にあっ

た。 

 

図表 24 福祉用具サービスの提供における介護老人保健施設との定期的・継続的な関わり 

  

 

図表 25 関わりがある介護老人保健施設数

 

※図表 24 で「関わりがある」と回答した事業所のみ回答 

  

全
体

関
わ
り
が
あ
る

関
わ
り
が
な
い

無
回
答

325 125 196 4

100.0% 38.5% 60.3% 1.2%

全
体

１
か
所

２
か
所

３
か
所

４
か
所

５
～

９
か
所

１
０
～

１
４
か
所

１
５
～

１
９
か
所

２
０
か
所
以
上

無
回
答

平
均

中
央
値

最
小
値

最
大
値

125 26 18 12 12 26 7 2 10 12 6.2 4.0 1.0 50.0

100.0% 20.8% 14.4% 9.6% 9.6% 20.8% 5.6% 1.6% 8.0% 9.6%
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図表 26 福祉用具サービスの提供における介護老人保健施設との定期的・継続的な関わり 

（福祉用具保管設備の有無別） 

  

※「福祉用具保管設備の有無」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 27 福祉用具サービスの提供における介護老人保健施設との定期的・継続的な関わり 

（福祉用具消毒設備の有無別） 

  

※「福祉用具消毒設備の有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

関
わ
り
が
あ
る

関
わ
り
が
な
い

無
回
答

325 125 196 4

100.0% 38.5% 60.3% 1.2%

197 95 101 1

100.0% 48.2% 51.3% 0.5%

121 27 93 1

100.0% 22.3% 76.9% 0.8%

全体

あり

なし

全
体

関
わ
り
が
あ
る

関
わ
り
が
な
い

無
回
答

325 125 196 4

100.0% 38.5% 60.3% 1.2%

89 48 41 0

100.0% 53.9% 46.1% 0.0%

229 74 153 2

100.0% 32.3% 66.8% 0.9%

全体

あり

なし
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図表 28 福祉用具サービスの提供における介護老人保健施設との定期的・継続的な関わり 

（事業所の現場担当職（営業職）の人数別） 

  

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

 

b. 介護老人保健施設に入所している利用者に対する支援を行う際、福祉用具事業者として関

わりを持つ場面 

介護老人保健施設に入所している利用者に対する支援を行う際、福祉用具事業者として関わりを持

つ場面について、「退所時カンファレンス時」が 26.5%と最も多く、次いで「入所前の居宅療養中から」

が 18.2%、「退所後」が 16.0%であった。 

図表 30 を見ると、介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりがある事業所では、「入所前の居

宅療養中」が 28.0%と「退所時カンファレンス時」と並んで最も多かった一方で、介護老人保健施設と

の定期的・継続的な関わりがない事業所では、「退所後」が「退所時カンファレンス時」に次いで2番目に

多かった。 

 

図表 29 介護老人保健施設に入所している利用者に対する支援を行う際、福祉用具事業者として関わ

りを持つ場面（最も多いケースを１つ回答） 

  

  

全
体

関
わ
り
が
あ
る

関
わ
り
が
な
い

無
回
答

325 125 196 4

100.0% 38.5% 60.3% 1.2%

82 19 62 1

100.0% 23.2% 75.6% 1.2%

127 48 76 3

100.0% 37.8% 59.8% 2.4%

75 37 38 0

100.0% 49.3% 50.7% 0.0%

39 21 18 0

100.0% 53.8% 46.2% 0.0%

全体

３人未満

３～４人

５～９人

１０人以上

全
体

入
所
前
の
居
宅
療
養
中

か
ら

入
所
前
の
病
院
入
院
中

か
ら

入
所
時

、
入
所
時
直
後

退
所
準
備
ま
で
の
入
所

中 退
所
時
カ
ン
フ

ァ
レ
ン

ス
時

退
所
前
訪
問
時

退
所
後

そ
の
他

無
回
答

325 59 8 17 40 86 24 52 14 25

100.0% 18.2% 2.5% 5.2% 12.3% 26.5% 7.4% 16.0% 4.3% 7.7%
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図表 30 介護老人保健施設に入所している利用者に対する支援を行う際、福祉用具事業者として場面

から関わりを持っているか（介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無別） 

  

※「介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無」に無回答の場合は集計対象外。 

 

c. 令和 3年 4月以前と比べた、退所時カンファレンスに参加する機会の変化 

令和 3 年 4 月以前と比べた、退所時カンファレンスに参加する機会の変化については、「変わらない」

が最も多く 65.2%であり、次いで「増えた」が 19.1%であった。 

図表 32、図表 33 を見ると、事業所の現場担当職（営業職）の人数が多い事業所や、介護老人保健

施設との定期的・継続的な関わりのある事業所のほうが、「増えた」と回答した割合が高い傾向にあった。 

 

図表 31 令和３年４月以前と比べた、退所時カンファレンスに参加する機会の変化 

  

  

全
体

入
所
前
の
居
宅
療
養
中

か
ら

入
所
前
の
病
院
入
院
中

か
ら

入
所
時

、
入
所
時
直
後

退
所
準
備
ま
で
の
入
所

中 退
所
時
カ
ン
フ

ァ
レ
ン

ス
時

退
所
前
訪
問
時

退
所
後

そ
の
他

無
回
答

325 59 8 17 40 86 24 52 14 25

100.0% 18.2% 2.5% 5.2% 12.3% 26.5% 7.4% 16.0% 4.3% 7.7%

125 35 5 10 19 35 11 6 2 2

100.0% 28.0% 4.0% 8.0% 15.2% 28.0% 8.8% 4.8% 1.6% 1.6%

196 23 3 7 21 50 13 46 12 21

100.0% 11.7% 1.5% 3.6% 10.7% 25.5% 6.6% 23.5% 6.1% 10.7%

全体

関わりがある

関わりがない

全
体

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減

っ
た

無
回
答

325 62 212 34 17

100.0% 19.1% 65.2% 10.5% 5.2%
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図表 32 令和３年４月以前と比べた、退所時カンファレンスに参加する機会の変化 

（事業所の現場担当職（営業職）の人数別） 

  

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 33 令和３年４月以前と比べた、退所時カンファレンスに参加する機会の変化 

（介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無別） 

  

※「介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減

っ
た

無
回
答

325 62 212 34 17

100.0% 19.1% 65.2% 10.5% 5.2%

82 7 57 11 7

100.0% 8.5% 69.5% 13.4% 8.5%

127 23 82 14 8

100.0% 18.1% 64.6% 11.0% 6.3%

75 18 48 7 2

100.0% 24.0% 64.0% 9.3% 2.7%

39 14 23 2 0

100.0% 35.9% 59.0% 5.1% 0.0%

全体

３人未満

３～４人

５～９人

１０人以上

全
体

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減

っ
た

無
回
答

325 62 212 34 17

100.0% 19.1% 65.2% 10.5% 5.2%

125 36 77 12 0

100.0% 28.8% 61.6% 9.6% 0.0%

196 26 133 22 15

100.0% 13.3% 67.9% 11.2% 7.7%

全体

関わりがある

関わりがない
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d. 利用者が介護老人保健施設に入所した場合、退所時カンファレンスへの出席の連絡を受ける

割合、および出席率 

利用者が介護老人保健施設に入所した場合、退所時に退所時カンファレンスへの出席の連絡を受け

る割合は、「２割未満」が36.6%と最も多く、次いで「８割以上 10割未満」が 14.5％、「２割以上 4割未

満」が 14.2％と同程度であった。 

出席の連絡を受けた場合のうち、出席率は、「８割以上 10割未満」が43．7%と最も多く、次いで「10

割」が 32.1％であった。 

図表 35を見ると、介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりがある事業所のほうが、出席の連

絡を受ける割合が高い傾向にあった。 

 

図表 34 利用者が介護老人保健施設に入所した場合、退所時に退所時カンファレンスへの出席の連絡を

受ける割合、および出席率 

  

※「出席率」は、「出席の連絡を受ける割合」に回答があった場合のみ回答 

 

図表 35 利用者が介護老人保健施設に入所した場合、退所時に退所時カンファレンスへの出席の連絡を

受ける割合（介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無別） 

  

※「介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

２
割
未
満

２
割
以
上
４
割
未
満

４
割
以
上
６
割
未
満

６
割
以
上
８
割
未
満

８
割
以
上
１
０
割
未
満

１
０
割

無
回
答

325 119 46 36 32 47 22 23

100.0% 36.6% 14.2% 11.1% 9.8% 14.5% 6.8% 7.1%

302 43 7 10 13 132 97 0

100.0% 14.2% 2.3% 3.3% 4.3% 43.7% 32.1% 0.0%

出席の連絡を受ける割合

出席率

全
体

２
割
未
満

２
割
以
上
４
割
未
満

４
割
以
上
６
割
未
満

６
割
以
上
８
割
未
満

８
割
以
上
１
０
割
未
満

１
０
割

無
回
答

325 119 46 36 32 47 22 23

100.0% 36.6% 14.2% 11.1% 9.8% 14.5% 6.8% 7.1%

125 34 22 16 17 24 11 1

100.0% 27.2% 17.6% 12.8% 13.6% 19.2% 8.8% 0.8%

196 85 23 19 15 23 11 20

100.0% 43.4% 11.7% 9.7% 7.7% 11.7% 5.6% 10.2%

全体

関わりがある

関わりがない
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e. 介護老人保健施設からの退所により新規利用に至った利用者について、退所時カンファレン

スへの出席の連絡を受ける割合、および出席率 

介護老人保健施設からの退所により新規利用に至った利用者について、退所時に退所時カンファレ

ンスへの出席の連絡を受ける割合は、「２割未満」が 33.8%と最も多く、次いで「８割以上 10 割未満」

が 20.0％であった。 

出席の連絡を受けた場合のうち、出席率は、「10割」が39.7%と最も多く、次いで「８割以上 10割未

満」が 38.0％であった。 

図表 37を見ると、介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりがある事業所のほうが、出席の連

絡を受ける割合が高い傾向にあった。 

 

図表 36 介護老人保健施設からの退所により新規利用に至った利用者について、退所時カンファレンス

への出席の連絡を受ける割合、および出席率 

  

※「出席率」は、「出席の連絡を受ける割合」に回答があった場合のみ回答 

 

図表 37 介護老人保健施設からの退所により新規利用に至った利用者について、退所時カンファレンス

への出席の連絡を受ける割合（介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無別） 

  

※「介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

２
割
未
満

２
割
以
上
４
割
未
満

４
割
以
上
６
割
未
満

６
割
以
上
８
割
未
満

８
割
以
上
１
０
割
未
満

１
０
割

無
回
答

325 110 35 28 28 65 39 20

100.0% 33.8% 10.8% 8.6% 8.6% 20.0% 12.0% 6.2%

305 37 7 10 11 116 121 3

100.0% 12.1% 2.3% 3.3% 3.6% 38.0% 39.7% 1.0%

出席の連絡を受ける割合

出席率

全
体

２
割
未
満

２
割
以
上
４
割
未
満

４
割
以
上
６
割
未
満

６
割
以
上
８
割
未
満

８
割
以
上
１
０
割
未
満

１
０
割

無
回
答

325 110 35 28 28 65 39 20

100.0% 33.8% 10.8% 8.6% 8.6% 20.0% 12.0% 6.2%

125 34 15 10 13 31 22 0

100.0% 27.2% 12.0% 8.0% 10.4% 24.8% 17.6% 0.0%

196 76 19 18 15 33 17 18

100.0% 38.8% 9.7% 9.2% 7.7% 16.8% 8.7% 9.2%
関わりがない

全体

関わりがある
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f. 退所時カンファレンスに出席できなかった・しなかった理由 

退所時カンファレンスに出席できなかった・しなかった理由は、「連絡を受けた時点で既に別の予定が

入っていたため」が 68.8%と最も多く、次いで「開催日時が勤務日・時間外であったため」および「業務

繁忙で出席する時間がないため」が 17.3％と同程度であった。 

「その他」の回答例は図表 39 に示すとおり。 

 

図表 38 退所時カンファレンスに出席できなかった・しなかった理由【複数回答】 

  

※図表 34 または図表 36 で、出席率を「10 割」以外と回答した場合のみ回答 

 

図表 39 退所時カンファレンスに出席できなかった・しなかった理由_「その他」の回答例 

 退所時からの利用につながる案件はほぼない。 

 現状そのような利用者はいないため。 

 そのようなケースが今まで無い。 

 介護支援専門員からの連絡がないため。 

 連絡を受けた時点で既に終わっている。 

 関わりが無い。 

 家屋調査には参加している。 

  

全
体

開
催
日
時
が
勤
務
日
・

時
間
外
で
あ

っ
た
た
め

連
絡
を
受
け
た
時
点
で

既
に
別
の
予
定
が
入

っ

て
い
た
た
め

出
席
予
定
で
あ

っ
た

が

、
突
発
的
な
対
応
が

入

っ
た
た
め

業
務
繁
忙
で
出
席
す
る

時
間
が
な
い
た
め

出
席
の
必
要
を
感
じ
な

い
た
め

そ
の
他

無
回
答

208 36 143 18 36 4 14 40

100.0% 17.3% 68.8% 8.7% 17.3% 1.9% 6.7% 19.2%



 

88 

   

g. 退所時カンファレンスに出席することによる効果 

退所時カンファレンスに出席することによる効果は、「多職種で検討することで、利用者に対してより

適合する福祉用具や住宅改修の提案ができる」が 83.1%と最も多く、次いで「利用者の退院・退所前に、

リハビリテーション専門職等と一緒に適合確認ができる」が 58.5％であった。 

「その他」の回答例は図表 41 に示すとおり。 

図表 40 退所時カンファレンスに出席することによる効果【複数回答】 

  

 

図表 41 退所時カンファレンスに出席することによる効果_「その他」の回答例 

 利用者の身体状況や家屋環境など、より詳細な情報を得る事ができる。 

 他職種の方の福祉用具貸与に係る考え方や意見を知ることができる。 

 受け入れる家族側の準備としても協力ができる。 

  

全
体

多
職
種
で
検
討
す
る
こ
と
で

、
利
用
者
に

対
し
て
よ
り
適
合
す
る
福
祉
用
具
や
住
宅

改
修
の
提
案
が
で
き
る

多
職
種
で
検
討
す
る
こ
と
で

、
不
必
要

な
・
適
合
し
な
い
福
祉
用
具
の
貸
与
・
販

売
や
住
宅
改
修
が
削
減
で
き
る

利
用
者
の
退
院
・
退
所
前
に

、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー

シ

ョ
ン
専
門
職
等
と
一
緒
に
操
作
練

習
が
で
き
る

利
用
者
の
退
院
・
退
所
前
に

、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー

シ

ョ
ン
専
門
職
等
と
一
緒
に
適
合
確

認
が
で
き
る

利
用
者
へ
の
提
案
内
容
を
検
討
す
る
時
間

的
猶
予
が
生
ま
れ
る

そ
の
他

特
に
効
果
を
感
じ
て
い
な
い

無
回
答

325 270 124 97 190 118 12 7 19

100.0% 83.1% 38.2% 29.8% 58.5% 36.3% 3.7% 2.2% 5.8%
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h. 退所時カンファレンスでの多職種協働における課題や問題点 

退所時カンファレンスでの多職種協働における課題や問題点は、「施設のリハビリテーション専門職の

提案が在宅生活に適合していない場合がある」が 42.5%と最も多く、次いで「施設のリハビリテーショ

ン専門職の福祉用具や住宅改修に関する理解が不足している場合がある」が 36.6%であった。 

「その他」の回答例は図表 43 に示すとおり。 

 

図表 42 退所時カンファレンスでの多職種協働における課題や問題点【複数回答】 

  

 

図表 43 退所時カンファレンスでの多職種協働における課題や問題点_「その他」の回答例 

 施設側が自宅などの環境を把握していない。 

 施設装備の福祉用具が比較的古く、その機種で指定がある。 

 販売カタログから選定されて、全て貸与可能と思われている場合がある。 

 病院と違い退所の際にカンファレンスを行う文化が薄いと感じる。 

 カンファレンスには呼ばれず、自宅の環境確認のみのケースもあるため。 

 退所時カンファレンス開催日から実際の退所日までの時間がタイトすぎるケースがある。 

 提案しても利用者・家族が専門職の提案を聞く傾向がある。あまり発言できない雰囲気がある。 

 情報が来ない、共有が出来ているか不安。 

 屋内評価等の機会、提案がない。 

  

全
体

施
設
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
専
門
職
の

福
祉
用
具
や
住
宅
改
修
に
関
す
る
理
解
が

不
足
し
て
い
る
場
合
が
あ
る

施
設
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
専
門
職
の

提
案
が
在
宅
生
活
に
適
合
し
て
い
な
い
場

合
が
あ
る

ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー

の
福
祉
用
具
や
住
宅
改

修
に
関
す
る
理
解
が
不
足
し
て
い
る
場
合

が
あ
る

福
祉
用
具
専
門
相
談
員
自
身
の
知
識
・
専

門
性
が
不
十
分
で
あ
る

福
祉
用
具
専
門
相
談
員
自
身
の
発
言
力
が

不
十
分
で
あ
る

そ
の
他

無
回
答

325 119 138 85 25 47 35 55

100.0% 36.6% 42.5% 26.2% 7.7% 14.5% 10.8% 16.9%
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i. 退所後の居宅での福祉用具の利用状況の介護老人保健施設への伝達有無、およびその割合 

退所後の居宅での福祉用具の利用状況の介護老人保健施設への伝達有無は、「伝達している」が

21.3％、「伝達していない」が 72.3％であった。 

「伝達している」と回答した事業所が、退所して居宅に戻られた事例のうち、介護老人保健施設に伝達

している割合は、「２割以上４割未満」および「８割以上 10 割未満」が 20.3％と最も多かった。 

図表 46、図表 47 を見ると、事業所の現場担当職（営業職）の人数が多い事業所や、介護老人保健

施設との定期的・継続的な関わりがある事業所のほうが、「伝達している」と回答した割合が高い傾向に

あった。 

図表 44 退所後の居宅での福祉用具の利用状況の介護老人保健施設への伝達有無 

  

 

図表 45 退所して居宅に戻られた事例のうち、介護老人保健施設に伝達している割合 

 

※図表 44 で「伝達している」と回答した事業所のみ回答 

  

全
体

伝
達
し
て
い
る

伝
達
し
て
い
な
い

無
回
答

325 69 235 21

100.0% 21.2% 72.3% 6.5%

全
体

２
割
未
満

２
割
以
上
４
割
未
満

４
割
以
上
６
割
未
満

６
割
以
上
８
割
未
満

８
割
以
上
１
０
割
未
満

１
０
割

無
回
答

69 12 14 13 4 14 11 1

100.0% 17.4% 20.3% 18.8% 5.8% 20.3% 15.9% 1.4%
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図表 46 退所後の居宅での福祉用具の利用状況の介護老人保健施設への伝達有無 

（事業所の現場担当職（営業職）の人数別） 

  

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 47 退所後の居宅での福祉用具の利用状況の介護老人保健施設への伝達有無 

（介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無別） 

  

※「介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

伝
達
し
て
い
る

伝
達
し
て
い
な
い

無
回
答

325 69 235 21

100.0% 21.2% 72.3% 6.5%

82 16 59 7

100.0% 19.5% 72.0% 8.5%

127 25 92 10

100.0% 19.7% 72.4% 7.9%

75 12 60 3

100.0% 16.0% 80.0% 4.0%

39 16 23 0

100.0% 41.0% 59.0% 0.0%

全体

３人未満

３～４人

５～９人

１０人以上

全
体

伝
達
し
て
い
る

伝
達
し
て
い
な
い

無
回
答

325 69 235 21

100.0% 21.2% 72.3% 6.5%

125 42 82 1

100.0% 33.6% 65.6% 0.8%

196 27 151 18

100.0% 13.8% 77.0% 9.2%

全体

関わりがある

関わりがない
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j. 居宅における福祉用具の適合状況・利用状況の確認や用具変更の必要性などに関する情報

の、介護老人保健施設のリハビリテーション専門職との共有有無、およびその割合 

居宅における福祉用具の適合状況・利用状況の確認や用具変更の必要性などに関する情報の、介護

老人保健施設のリハビリテーション専門職との共有有無は、「共有している」が 24.9％、「共有していな

い」が 66.2％であった。 

「共有している」と回答した事業所が、退所して居宅に戻られた事例のうち、介護老人保健施設に伝達

している割合は、「８割以上 10 割未満」が 21.0％と最も多く、次いで「２割以上４割未満」が 19.8％で

あった。 

図表 50、図表 51 を見ると、事業所の現場担当職（営業職）の人数が多い事業所や、介護老人保健

施設との定期的・継続的な関わりがある事業所のほうが、「伝達している」と回答した割合が高い傾向に

あった。 

 

図表 48 居宅における福祉用具の適合状況・利用状況の確認や用具変更の必要性などに関する情報

の、介護老人保健施設のリハビリテーション専門職との共有有無 

  

 

図表 49 退所して居宅に戻られた事例のうち、介護老人保健施設のリハビリテーション専門職と共有し

ている割合 

  

  

全
体

共
有
し
て
い
る

共
有
し
て
い
な
い

無
回
答

325 81 215 29

100.0% 24.9% 66.2% 8.9%

全
体

２
割
未
満

２
割
以
上
４
割
未
満

４
割
以
上
６
割
未
満

６
割
以
上
８
割
未
満

８
割
以
上
１
０
割
未
満

１
０
割

無
回
答

81 13 16 15 6 17 11 3

100.0% 16.0% 19.8% 18.5% 7.4% 21.0% 13.6% 3.7%
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図表 50 居宅における福祉用具の適合状況・利用状況の確認や用具変更の必要性などに関する情報

の、介護老人保健施設のリハビリテーション専門職との共有有無 

（事業所の現場担当職（営業職）の人数別） 

  

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 51 居宅における福祉用具の適合状況・利用状況の確認や用具変更の必要性などに関する情報の、

介護老人保健施設のリハビリテーション専門職との共有有無 

（介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無別） 

  

※「介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

共
有
し
て
い
る

共
有
し
て
い
な
い

無
回
答

325 81 215 29

100.0% 24.9% 66.2% 8.9%

82 17 55 10

100.0% 20.7% 67.1% 12.2%

127 29 85 13

100.0% 22.8% 66.9% 10.2%

75 19 52 4

100.0% 25.3% 69.3% 5.3%

39 16 22 1

100.0% 41.0% 56.4% 2.6%

全体

３人未満

３～４人

５～９人

１０人以上

全
体

共
有
し
て
い
る

共
有
し
て
い
な
い

無
回
答

325 81 215 29

100.0% 24.9% 66.2% 8.9%

125 49 74 2

100.0% 39.2% 59.2% 1.6%

196 32 139 25

100.0% 16.3% 70.9% 12.8%
関わりがない

全体

関わりがある
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k. 利用者の退所時支援以外の介護老人保健施設との連携の有無、およびその場面 

利用者の退所時支援以外の介護老人保健施設との連携の有無は、「あり」が 31.1%、「なし」が

61.8％であった。 

「あり」と回答した事業所が連携を行っている場面は、「施設からの福祉用具に関する相談受付（個別

利用者に関わらない相談」が 57.4%と最も多く、次いで「施設での福祉用具の常設展示や販売（介護

保険給付対象外の福祉用具や自助具）」が37.6％であった。「その他」の回答例は図表 54に示すとお

り。 

図表 55～図表 58 を見ると、福祉用具保管設備や福祉用具消毒設備がある事業所や、事業所の

現場担当職（営業職）の人数が多い事業所、介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりがある事

業所のほうが、「あり」と回答した割合が高い傾向にあった。 

 

図表 52 利用者の退所時支援以外の介護老人保健施設との連携の有無 

  

 

図表 53 連携を行っている場面【複数回答】 

  

※図表 52 で「あり」と回答した場合のみ回答 

  

全
体

あ
り

な
し

無
回
答

325 101 201 23

100.0% 31.1% 61.8% 7.1%

全
体

個
別
利
用
者
に
関
わ
ら
な
い
ケ
ー

ス

ス
タ
デ

ィ

（
新
規
製
品
の
デ
モ
等

）

施
設
入
所
者
・
家
族
へ
の
講
話

施
設
職
員
へ
の
研
修

施
設
職
員
と
の
勉
強
会

施
設
で
の
福
祉
用
具
の
常
設
展
示

（
介
護
保
険
給
付
対
象
種
目

）

施
設
で
の
福
祉
用
具
の
常
設
展
示
や

販
売

（
介
護
保
険
給
付
対
象
外
の
福

祉
用
具
や
自
助
具

）

施
設
か
ら
の
福
祉
用
具
に
関
す
る
相

談
受
付

（
個
別
利
用
者
に
関
わ
ら
な

い
相
談

）

施
設
か
ら
の
福
祉
用
具
に
限
ら
な
い

相
談
対
応

（
設
備
改
修
な
ど

）

新
規
製
品
や
展
示
会
な
ど
の
情
報
提

供 補
助
金
申
請
な
ど
の
サ
ポ
ー

ト

そ
の
他

無
回
答

101 37 5 15 22 8 38 58 35 30 15 3 2

100.0% 36.6% 5.0% 14.9% 21.8% 7.9% 37.6% 57.4% 34.7% 29.7% 14.9% 3.0% 2.0%
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図表 54 連携を行っている場面_「その他」の回答例 

 機種変更の提案、検討時 

 靴などの選定 購入品の相談等 

 弊社の相談会への誘致 

 

図表 55 利用者の退所時支援以外の介護老人保健施設との連携の有無（福祉用具保管設備の有無別） 

  

※「福祉用具保管設備の有無」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 56 利用者の退所時支援以外の介護老人保健施設との連携の有無（福祉用具消毒設備の有無別） 

  

※「福祉用具消毒設備の有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

あ
り

な
し

無
回
答

325 101 201 23

100.0% 31.1% 61.8% 7.1%

197 75 113 9

100.0% 38.1% 57.4% 4.6%

121 25 86 10

100.0% 20.7% 71.1% 8.3%

全体

あり

なし

全
体

あ
り

な
し

無
回
答

325 101 201 23

100.0% 31.1% 61.8% 7.1%

89 41 45 3

100.0% 46.1% 50.6% 3.4%

229 59 154 16

100.0% 25.8% 67.2% 7.0%

全体

あり

なし
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図表 57 利用者の退所時支援以外の介護老人保健施設との連携の有無 

（事業所の現場担当職（営業職）の人数別） 

  

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 58 利用者の退所時支援以外の介護老人保健施設との連携の有無 

（介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無別） 

  

※「介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりの有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

あ
り

な
し

無
回
答

325 101 201 23

100.0% 31.1% 61.8% 7.1%

82 10 64 8

100.0% 12.2% 78.0% 9.8%

127 41 76 10

100.0% 32.3% 59.8% 7.9%

75 26 45 4

100.0% 34.7% 60.0% 5.3%

39 24 15 0

100.0% 61.5% 38.5% 0.0%

全体

３人未満

３～４人

５～９人

１０人以上

全
体

あ
り

な
し

無
回
答

325 101 201 23

100.0% 31.1% 61.8% 7.1%

125 72 51 2

100.0% 57.6% 40.8% 1.6%

196 27 150 19

100.0% 13.8% 76.5% 9.7%

全体

関わりがある

関わりがない
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l. 施設向けに実施している福祉用具に関わるサービス 

施設向けに実施している福祉用具に関わるサービスは、「施設入所者への退所前のデモ（有償・無償）」

が 58.8％と最も多く、次いで「施設入所者への自費レンタル」が 43.1％であった。 

 

図表 59 施設向けに実施している福祉用具に関わるサービス【複数回答】 

  

  

全
体

施
設
へ
の
レ
ン
タ
ル

施
設
へ
の
リ
ー

ス

施
設
備
品
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス

施
設
入
所
者
へ
の
自
費

レ
ン
タ
ル

施
設
入
所
者
へ
の
退
所

前
の
デ
モ

（
有
償
・
無

償

）

無
回
答

325 96 22 60 140 191 59

100.0% 29.5% 6.8% 18.5% 43.1% 58.8% 18.2%
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3） 要支援・要介護者以外の高齢者を対象とした福祉用具、住宅改修に関する取組の状況 

a. 取組の実施状況 

取組の実施状況については、「①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に

関連する取組」、「②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組」のいずれも、「実施してい

る」と回答した事業所は３割未満であった。 

図表 61～図表 66を見ると、福祉用具保管設備や福祉用具消毒設備がある事業所や、事業所の現

場担当職（営業職）の人数が多い事業所のほうが、「実施している」と回答した割合が高い傾向にあった。 

 

図表 60 取組の実施状況 

  

 

図表 61 取組の実施状況_①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する

取組（福祉用具保管設備の有無別） 

  

※「福祉用具保管設備の有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な

い
が

、
過
去
に
実
施
し

た
こ
と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な

い
・
把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

325 63 47 212 3

100.0% 19.4% 14.5% 65.2% 0.9%

325 91 61 170 3

100.0% 28.0% 18.8% 52.3% 0.9%

325 19 13 232 61

100.0% 5.8% 4.0% 71.4% 18.8%

①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具
や住宅改修に関連する取組

②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取
組

③その他

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な
い

が

、
過
去
に
実
施
し
た
こ

と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な
い
・

把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

325 63 47 212 3

100.0% 19.4% 14.5% 65.2% 0.9%

197 47 36 114 0

100.0% 23.9% 18.3% 57.9% 0.0%

121 15 9 96 1

100.0% 12.4% 7.4% 79.3% 0.8%

全体

あり

なし
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図表 62 取組の実施状況_②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組 

（福祉用具保管設備の有無別） 

  

※「福祉用具保管設備の有無」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 63 取組の実施状況_①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する

取組（福祉用具消毒設備の有無別） 

  

※「福祉用具消毒設備の有無」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な
い

が

、
過
去
に
実
施
し
た
こ

と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な
い
・

把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

325 91 61 170 3

100.0% 28.0% 18.8% 52.3% 0.9%

197 72 46 79 0

100.0% 36.5% 23.4% 40.1% 0.0%

121 16 15 89 1

100.0% 13.2% 12.4% 73.6% 0.8%

全体

あり

なし

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な
い

が

、
過
去
に
実
施
し
た
こ

と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な
い
・

把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

325 63 47 212 3

100.0% 19.4% 14.5% 65.2% 0.9%

89 22 18 49 0

100.0% 24.7% 20.2% 55.1% 0.0%

229 40 27 161 1

100.0% 17.5% 11.8% 70.3% 0.4%

全体

あり

なし
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図表 64 取組の実施状況_②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組 

（福祉用具消毒設備の有無別） 

  

※「福祉用具消毒設備の有無」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 65 取組の実施状況_①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する

取組（事業所の現場担当職（営業職）の人数別） 

  

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な
い

が

、
過
去
に
実
施
し
た
こ

と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な
い
・

把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

325 91 61 170 3

100.0% 28.0% 18.8% 52.3% 0.9%

89 37 19 33 0

100.0% 41.6% 21.3% 37.1% 0.0%

229 51 42 135 1

100.0% 22.3% 18.3% 59.0% 0.4%

全体

あり

なし

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な
い

が

、
過
去
に
実
施
し
た
こ

と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な
い
・

把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

325 63 47 212 3

100.0% 19.4% 14.5% 65.2% 0.9%

82 7 4 69 2

100.0% 8.5% 4.9% 84.1% 2.4%

127 21 20 85 1

100.0% 16.5% 15.7% 66.9% 0.8%

75 19 17 39 0

100.0% 25.3% 22.7% 52.0% 0.0%

39 16 6 17 0

100.0% 41.0% 15.4% 43.6% 0.0%

全体

３人未満

３～４人

５～９人

１０人以上
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図表 66 取組の実施状況_②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組 

（事業所の現場担当職（営業職）の人数別） 

  

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

  

全
体

実
施
し
て
い
る

現
在
は
実
施
し
て
い
な
い

が

、
過
去
に
実
施
し
た
こ

と
が
あ
る

実
施
し
た
こ
と
は
な
い
・

把
握
し
て
い
な
い

無
回
答

325 91 61 170 3

100.0% 28.0% 18.8% 52.3% 0.9%

82 9 9 62 2

100.0% 11.0% 11.0% 75.6% 2.4%

127 21 27 78 1

100.0% 16.5% 21.3% 61.4% 0.8%

75 38 19 18 0

100.0% 50.7% 25.3% 24.0% 0.0%

39 23 6 10 0

100.0% 59.0% 15.4% 25.6% 0.0%

全体

３人未満

３～４人

５～９人

１０人以上
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b. 1事業所あたりの実施している取組の数 

①～③の取組について、1事業所あたりの実施している取組の数をみると、「いずれも実施していない」

が 42.5％と最も多く、次いで「1 つ実施」が 18.5%であった。 

 

図表 67 １事業所あたりの実施している取組の数 

 

※「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」と回答した場合を含む 

 

c. 取組を実施していない理由 

①～③の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した事業所が、取組を実施してい

ない理由は、「取組を実施する体制が構築できない」が 60.1％と最も多く、次いで「取組の採算性の確

保が難しい」が 30.4％であった。 

図表 69 を見ると、事業所の現場担当職（営業職）の人数が 10 人未満の事業所では、「取組を実施

する体制が構築できない」が最も多かった一方で、10 人以上の事業所では「取組の採算性の確保が難

しい」が最も多かった。 

「その他」の回答例は図表 70 に示す通り。 

 

図表 68 取組を実施していない理由【複数回答】 

  

※図表 60 で①～③の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した場合のみ回答 

 

  

全
体

い
ず
れ
も
実
施
し
て
い

な
い

１
つ
実
施

２
つ
実
施

３
つ
実
施

無
回
答

325 138 60 45 21 61

100.0% 42.5% 18.5% 13.8% 6.5% 18.8%

全
体

取
組
を
実
施
す
る
体
制

が
構
築
で
き
な
い

取
組
の
採
算
性
の
確
保

が
難
し
い

ど
の
よ
う
な
取
組
を
実

施
し
た
ら
よ
い
か
わ
か

ら
な
い

そ
の
他

取
組
の
必
要
性
を
感
じ

て
い
な
い

無
回
答

138 83 42 39 7 15 5

100.0% 60.1% 30.4% 28.3% 5.1% 10.9% 3.6%



 

103 

   

図表 69 取組を実施していない理由（事業所の現場担当職（営業職）の人数別）【複数回答】 

  

※図表 60 で①～③の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した場合のみ回答 

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

 

図表 70 取組を実施していない理由_「その他」の回答例 

 経費、時間、労費が経営運営に支障圧迫が出る 

 資金が確保できない 

 多忙なため時間がない 

 該当するケースがなかったため 

 

d. 福祉用具貸与事業所として、要支援・要介護認定者以外の高齢者への支援に関する問合せや

要望を受けたことや、自治体から取組への参加を求められた経験の有無 

①～③の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した事業所が、福祉用具貸与事業

所として、要支援・要介護認定者以外の高齢者への支援に関する問合せや要望を受けたことや、自治体

から取組への参加を求められた経験の有無は、「あり」が 32.6%、「なし」が 64.5％であった。 

図表 72 を見ると、事業所の現場担当職（営業職）の人数が多い事業所ほど、「あり」と回答した割合

が高い傾向にあった。 

  

全
体

取
組
を
実
施
す
る
体
制

が
構
築
で
き
な
い

取
組
の
採
算
性
の
確
保

が
難
し
い

ど
の
よ
う
な
取
組
を
実

施
し
た
ら
よ
い
か
わ
か

ら
な
い

そ
の
他

取
組
の
必
要
性
を
感
じ

て
い
な
い

無
回
答

138 83 42 39 7 15 5

100.0% 60.1% 30.4% 28.3% 5.1% 10.9% 3.6%

50 24 17 14 3 8 2

100.0% 48.0% 34.0% 28.0% 6.0% 16.0% 4.0%

63 45 17 16 3 5 2

100.0% 71.4% 27.0% 25.4% 4.8% 7.9% 3.2%

16 10 4 8 0 2 0

100.0% 62.5% 25.0% 50.0% 0.0% 12.5% 0.0%

7 3 4 1 1 0 0

100.0% 42.9% 57.1% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
１０人以上

全体

３人未満

３～４人

５～９人
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図表 71 福祉用具貸与事業所として、要支援・要介護認定者以外の高齢者への支援に関する問合せや要

望を受けたことや、自治体から取組への参加を求められた経験の有無 

  

※図表 60 で①～③の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した場合のみ回答 

 

図表 72 福祉用具貸与事業所として、要支援・要介護認定者以外の高齢者への支援に関する問合せや要

望を受けたことや、自治体から取組への参加を求められ経験の有無 

（事業所の現場担当職（営業職）の人数別） 

  

※図表 60 で①～③の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した場合のみ回答 

※「事業所の現場担当職（営業職）の人数」に無回答の場合は集計対象外。 

 

e. 問合せや要望を受けた相手 

福祉用具貸与事業所として、要支援・要介護認定者以外の高齢者への支援に関する問合せや要望を

受けたことや、自治体から取組への参加を求められた経験があると回答した事業所が、問合せや要望を

受けた相手は、「地域包括支援センター」および「利用者・家族」が 53.3%と最も多かった。 

「その他」の回答例は図表 74 に示すとおり。 

  

全
体

あ
り

な
し

無
回
答

138 45 89 4

100.0% 32.6% 64.5% 2.9%

全
体

あ
り

な
し

無
回
答

138 45 89 4

100.0% 32.6% 64.5% 2.9%

50 14 35 1

100.0% 28.0% 70.0% 2.0%

63 20 41 2

100.0% 31.7% 65.1% 3.2%

16 5 11 0

100.0% 31.3% 68.8% 0.0%

7 6 1 0

100.0% 85.7% 14.3% 0.0%
１０人以上

全体

３人未満

３～４人

５～９人
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図表 73 問合せや要望を受けた相手【複数回答】 

  

 

図表 74 問合せや要望を受けた相手_「その他」の回答例 

 地域住民やサービス企業、知らない人からの問い合わせ電話 

 区役所生活保護係 

 

f. 問合せや要望の具体的な内容 

福祉用具貸与事業所として、要支援・要介護認定者以外の高齢者への支援に関する問合せや要望を

受けたことや、自治体から取組への参加を求められた経験があると回答した事業所が、実際に受けた問

合せや要望の具体的な内容は、図表 75 に示すとおり。地域や施設等でのイベントへの参加依頼や、自

費レンタルの問合せ等が多く見られた。 

  

全
体

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

近
隣
の
福
祉
用
具
貸

与
・
販
売
事
業
所

他
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
事

業
所

利
用
者
・
家
族

市
区
町
村

都
道
府
県

そ
の
他

無
回
答

45 24 2 12 24 6 0 3 1

100.0% 53.3% 4.4% 26.7% 53.3% 13.3% 0.0% 6.7% 2.2%
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図表 75 問合せや要望の具体的な内容_回答例 

[福祉用具等に関する相談・対応] 

 取り扱いのある福祉用具の確認。自費利用に関する問い合わせ等。 

 介護保険をまだ申請していない状態で、福祉用具の貸与や販売を希望されたり、情報を知りた

いと言う問い合わせがしばしばある。 

 介護保険非該当の方への福祉用具の貸与及び工事の相談。 

 介護認定非該当であっても身体の状況によりベッドや車いす等を利用希望の方から自費での

貸与の問い合わせ。 

 認定を受けてなくても使える歩行器があるのかという問い合わせ。 

 介護認定を受けていない方等からの特殊寝台の貸与の問い合わせが一番多い。 

 自宅内に自費で階段昇降機の設置希望があった。 

 介護保険外で手すりを付けたい。 

 シルバーカーの購入・杖やリハビリシューズの購入など。 

 くつや杖等、公費の対象にならない用具についての相談はよくある。 

 紙おむつの種類・当て方、福祉用具の存在、説明。 

 ３０代男性、ガン治療の方（ご家族よりＴＥＬ）退院にあたり、電動で動くベッドの用意が必要だと

医者から言われたとの相談があった。／４０代男性、ガン末期、医療で訪問看護利用の方ご本人

より、点滴台を自費で借りたいとの相談があった。 

[地域活動] 

 地域包括支援センターやグループホームの地域イベント等へ参加し、福祉用具の展示や紹介を

行っている。 

 近隣在住高齢者向けのセミナー、地域包括支援センター主体の介護者教室等の展示、病院関

係での勉強会、地域包括支援センターからの依頼の地域の催し物の展示、地域で行う全国規模

が主催の福祉用具の展示。 

 専門職なので健康等の知識を研修したり、福祉用具の普及を求められる。 

 児童/高齢者等への福祉用具紹介。 

 福祉用具のデモンストレーションを行い介護職員に説明。 

 災害時の用具 Q&A、軽度者向けの展示、特定福祉用具販売品の説明。 

 地域のフェスの参加依頼があった。 

 見守りネットワークへの協力依頼。認知症サポーター養成講座への参加案内。 

[その他] 

 相談として、地域包括支援センターと連絡している。利用開始になったケースもある。 
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定

期
化

さ
せ

る
こ
と
と
定

期
的

に
同

一
者

が
参

加
さ
れ
る
こ
と
が
合

わ
な
い
と
い
け

な
い
。
 

3
 

9
 

・地
域
住
民

 

・
介

護
支

援

専
門
員

 

・福
祉
用
具
の
常
設
展
示

 

・地
元
テ
レ
ビ
局
で
用
具
の
使
い
方
説
明

 

・地
元
小
学
生
へ
の
会
社
案
内

 

・居
宅
支
援
事
業
所
へ
の
勉
強
会

 


 地

域
包

括
支

援
セ
ン

タ
ー
職
員

 

介
護
支
援
専
門
員

 

【
効
果
】 

自
社
の
認
知
度
、
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

 

【
課
題
】 

取
組

に
関

わ
る
社

員
の
通

常
業

務
時

間
の
減

少
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所
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イ
） 
介
護
教
室
で
の
講
義
等

 

N
o
. 

事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

１
 

3
 

薬
局

に
来

局

の
高
齢
者

 

薬
局

の
待

合
室

に
、
歩

行
器

や
手

す
り
や
杖

な
ど
を
展

示
。
気

軽
に
触

れ
る
機

会
を
設
け
、
利
用

に
関
す
る

相
談

を
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

が

承
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
 

- 
【効

果
】 

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
に
繋

げ
る
こ
と
で
、
介

護

保
険
の
貸
与
の
利
用
に
繋
が
っ
た
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所

 

2
 

3
 

地
域

の
高

齢

者
や
家
族

 

月
１
回
～
（２

日
間
）福

祉
用
具
を
展

示
し
、
チ
ラ
シ
と
共

に
用

具
説

明
を

行
い

、
実

際
に
使

っ
て
も
ら
っ
て
い

る
。
 

介
護

保
険

の
説

明
会

も
行

っ
て
い

る
。
 

- 
【効

果
】 

介
護

保
険

の
利

用
が
わ
か
ら
ず
、
説

明
す
る
と
喜

ば

れ
、
利

用
者

側
か
ら
介
護
支

援
専

門
員

を
紹
介

し
て

ほ
し
い
と
の
希
望
が
多
い
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所

 

３
 

6
 

地
域

住
民

、

介
護
者
等

 

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
・
行
政

な

ど
か
ら
の
依

頼
に
よ
り
サ
ロ
ン
等

開

催
時

に
福

祉
用

具
を
用

い
た
勉

強

会
の
開
催

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー
職
員

 

介
護
支
援
専
門
員

 

【効
果

】 

福
祉
用
具
等
の
認
知
を
広
め
る
。
 

会
社
名
を
広
め
る
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

４
 

8
 

介
護

保
険

の

認
定

を
受

け

て
い
な
い
人

 

（元
気
な
人
） 

地
域

の
公

民
館

、
集

会
所

で
の

福

祉
用
具
の
展
示
を
開
催
し
て
い
る
。
 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー
職
員

 

【効
果

】 

実
際

に
高

齢
者

や
家

族
が
自

立
支

援
の
た
め
の
知

識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

実
際

に
福

祉
用

具
に
触

れ
て
も
ら
う
こ
と
で
自

分
の

生
活
に
あ
っ
た
道
具
を
理
解
し
や
す
く
な
る
。
 

ま
た
、
ま
だ
元
気
だ
か
ら
要
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
方

に
も
早

め
の
備

え
の
大

切
さ
に
気

づ
く
き
っ
か
け
に

も
な
る
。
 

【課
題

】 

福
祉

用
具

の
展

示
で
見
る
だ
け
で
終

わ
り
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
 

せ
っ
か

く
福

祉
用

具
に
触

れ
る
こ
と
が

で
き
て
も
自

宅
で
ど
う
使

う
か
、
ど
う
取
り
入
れ
る
か
な
ど
の
実

践

ま
で
繋

が
ら
な
い
こ
と
多
い
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 
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N
o
. 

事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

対
策

案
と
し
て
、
福

祉
用

具
の
展

示
の
際

に
自

宅
で

こ
の
よ
う
に
使

う
と
い

い
で
す
よ
、
な
ど
の
ア
ド
バ

イ

ス
を
伝

え
る
だ
け
で
も
イ
メ
ー
ジ
が
し
や
す
く
な
る
と

思
う
。
 

5
 

8
 

高
齢

者
、
障

害
者

と
そ

の

ご
家

族
、
地

域
の
方

 

福
祉

用
具

の
正

し
い

使
い

方
、
安

全
に

過
ご

す
た

め
の

住
環

境
整

備
、
介

護
が
必

要
と
な
っ
た
時
の
相

談
窓
口
の
ご
案
内

 


 介

護
支
援
専
門
員

 
【効

果
】 

興
味
を
持
た
れ
る
方
が
多
い
。
 

【課
題

】 

定
期
的
な
開
催
を
目
標
と
し
た
い
が
調
整
が
困
難
な

場
合
が
あ
る
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

6
 

 

2
0

 
高

齢
者

や
、

障
が

い
の
あ

る
方
。
 

定
期

的
に
高

齢
者

が
関

心
を
引

き

そ
う
な
福
祉
用
具
の
チ
ラ
シ
を
作
成

し
た
り
、
住

宅
改
修

に
役

立
つ
設

備

や
部
材
の
紹
介
チ
ラ
シ
を
配
布
。
 

（
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

や
市

町

村
の

高
齢

福
祉

課
、
病

院
の

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室
な
ど
） 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支
援
専
門
員

 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 

【効
果

】 

周
知

の
結

果
、
介

護
保

険
制

度
の

、
福

祉
用

具
貸

与
、
特
定
福
祉
用
具
の
購
入
、
住
宅
改
修
や
身
体
害

者
の
住

宅
改
造
補
助
金
制
度
、
日
常
生
活
用
具
、
補

装
具

の
制

度
を
利

用
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
さ
せ
て

頂
く
こ
と
に
な
る
ケ
ー
ス
が
数
件
あ
る
。
 

【課
題

】 

公
的

な
補

助
の
対

象
に
な
ら
な
い
と
、
経

済
的

な
理

由
で
購

入
等
を
諦
め
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所
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②
地
域
住
民
へ
の
福
祉
用
具
、
住
宅
改
修
の
普
及
・啓
発
の
取
組

 

ア
） 
福
祉
用
具
の
紹
介
、
体
験
等

 

N
o
. 

事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

 
- 

地
域

住
民

、
利

用
者

、
利

用
者

家
族

 

地
域

サ
ロ
ン
や
イ
ベ
ン
ト
に
応

じ
た

福
祉

用
具

の
提

供
と
商

品
説

明
、

体
験
の
実
施
。
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 

【効
果

】 

日
常
で
は
触
れ
る
こ
と
の
な
い
最
新
の
福
祉

用
具
を

実
際
体
験
し
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所

 

2
 

2
 

 

2
 

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
、
一

般

来
場
者

 

福
祉

用
具

の
展

示
、
説

明
会

の
実

施
。
 

自
治

体
開

催
の
福

祉
の
日

等
へ
の

出
店

 


 自

治
体
職
員

 
【効

果
】 

来
場

者
へ

広
く
福

祉
用

具
の
意

義
に
つ
い

て
周

知

で
き
て
い
る

 

【課
題

】 

会
場

へ
来

ら
れ
な
い

方
へ
の
周

知
方

法
等

検
討

し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

3
 

1 6
 2
 

地
域

の
方

、
年

齢
問
わ
ず
。
 

イ
ベ
ン
ト
時

に
福

祉
用

具
（
置

き
型

手
す
り
、
杖
、
自

助
具
等

）の
展
示

、

体
験

、
住

宅
改

修
工

事
の

事
例

紹

介
な
ど
。
 


 そ

の
他

（
メ

ー

カ
ー
） 

【効
果

】 

福
祉
用
具
や
住
宅
改
修
工
事
に
つ
い
て
知
る
キ
ッ
カ

ケ
に
な
る
。
 

商
品
に
つ
い
て
の
認
識
。
 

【課
題

】 

集
客
の
仕
方
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所

 

4
 

7
 3
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
予

防
教

室
の

参
加

者
。
 

医
療

機
関

の
受

診
患
者
。
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー

か
ら
依

頼
を
う
け
、
福

祉
用

具
や
、
補

助
具

の
ご
紹

介
、
相

談
販

売
を
行

っ
た
。

医
療

機
関

の
待

合
室

を
お
借

り
し

て
、
福

祉
用

具
の

相
談

会
を
実

施

し
た
。
 


 -
 

【効
果

】 

福
祉

用
具

の
提

供
、
福

祉
用

具
の
情

報
提

供
が

効

果
的
に
行
わ
れ
た
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所

 

5
 

2 8
 3
 

当
社

の
営

業
エ

リ
ア

の
地

域
住

民
・
居

宅
介

護

支
援
専
門
員

 

新
商
品
の
展
示
。
車
い
す
の
試
乗

。

住
宅
改
修
の
相
談
。
福
祉
用
具
（
杖

等
）の

販
売

 


 そ

の
他

（
主

催

者
） 

【効
果

】 

当
社

で
、
福

祉
用

具
、
貸

与
や
販

売
を
行

っ
て
い
る

こ
と
の
認
知
。
 

 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所
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N
o
. 

事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

【課
題

】 

将
来
的
に
必
要
な
方
も
多
く
、
認
知
し
て
も
ら
え
て
も

今
必

要
な
い
の
で
、
必

要
が
あ
る
時

に
、
居

宅
が
支

援
さ
れ

て
い

て
、
当

社
が

関
わ

る
こ
と
が

で
き
な
い

場
合
も
あ
る
。
 

6
 

6
 4
 

地
域
住
民

 
福

祉
祭

り
等

へ
参

加
し
、
介

護
用

品
の

展
示

及
び

介
護

用
品

、
例

え

ば
特

殊
寝

台
や

車
イ
ス

、
セ
ニ

ア

カ
ー
、
ス
ロ
ー
プ
、
手

摺
り
等

を
展

示
。
又

。
車

い
す
や
特

殊
寝

台
、
歩

行
器

、
杖

等
を
直

に
触

り
、
乗

っ
て

頂
く
、
身

近
に
色

々
な
物

が
有

り
、

居
宅

に
て
安

心
し
て
過

ご
せ

る
事

を
ア
ピ
ー

ル
出

来
れ

ば
と
の

思
い

で
実
施
協
力
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。
 


 そ

の
他

（
当

社
福

祉
用

具
専

門
相

談
員
） 

【効
果

】 

効
果
は
目
に
見
え
て
分
か
ら
な
い
。
 

福
祉

用
具

が
ど
ん
な
物

が
あ
り
、
必

要
に
な
っ
た
ら

相
談

し
て
み

よ
う
と
思

っ
て
い

た
だ
け
た
ら
そ
れ

で

良
い
と
考
え
て
い
る
。
 

【課
題

】 

効
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
分
か
ら
な
い
の

が
課
題
か
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所

 

7
 

2 7
 4
 

地
域

（
町

内
）
の

介
護

保
険

認
定

申
請

を
さ
れ

て

い
な

い
方

々
、

又
今

後
介

護
が

必
要

に
な

ら
れ

る
で

あ
ろ

う
家

族
の

方
々

が
中

心
。
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー

か
ら
の

依
頼

に
よ
り
地

域
公

民
館

な
ど
を

会
場

に
福

祉
用

具
説

明
会

な
ど
を

行
う
。
 

歩
行
補
助
用
具
、
入
浴
用
品
、
ポ
ー

タ
ブ
ル
ト
イ
レ
な
ど
を
展

示
し
説

明

を
行
い
、
実
際
に
用
品
を
使
用
す
る

な
ど
。
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 


 保

健
師

 

【効
果

】 

実
施
し
た
事
業
所
か
ら
そ
の
後
も
継
続
的
に
仕
事
を

い
た
だ
け
て
い
る
。
 

・
他

の
介

護

サ
ー

ビ
ス
事

業
所

、
地

域

包
括

支
援

セ

ン
タ
ー

 

8
 

2 9
 4
 

地
域

エ
リ

ア

方
々

・
来

場
者

・

福
祉

活
動

関
係

者
。
 

多
目

的
ホ
ー

ル
に
て
福

祉
用

具
、

器
具
展

示
、
商
品

体
験

ご
案

内
、
カ

タ
ロ
グ
、
チ
ラ
シ
等
配
置

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 そ
の
他

 

【効
果

】 

参
加
団

体
の
方

々
と
の
交
流

、
取

り
組

み
等

が
知

れ

て
と
て
も
良
い
機
会
。
 

【課
題

】 

来
場
者
が
少
な
い
。
 

イ
ベ
ン
ト
、
交

流
日

、
開

催
日

を
地

域
エ
リ
ア
、
他

エ

リ
ア
に
周
知
し
て
い
た
だ
く
こ
と
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 
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N
o
. 

事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

9
 

2
 5
 

地
域
住
民

 
自

治
体
で
行

わ
れ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト

で
福

祉
用

具
の

展
示

、
説

明
等

。

又
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
軸

と
な
り
、
市

営
住

宅
の

交
流

セ
ン

タ
ー
の

よ
う
な
広

場
で

、
住

人
（
住

人
以

外
も
可

）
を
対

象
と
し
た
福

祉

用
具
の
展
示
、
説
明
等
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 

【効
果

】 

福
祉

用
具

を
知

っ
て
い
て
も
、
使

用
方

法
や
便

利
さ

を
把

握
し
て
い

な
い
方

た
ち
に
は
周

知
し
て
頂

く
事

が
出
来
た
。
 

【課
題

】 

介
護

認
定

を
受

け
て
い
な
い
方

、
要

支
援

の
方

、
要

介
護

の
方

、
又

、
介

護
を
行

っ
て
い

る
ご
家

族
ま
で

共
通

し
、
理

解
を
深

め
る
事

が
出

来
る
よ
う
な
用

具

の
展
示

が
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

1
0

 
1 0

 5
 

ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ

ア
、
福
祉
用
具
を

利
用

し
て

い
る

方
の
ご
家
族
。
 

展
示
会
を
開
催
。
メ
ー
カ
ー
の
協
力

を
得

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
福

祉
用

具
に

触
れ
て
も
ら
う
。
 


 そ

の
他

（
一

般
市

民
） 

【効
果

】 

触
れ
た
こ
と
の
な
い
福
祉
用
具
の
理
解
が
深
ま
る
。
 

福
祉
用
具
提
案
時
の
理
解
が
あ
る
こ
と
。
 

【課
題

】 

展
示

会
場
ま
で
の
交
通
機
関
が
悪
い
こ
と
が
あ
る
た

め
会
場
選
び
が
重
要
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

1
1
 

2 4
 5
 

一
般
市
民

 
介

護
サ

ー
ビ
ス
事

業
者

協
議

会
と

し
て
の
展

示
会

の
開

催
。
（
市

や
介

護
サ
ー
ビ
ス
事

業
者

協
議

会
主

催

の
介
護
フ
ェ
ス
へ
の
参
加
） 

当
社

に
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
を
常

設
し
て

お
り
、
実
際
に
手
に
取
り
・体

感
し
て

い
た
だ
く
事
が
で
き
る
。
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 

【効
果

】 

市
民
へ
の
広
い
周
知
が
で
き
る
。
 

【課
題

】 

・
集

客
数

は
満

足
で

き
る
規

模
に
は

達
成

で
き
な

か
っ
た
。
 

・
会

場
の
確

保
・
運

営
経

費
を
捻

出
す
る
の
に
苦

労

を
し
て
い
る
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与

事
業

所
、
公
費

 

1
2

 
2 5

 5
 

・
介

護
者

家
族

の
会

 

・地
域
住
民

 

・民
生
委
員

 

・来
店
客

 

・
福

祉
用

具
の

使
い

方
や

介
助

方

法
の
レ
ク
チ
ャ
ー

 

・介
護
保
険
制
度
を
利
用
し
て
の
住

環
境
整
備
の
説
明

 

・
事

務
所

に
併

設
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

で
の

福
祉

用
具

の
展

示
、
使

用
方

法
説
明

 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 

【効
果

】 

・
普

段
、
福

祉
用

具
に
か

か
わ
り
の

な
い

方
に
も
生

活
の
中
で
の
福
祉
用
具
の
重
要
性
を
認
識
し
て
も
ら

え
た
。
 

・
福

祉
用

具
の
常

設
展

示
に
よ
り
、
介

護
保

険
認

定

前
の

来
店

客
も
多

数
あ

り
、
必

要
と
判

断
さ
れ

る

ケ
ー
ス
に
は
ス
ム
ー
ズ
に
介

護
保

険
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
に
つ
な
げ

ら
れ

て
い

る
。

(
地

域
包

括
支

援
セ
ン

タ
ー
と
の
連
携

) 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 
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事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

【課
題

】 

・
勉

強
会

は
関

係
機

関
か
ら
の
依

頼
が
あ
っ
た
場

合

の
み
の
開

催
で
あ
る
た
め
、
今
後

は
事
業

所
側
か
ら

の
発

信
で

何
か

普
及

や
啓

発
に
か

か
わ

る
取

り
組

み
が
で
き
な
い
か
と
模
索
し
て
い
る
。
 

・常
設
展
示
福
祉
用
具
の
更
新
や
増
設
に
つ
い
て

 

1
3

 
1 1
 6

 
地

域
包

括
支

援

セ
ン

タ
ー

の
お

祭
り
に

き
た

高

齢
者

、
ご

家
族

様
 

特
殊

寝
台

や
手

す
り
、
車

い
す
、
歩

行
器

、
杖

、
入

浴
用

品
、
介

護

シ
ュ
ー
ズ
、
介

護
保

険
で

貸
与

・
購

入
出
来
る
物

を
会
場

に
設

置
し
、
お

祭
り
に
来
た
高
齢

者
の
方
、
ご
家

族

様
に
、
福

祉
用

具
っ
て
こ
ん
な
物

が

あ
る
ん

だ
な
、
手

す
り
に
捕

ま
る
と

立
ち
座

り
が
こ
ん
な
に
ス
ム
ー
ズ
に

杖
を
使

用
す

る
と
安

全
且

歩
行

が

楽
に
な
る
ん
だ
な
と
、
実

際
に
使

っ

て
見

て
試

し
て
貰

う
こ
と
で

、
福

祉

用
具

を
知

る
き
っ
か

け
作

り
を

し

た
。
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 

【効
果

】 

・来
場
さ
れ
た
家
族
よ
り
、
こ
れ
ま
で
本
人
が

1
人
で

外
に
出

た
が
ら
な
か
っ
た
が
（
転

び
そ
う
で
怖

い
）
歩

行
器

を
使

用
し
た
事

で
、
転

倒
の
心

配
が
減

り
歩

く

の
が

ス
ム
ー
ズ
に
な
っ
た
為

、
外

に
出

て
散

歩
し
た

い
と
言
い
気
持
ち
も
明
る
く
な
っ
た
。
 

・
普

段
の
生

活
の
中
で
は
福
祉
用

具
を
実

際
に
見

ら

れ
る
場

所
や
専
門
の
相
談
員
が
い
な
い
為

、
誰
に
相

談
し
た
ら
良

い
の
か
迷

っ
て
い
た
の
で

、
展

示
会

な

ど
が
あ
る
と
と
て
も
助
か
る
と
お
声
を
頂
い
た
。
 

【課
題

】 

実
際

に
展

示
会

に
来

ら
れ
る
、
お
元

気
な
高

齢
者

や

ご
家

族
が
連

れ
て
き
て
も
ら
え
る
方

に
は
満

足
頂

け

て
い
る
が
、
会
場
に
出
歩
い
て
い
け
な
い
方
も
多
く
、

そ
の
方

向
け
に
何

か
福
祉

用
具

に
触

れ
る
機

会
、
交

流
の
場

を
設
け
ら
れ
た
ら
良
い
な
と
思
う
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

1
4

 
1 4

 6
 

地
域
住
民

 

要
介

護
者

、
介

護
者

、
介

護
に

携
わ

っ
て

い
な

い
方

 

１
．
団

地
住

民
が

使
用

さ
れ
る
想

定

の
福

祉
用

具
を
展

示
(車

い
す
・
特

殊
寝

台
・
手

す
り
・
歩

行
器

・
歩

行

補
助

杖
・
ミ
ニ
ス
ロ
ー
プ
・
シ
ャ
ワ
ー

ベ
ン
チ
・
浴

槽
手

す
り
・
浴

槽
台

)し

た
。
住

宅
改

修
に
つ
い
て
は
手
す
り

の
見

本
展

示
、
施

工
例

を
紙

面
上

で
紹
介
し
た
。
 

介
護

相
談

室
で
は
同

法
人

内
の
居


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 


 そ

の
他

（
団

地
管

理
会
社
の
方
々
） 

【効
果

】 

団
地

で
の

展
示

会
、
介

護
相

談
室

は
来

場
さ
れ

た

方
々

に
福

祉
用

具
の
紹

介
が
行

え
、
粗

品
と
し
て
事

業
所

内
で
作

成
し
た
福

祉
用

具
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
冷

蔵
庫
に
貼
れ
る
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
お
渡
し
し
た
。
 

後
日
歩
行
補
助
杖
ご
利
用
に
つ
い
て
連
絡
が

1
件

入
っ
た
。
 

地
域

住
民

参
加

の
展

示
会

は
今

後
開

催
予

定
な
の

で
効
果
の
確
認
は
行
え
て
い
な
い
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所
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事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

宅
介

護
支

援
事

業
所

介
護

支
援

専

門
員

が
応

対
し
、
ま
だ

介
護

に
携

わ
っ
て
い
な
い
方

、
介

護
に
関

す
る

悩
み

相
談

室
を
開

い
た
。
地

域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
協
力
あ
り

 

２
．
展

示
会
に
は
、
車
い
す
・特

殊
寝

台
・
床

ず
れ
防

止
用

具
・
体

位
変

換

器
・
手

す
り
・
歩

行
器

・
歩

行
補

助

杖
・
徘

徊
感

知
器

・
移

動
用

リ
フ
ト

を
設
置
す
る
。
 

そ
の

他
介

護
シ
ュ
ー

ズ
、
入

浴
用

品
、
腰
掛
便
座
、
認
知
症
の
方
向
け

ロ
ボ
ッ
ト
も
展

示
す
る
。
団

地
住

民

の
応

対
同

様
、
介

護
に
携

わ
っ
て

い
る
方

、
携

わ
っ
て
い
な
い
方
向

け

に
介

護
相

談
室

も
開

く
。
新

た
な
催

し
物
と
し
て
ネ
イ
ル
体
験
も
予
定
。
 

【課
題

】 

団
地

で
の
展

示
会

、
介

護
相

談
室

は
か
な
り
前

も
っ

て
案

内
を
行

な
っ
た
が

、
実

際
に
参

加
さ
れ
た
方

は

1
5
名
程
の
集
客
と
な
っ
た
。
 

開
催

時
間

も
団
地

内
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
1
0

時
半

～
1
2
時
と
短
時
間
し
か
行
え
な
か
っ
た
。
 

各
団

地
で
展

示
会

を
行

な
う
こ
と
も
検

討
し
て
い
る

が
、
団

地
内

ル
ー
ル
に
合

わ
せ

た
催

し
も
の
と
な
る

の
で
開
催
時
間
を
広
げ
ら
れ
な
い
。
 

事
業
所
内
で
行
う
展
示
会
は

1
0
～

1
6
時
と
一
日
開

催
が
実

現
で
き
る
の
で
、
多

く
の
地

域
住

民
の
方

を

期
待
し
た
い
。
 

1
5

 
8

 7
 

地
域

の
一

般
の

方
。
 

地
域

の
交

流
会

で
、
カ
タ
ロ
グ

配

布
。
福
祉
用
具
機
器
を
展
示
、
使
い

方
の

説
明

や
実

際
に
体

験
し
て
も

ら
う
。
 


 自

治
体
職
員

 
【効

果
】 

福
祉
用
具
の
周
知
し
て
も
ら
え
る
。
 

福
祉
用
具
の
必
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
。
 

【課
題

】 

集
客
率
が
低
い
。
 

・
公
費

 

1
6

 
1 9

 7
 

地
域
住
民

 
介

護
用

品
の

紹
介

、
用

具
を
使

用

し
て
の

ス
ト
レ
ッ
チ
、
体

操
血

管
年

齢
等
の
測
定

 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 

【効
果

】 

自
分

に
身

体
に
つ
い

て
意

識
、
注

意
し
て
も
ら
え
る

よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
 

他
の
人
と
の
交
流
も
増
え
る
。
 

【課
題

】 

新
し
い
取

り
組

み
も
入

れ
て
、
楽

し
く
参

加
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
工
夫
す
る
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

1
7

 
2 2

 7
 

介
護

者
（
家

族
）

や
介

護
用

品
に

福
祉

用
具

(
歩

行
器

・
多

点
杖

な

ど
）
の
、
必

要
性

や
利

用
方

法
の
説


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援

【効
果

】 

介
護
制
度
の
流
れ
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
。
 

・
地

域
包

括

支
援

セ
ン
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事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

興
味

が
あ

る
方

な
ど

 

明
 

特
定

福
祉

用
具

・
住

宅
改

修
の

流

れ
を
説
明

 

セ
ン
タ
ー
職
員

 
福
祉
用
具
や
特
定
福
祉
用
具
の
種
類
や
、
利
用
し
て

も
ら
い
良
さ
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
 

タ
ー
、
公
費

 

1
8

 
9

 8
 

地
域

住
民

・
民

生
委
員

 

福
祉

用
具

の
展

示
や
説

明
。
地

域

サ
ロ
ン
で
の
講
師
。
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 

【効
果

】 

参
加

者
か
ら
の
相

談
等

が
あ
り
、
販

売
や
貸

与
に
つ

な
が
る
こ
と
が
一
定
数
あ
る
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

1
9

 
1 5

 8
 

一
般

の
方

（
参

加
自
由
） 

地
域

の
「
介

護
の
日

」
に
福

祉
用

具

の
展
示
会
開
催

 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 

【効
果

】 

一
般

の
方

に
福

祉
用

具
を
ご
紹

介
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
 

【課
題

】 

本
業
で
は
な
い
の
で
、
時
間
を
作
る
の
が
難
し
い
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

2
0

 
2 0

 8
 

高
齢

者
、
障

害

者
と
そ

の
ご

家

族
 

車
い
す
や
ベ
ッ
ド
な
ど
大

き
な
用

具

だ
け
で
は
な
く
靴

や
杖

、
シ
ル
バ

ー

カ
ー

な
ど
便

利
な
用

品
な
ど
定

期

的
に
展

示
、
販

売
会

を
行

い
、
今

困
っ
て
い
る
事
な
ど
に
対
す
る
相
談

に
も
応
じ
て
い
る
。
 

用
具
を
使

用
す
る
こ
と
で
ど
ん
な
効

果
が

あ
る
の

か
間

違
っ
た
使

い
方

を
し
て
い

な
い

か
、
な
ど
指

導
、
相

談
も
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
る
。
 


 そ

の
他

（
福

祉
用

具
専
門
相
談
員
） 

【効
果

】 

現
在

介
護

さ
れ
て
い

る
方

、
し
て
い

る
ご
家

族
だ
け

で
な
く
、
今

健
常

者
の
方

で
も
将

来
、
実

際
に
福

祉

用
具

が
必

要
に
な
っ
た
時

に
ど
ん
な
用

具
が
あ
る
の

か
予
め
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

【課
題

】 

地
域

的
な
こ
と
や
開

催
す
る
ス
ペ
ー
ス
な
ど
も
考

慮

す
る
と
、
あ
ま
り
広

い
範

囲
で
広

報
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

2
1
 

2 1
 1
0

 
事

業
対

象
者

・

介
護

中
の

方
・

介
護
専
門
職

 

福
祉

用
具

を
通

じ
て
、
現

在
介

護

を
し
て
い

る
方

向
け
の

介
護

負
担

の
軽
減
や
、
こ
れ
か
ら
介
護
が
必
要

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
方
へ
の
商
品

の
説
明
や
紹
介
。
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 保

健
師

 

【効
果

】 

そ
の
後

、
福

祉
用

具
を
試

し
て
み
た
い
と
の
意

見
が

あ
っ
た
り
、
介

護
支

援
専

門
員

か
ら
、
先

日
紹

介
し

て
い
た
だ
い
た
商
品
を
提
案
し
た
い
利
用
者
様
が
い

る
と
相
談
が
増
え
た
。
 

【課
題

】 

大
規

模
な
取

り
組

み
よ
り
、
小

学
校

の
範

囲
内

な

ど
、
地

域
密

着
型

で
取

り
組

ん
だ
方

が
、
参

加
者

も

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 
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N
o
. 

事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

参
加
し
や
す
く
、
相
談
も
し
や
す
い
よ
う
に
思
う
。
 

2
2

 
1 2

 1
1
 

地
域
住
民

 
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー

か
ら
の

依
頼

で
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
福

祉
用

具
、
住

宅
改

修
の

紹
介

、
説

明
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 

【効
果

】 

福
祉
用
具
の
使
い
方
な
ど
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
 

【課
題

】 

地
域
住
民
の
参
加
者
が
少
な
い

 

・
地

域
包

括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

2
3

 
1 8

 1
1
 

介
護

認
定

を
取

得
前
の
高
齢
者

 

地
域

サ
ロ
ン
等

で
の
介

護
予

防
教

室
、
福
祉
用
具
体
験
会

 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 

【効
果

】 

介
護
予
防

 

【課
題

】 

何
年

も
継

続
し
て
実

施
し
て
い
る
と
参

加
者
の
顔

ぶ

れ
も
固

定
化

し
て
く
る
た
め

、
都

度
内

容
の
変

更
を

す
る
の
が
大
変
で
あ
る
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

2
4

 
2 3

 1
1
 

高
齢

者
や

、
高

齢
者

を
ケ

ア
す

る
ご

家
族

様
の

方
。
 

P
T

の
方
と
一
緒
に
歩
行
に
関
す
る

福
祉

用
具

を
紹

介
し
た
。
歩

行
器

、

杖
、
車
い
す
な
ど
。
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 理

学
療
法
士

 

【効
果

】 

杖
の
高

さ
の
合
わ
せ
方
や
、
歩
行
器
の
種
類
の
違
い

に
つ
い
て
理
解
が
深
ま
っ
た
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

2
5

 
1 3

 1
4

 
①
地
域
住
民

 

②
市
民

 

※
一
般
を
対
象

 

①
地

域
住

民
へ
向

け
て
福

祉
用

具

(介
護
用
）の

情
報
提
供

 

元
気

な
シ
ニ
ア
向

け
に
転

倒
予

防

用
具

を
中

心
に
商

品
紹

介
及

び
介

護
保
険
制
度
の
案
内

 

②
テ
ー
マ

 

健
康

フ
ェ
ア
＋

介
護

を
テ
ー

マ
に

1
0
年
ほ
ど
運
営
員
と
し
て
参
加

 

来
場
者
へ
の
福
祉
用
具
の
啓
蒙

 

福
祉

用
具

を
活

用
し
た
事

例
を
紹

介
 

福
祉
用
具
に
触
れ
て
も
ら
う
取
り
組

み
を
中

心
に
制

度
な
ど
の

案
内

を

行
う

 


 ①

地
域
住
民

 


 ②

地
域

企
業

か

ら
な
る
運

営
委

員

会
 

【効
果

】 

少
数

で
は
あ
る
が
、
福

祉
用

具
の
案

内
、
相

談
を
受

け
た
事
例
は
あ
る
。
 

【課
題

】 

・
イ
ベ

ン
ト
の

テ
ー
マ
が

健
康

な
方

向
け
が

中
心

の

為
、
介
護
や
福
祉
用
具
に
関
心
は
少
な
い
。
 

・
運

営
会

議
か
ら
準

備
当

日
参

加
ま
で
多

く
の
時

間

を
要
し
通
常
業
務
等
に
も
支
障
は
あ
る
。
 

・
休

日
開

催
が
多

く
、
事

業
所

は
社

員
の
配

置
に
つ

い
て
も
多

く
の

配
慮

が
必

要
と
な
る

(
休

暇
・
手

当

等
）。

 

・
訴

求
効

果
に
乏

し
く
費

用
対
効

果
は
低

い
(イ

ベ
ン

ト
で
の
売
り
上
げ
は
見
込
め
な
い
）。

 

・
福

祉
や
健

康
を
テ
ー
マ
に
す
る
イ
ベ
ン
ト
は
、
主

催

・
①

特
に

な

し
（
費

用
は

発
生

し
て
い

な
い
） 

・
②

福
祉

用

具
貸

与
事

業

所
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N
o
. 

事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

者
側
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
感
覚
が
多
く
感
じ
る
。
 

2
6

 
1 7

 1
6

 
介

護
認

定
者

・

家
族
他

 

地
域

の
イ
ベ

ン
ト
や

祭
等

で
地

域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
等

と
連

携
し
、

福
祉
用
具
を
展
示

 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 

【効
果

】 

地
域

住
民

の
方

に
福

祉
用

具
を
身

近
に
感

じ
て
い

た
だ
け
て
い
る
。
 

【課
題

】 

イ
ベ
ン
ト
自

体
の
集

ま
り
が

悪
い

と
福

祉
用

具
に
触

れ
る
人
数
も
減
る
。
 

・
特

に
な

し

（
費

用
は

発

生
し
て

い
な

い
） 

2
7

 
2 6

 2
0

 
主

に
県

内
で

医

療
介

護
福

祉
職

に
関

わ
る

方
を

中
心

に
、
一

般

の
方

か
ら
学

生

ま
で

多
岐

に
渡

る
層
を
対
象
と
し

て
い
る
。
 

車
い

す
、
ベ

ッ
ド
、
歩

行
器

、
リ
フ

ト
、
入

浴
補

助
具

な
ど
、
最

新
の
福

祉
用

具
を
展

示
し
、
メ
ー
カ
ー
担

当

者
や
専

門
相

談
員

に
よ
る
商

品
説

明
や

体
験

を
通

し
、
質

の
高

い
介

護
に
繋

げ
て
い

た
だ

く
機

会
と
す

る
。
 

介
護

や
医

療
、
福

祉
に
関
す
る
セ
ミ

ナ
ー

を
中

心
に
、
そ
の

他
、
趣

味
・

教
養

に
関

す
る
そ
れ

も
加

え
た
企

画
に
よ
り
、
一
般
の
方

々
も
参
加

で

き
る
よ
う
留
意
し
て
い
る
。
 


 自

治
体
職
員

 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 


 介

護
支

援
専

門

員
 


 理

学
療
法
士

 


 作

業
療
法
士

 


 医

師
 


 看

護
師

 


 そ

の
他

（
社

会
福

祉
協
議
会
） 

【効
果

】 

理
解
と
関
心
の
向
上
：
最
新
の
福
祉
用
具
を
実
物
体

験
す
る
こ
と
で
、
利

用
者

・
家

族
の

福
祉

用
具

へ
の

理
解

が
深

ま
り
介

護
環

境
の
改

善
に
繋

が
る
効

果

を
感
じ
る
。
 

専
門
職
の
知
識
共
有
：
現
場
で
直
面
す
る
課
題
や
解

決
策

を
共

有
す
る
こ
と
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
質

向
上

や

事
業

所
間

の
連

携
強

化
に
繋

が
る
効

果
が
期

待
で

き
る
と
感
じ
る
。
 

地
域

の
支

え
合

い
意

識
の

醸
成

：
住

民
・
専

門
職

・

行
政

が
同

じ
場

で
交

流
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
包

括
ケ
ア
の
実
践
に
向
け
た
相
互
理
解
が
進
む
き
っ
か

け
と
な
る
イ
ベ
ン
ト
に
な
り
得
る
と
感
じ
る
。
 

【課
題

】 

イ
ベ
ン
ト
の
特

性
上

、
業

界
に
関

係
す
る
方

々
で
関

心
の

高
い

層
に
参

加
が

集
中

す
る
傾

向
に
あ

る
た

め
、
一

般
の
方

々
な
ど
含

め
も
っ
と
多

く
の
県

民
の

皆
さ
ん
を
集
客

し
、
関
心
を
高
め
る
イ
ベ
ン
ト
に
成

長

さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
 

運
営

体
制

・
人

員
確

保
に
関

し
て
、
準

備
・
設

営
・
当

日
対
応
に
多
く
の
人
手
が
必
要
で
あ
る
。
 

参
加
満
足
度
や
理
解
度
の
向
上
を
ど
の
よ
う
に
定
量

的
に
評

価
す
る
か
が
課

題
と
感
じ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の

実
施
等
の
検
討
な
ど
。
 

・
福

祉
用

具

貸
与
事
業
所
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N
o
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事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

本
イ
ベ
ン
ト
は
、
介

護
保

険
サ
ー
ビ
ス
の
理

解
促

進

と
地

域
連
携
の
強

化
に
大
き
く
寄

与
す
る
有
意

義
な

イ
ベ
ン
ト
と
思
う
。
 

今
後

は
、
一

般
の
方

を
含

め
よ
り
幅

広
い
層
へ
の
情

報
発

信
、
地

域
団

体
と
の
協

働
体

制
の
整

備
、
継

続

的
な
評

価
・
改
善
を
行
う
こ
と
で
、
地
域
全
体
で
支
え

合
う
介
護
環
境
の
実
現
に
繋
げ
て
い
く
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
い
く
必
要
を
感
じ
る
。
 

2
8

 
4

 3
5

 
地

域
の
ア
ク
テ
ィ

ブ
シ
ニ
ア

 

車
い

す
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
の

避
難

に
も
使

え
る
商

品
や
自

助
具

等
の
紹

介
を
行

っ
た
。
説

明
の
後

、

実
際
に
使
用
し
て
も
ら
う
体
験
型
で

開
催
。
 


 地

域
包

括
支

援

セ
ン
タ
ー
職
員

 

【効
果

】 

地
域

住
民

の
方

は
喜

ん
で
い
た
だ
け
た
と
思

う
が
、

目
立
っ
た
効
果
は
な
い
。
 

【課
題

】 

行
政

が
取

り
ま
と
め

て
い

る
わ
け
で
は

な
い

の
で

、

各
地
域
や
自
治

会
に
よ
っ
て
取
り
組
み
は
濃
淡
あ
る

た
め
、
前
向
き
に
取
り
組

む
と
こ
ろ
は
毎

年
の
よ
う
に

お
声

掛
け
い
た
だ
く
が
、
全

く
活

動
し
て
い
な
い
と
こ

ろ
も
多

く
あ
る
。
 

ほ
ぼ

全
イ
ベ

ン
ト
費

用
が

出
な
い

。
サ

ン
プ
ル
等

の

費
用
や
人
件
費
は
出
な
い
た
め
、
積
極
的
に
は
参
加

し
に
く
い
。
 

他
の
福

祉
イ
ベ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
ほ
ぼ
予
算

取
り
さ
れ

て
い

な
い

こ
と
が

多
く
、
福

祉
用

具
は

無

償
で

動
く
、
無

償
で

ノ
ベ

ル
テ
ィ
グ

ッ
ズ

を
用

意
す

る
、
と
い

う
こ
と
が

定
番

に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
感

じ

る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
あ

り
き
の
イ
ベ

ン
ト
は

止
め

た
方

が
良

い
と
思

う
が
、
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
当

た
り
前

」
の
風

潮
自
体
が
福
祉
業
界
最
大
の
課
題
だ
と
思
う
。
 

・
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
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イ
） 
そ
の
他

 

N
o
. 

事
業
所
規
模

 

（営
業
職
の
人
数
） 

対
象
者

 
取
組
内
容

 
取
組
の
関
係
者

 
取
組
の
効
果
・課

題
 

財
源

 

1
 

7
 

地
元

高
齢

者
、

認
知

症
の

方
、

ご
家
族
様

 

社
内

カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
で
「
認

知
症

カ
フ
ェ
」を

開
催

 

・地
域
包
括
支
援

 

セ
ン
タ
ー
職
員

 

・介
護
支
援
専
門

 

 
員

 

【効
果

】 

定
期
的

な
開
催
に
よ
り
、
参
加
す
る
こ
と
を
楽
し
み
に

さ
れ
て
い
る
。
福
祉
用

具
知
識
や
介
護
保

険
制
度
の

知
識

を
得

ら
れ

る
。
簡

単
な
脳

ト
レ
や

レ
ク
リ
エ

ー

シ
ョ
ン
で
気
分
転
換
で
き
る
。
お
茶
し
な
が
ら
会
話
な

ど
交
流
す
る
機
会
が
で
き
た
。
 

【課
題

】 

カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
で
約
２
０
名
が
定
員
の
為
、

参
加

で
き
な
い

方
も
い

る
。
同

じ
方

々
が

楽
し
み
に

し
て
来

店
さ
れ
ま
す
が
、
嬉
し
い
こ
と
に
継
続
で
利
用

し
て
頂

け
る
た
め

に
、
新

し
い

方
が

入
り
づ
ら
い

雰

囲
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

・
利

用
者
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2.2.2  ヒアリング調査 

（1） 調査の目的 

アンケート調査結果を踏まえて、効果的な分析や広く活用可能な事例の抽出を行う観点から、補完が

必要な情報や、取組内容の詳細等を確認するとともに、そのような取組が発生しやすい要因を模索する

ため、回答のあった福祉用具貸与事業所の一部に対してヒアリング調査を実施した。 

（2） 調査対象の抽出条件および調査対象 

アンケート調査の回答内容をもとに、以下の観点で調査対象を１事業所ずつ選定した。 

図表 76 調査対象 

（3） 調査時期 

令和８年１月に実施した。 

（4） 調査方法 

オンラインにより実施した。 

  

事

例 
選定における観点 所在地 

法人内 

事業所数 

調査対象事業所の規

模（事業所の現場担

当職（営業職）人数） 

サービス種別 

１ 介護老人保健施設からの退所時支援

において、福祉用具専門相談員が積

極的に参画している 

A 県 ５ 18 福祉用具貸与（予防

含む）、特定福祉用具

販売（予防含む） 

2 高齢者への介護予防に資する支援の

うち、福祉用具や住宅改修に関連す

る取組を実施している 

B 県 １ 4 福祉用具貸与（予防

含む）、特定福祉用具

販売（予防含む） 

3 地域住民への福祉用具、住宅改修の

普及・啓発の取組を実施している 

C 県 １ 7 福祉用具貸与（予防

含む）、特定福祉用具

販売（予防含む） 
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（5） 調査項目 

主な調査項目は以下の通り。 

図表 77 主な調査項目（福祉用具貸与事業所向け） 

1.基本情報 

➢ 法人・事業所の概要（事業所数、サービス種類、従業員の人数・職種等） 

2.事業所における独自の取組内容について 

➢ 取組の実施内容について 

➢ 取組を開始するに至った経緯について 

➢ これまでの取組実績について 

➢ 取組効果（KPI）など 

3.退所時支援について ※該当する事例の場合 

➢ 退所前カンファレンスの参加状況 

➢ 介護老人保健施設との連携状況、連携体制について 

➢ 退所時支援で介護老人保健施設の専門職から求められること 

➢ 退所時支援で工夫していること、課題 

4.要支援・要介護認定者を除く高齢者に対する支援について ※該当する事例の場合 

➢ 要支援・要介護認定者を除く高齢者や地域住民に向けた取組の実施状況 

➢ 市区町村や都道府県からの要望や連携状況 

➢ 多職種協働の体制 

➢ 要支援・要介護認定者を除く高齢者に関するニーズや課題について 

５.その他 

➢ 介護保険サービスに限らず、福祉用具貸与事業所や福祉用具専門相談員に求められている

こと、課題 

➢ 介護保険サービスに限らず、今後取り組みたいこと 

 

（6） 調査結果 

事例１：介護老人保健施設からの退所時支援の取組 

1） 退所前カンファレンスの参加状況、退所時支援の取組状況 

 背景として、当社は以前グループ会社に属していたが、その会社が廃業した。そのうちの福祉用

具部門が、現在の会社として独立した経緯がある。そのため、介護老人保健施設へ積極的に営

業してきたというよりは、元々属していたグループ会社の他の部門が当社同様に独立後、社会福

祉法人を立ち上げたり、グループ会社の退職者が介護老人保健施設や介護老人福祉施設に従

事することもあり、当事業所とのつながりも深くなっている。 

 福祉用具等の常設展示は病院・施設等から頼まれた場合に開催している。小規模で展示し、販
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売もしている。 

 リハビリテーション専門職へのフィードバックについても、当事業所と先方の施設の管理者同士

の関係性が強いため、関係性・距離の近さが背景として、情報連携が実施できている。 

 通常は営業が病院・施設等へ訪問するが、当社はモニタリングに力を入れており、モニタリング

の際に福祉用具等の選定を行うこともある。そのため、退所時カンファレンス等の機会に参加す

る回数が比較的多いのではないか。 

 モニタリング担当は理学療法士の有資格者が担っている。専門性があるから担当をしているわ

けではないが、知識が役立っているようである。 

2） 介護老人保健施設との連携体制について 

 まったくつながりのない介護老人保健施設との連携関係はなく、情報交換をあまりしていないの

が現状である。連携体制としては、介護老人保健施設の退所者から介護支援専門員に相談があ

り、その後、当事業所に繋がる場合が主である。 

 介護老人保健施設と親しい関係性があったとしても、利用者に関することは介護支援専門員を

必ず介して連携している。当法人のうち、ある事業所では病院のリハビリテーション専門職と連

携して、住宅改修等を実施することもあると聞いている。具体的には、リハビリテーション専門職

が在宅へ訪問し、家屋の状況を福祉用具貸与事業所へ連携してくれ、相談を受けるといった内

容であった。 

3） 取組効果（KPI等）など 

 介護老人保健施設との連携をすることにより、退所後の自宅整備がスムーズであると感じる。事

前の連携が取れていると、退所後の再調整等が不要になる。利用者の家族の方も福祉用具の必

要性やサイズ感などについて不安感を抱くことも多く、解消にも繋がると感じる。 

 退所時支援として、退所前カンファレンスの参加、退所前訪問、デモ貸出といった取組を実施し

ている。デモ機は無償貸出とし、退所前に事前に使用いただいている。 

4） 退所時支援で介護老人保健施設の専門職から求められること 

 そもそもそういった求めが無いところが課題である。役割や助言が求められるような専門性が必

要と感じている。具体的な商品を指定されることはあるが、どういった利用者がいて、どういった

用具が適切かという問いかけはない。会議体などに呼ばれた際には、こちらからも積極的に発言

していきたい。 

5） 退所時支援で工夫していること、課題 

 以前の会社に関わる背景が業務に繋がっているところであり、それ以外の取組は実施できてい

ないところである。 
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6） 介護保険サービスに限らず、福祉用具貸与事業所や福祉用具専門相談員に求められている

こと 

 要介護前の高齢者への支援は、これまで踏み込んで実施できていないのが正直なところである。 

 手すりを借りていただく際、希望があれば電動ではないベッドも貸し出しているが、手すりの貸

与なしでベッドだけ借りることができないかという相談があった。自立支援に繋がるのであれば、

対応も検討できるのではないか。 

7） 課題、今後取り組みたいこと 

 福祉用具専門相談員が他の専門職からの指示を待っている状況は改善しなければならないと

感じている。 

 これまで、スピード感を持った対応で事業として成立していたところだが、利用者の事例検討を

すると、ベテランの職員であれば、手すりだけでよいとすぐに判断できるが、経験の浅い職員は

他の福祉用具も複数選定してしまう傾向がみられる。利用者像を踏まえ、機能訓練等の成果も

想定し、今後、利用者がどのように経過していくのかを想像できる必要がある。どうしても複数の

福祉用具を貸与することを検討しがちである点は改善の余地がある。 

 

事例２：高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組 

1） 社会福祉協議会と連携したサロン、地域の公民館における福祉用具等の紹介やデモ体験の

取組 

 きっかけは、お客様で社会福祉協議会の方がおり、取組の依頼があったことである。具体的には、

サロンの場で福祉用具等の説明をしてほしいとの内容で、１回のみであるが実施した。地域の公

民館にて、比較的自立されている方に参加してもらい、福祉用具の紹介や体験を実施した。 

 比較的元気な方を対象としていたため、取組では介護保険対象種目では歩行器と多点杖を持

参した。また、要支援・要介護認定者や事業対象者もおり、シルバーカーと多点ゴムも用意した。

実際の参加者６名のうち３名はすでに要支援・要介護認定を受けていた方で、残りの３名は認定

を受けていない方であった。要支援認定を受けている方は、担当の介護支援専門員がおり、通

所介護にも通っていた。他の福祉用具貸与事業所を利用している方はいなかったため、その後、

当事業所でのサービス提供につながったことがあった。 

2） これまでの取組実績について 

 現在は取組を１回のみ実施したところではあるが、今後、当地区の各サロンで福祉用具等の紹介

やデモ体験といった取組の実施について検討されると聞いている。サロンや公民館での取組の

機会が、これから増えるかもしれない。 

 過去に、当事業所単独ではなく、県の社会福祉協議会からの依頼を受けて、日本福祉用具供給

協会のブロック支部として取組に参加した実績もある。県の社会福祉協議会が主催する「介護
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者の集い」のイベントのなかで、ブロック内の日本福祉用具供給協会の会員事業所が協力し合

い、福祉用具に関する説明をしたこともある。 

3） 取組効果（KPI等）など 

 参加者のうち 1 名は杖先の多点ゴムの購入につながった。もう 1 名は歩行器の貸与や住宅改修

での手すりの取り付けにつながった。 

4） 市区町村や都道府県からの要望や連携状況 

 行政等からの大規模な依頼になると、事業所として受け入れることは限界があり、日本福祉用具

供給協会として受け入れて対応することもある。 

5） 多職種協働の体制 

 当事業所が参加した取組では、１回のサロンに多職種が参加するのではなく、サロンごとに様々

な専門職を招いて開催していた。サロン自体が小規模で参加者も少ないため、複数回に分けて

様々なテーマの取組をしているのではないか。 

6） 要支援・要介護認定者を除く高齢者に関するニーズや課題について 

 地域包括支援センターも介護予防のイベント等を実施していると思うが、そこには入り込めてい

ない。今後、まだ要介護認定を受けていない段階で、早期から介入をしておくことで、将来、介護

が必要となった際に当事業所でサービス提供できるようにつなげられるとよいと考える。 

 ４年前に関わった事例であるが、102歳の利用者に対し、自宅で入浴するためのバスボードを用

意してほしいとの依頼を受けたことがあった。その後、その利用者の息子も介護が必要になった

際、当事業所へ依頼があった。利用者に接する際には、次の依頼にもつながることも意識して丁

寧に対応するように心がけている。 

 当事業所は店舗を有しているため、介護認定を受けていない方が、介護に関する相談に来られ

ることは多くある。認定を受けているかを確認し、認定を受けていない場合には介護保険制度の

説明をして地域包括支援センターにつなげる場合もある。店舗内では、介護保険給付対象の商

品だけでなく、ウォーキングポール等も取り扱っている。健康用品等は取扱っていない。 

7） 介護保険サービスに限らず、福祉用具貸与事業所や福祉用具専門相談員に求められている

こと 

 介護保険の利用状況について、福祉用具の購入のみ、住宅改修 1 回のみといった、認定は受け

ているが介護支援専門員とのつながりがない利用者から相談を受けることがある。先月も在宅

高齢者の方がトイレで倒れ、家族や介護支援専門員に電話してもつながらず、当事業所を頼っ

て電話がかかってきたことがある。 

 相談のあった在宅高齢者のなかには、けが等の一過性のもので、早期の回復が見込まれるため、

介護認定の申請をしても認定がつかないと思われる方もおり、引き継ぐ先の線引きが難しい。判
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断できない場合、一度は、地域包括支援センターにつなげるようにしている。その結果、介護支

援専門員から「要支援・要介護認定がつかなくても自費で対応してほしい」と依頼があれば引き

受けている。 

8） 課題、今後取り組みたいこと 

 県内で日本福祉用具供給協会に入っていない福祉用具貸与事業所のうち、健康用品の展示会

をしているような事業所もある。そのような、早期から在宅高齢者へ介入する取組もできればよ

いが、当事業所の規模として開催が難しいところである。 

 

事例３：地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組 

1） 地域の介護イベント「ふくしまつり」「まちなかサロン」等への参画、認知症カフェの取組につ

いて 

 市の方針として健康寿命を延ばしたいということで、市内の地域包括支援センター、町内で認知

症への取組をしている組織が福祉関連のイベントを開催している。その中で福祉用具の提案だ

けでなく、歩行分析や口腔分析などを実施し、運動と組み合わせて福祉用具の提案などを行っ

ている。 

 他にも、未来の福祉人材を育てるための取組として、福祉・介護業界に関する教育イベントを開

催しており、介護支援専門員や医師など、医療・介護業界に関わるあらゆるサービス事業所を対

象に、地域の中学校で職業紹介の機会がある。 

 認知症カフェは事業所の展示スペースの一部をカフェスペースとして区切り、既に運営されてい

る「ゆうカフェ」を参考にしながら運営を開始した（市内９か所）。きっかけは、当事業所社長の方

針によるところであり、介護用品の展示スペースを活用し、地域の方々の交流、認知症の方々が

集まれる場所を作りたいということで始まった（開設から５年程度）。当初の利用者は 10 名程度

だったが、現在は 20 名程度が参加しており、運動やお茶をしながら会話し交流している。また、

当社では寝具リース等の業務も行っており、その中でおしぼりを畳む業務を参加者に実施いた

だいている。当初は 30 分で 800 枚程度対応していたが、今は作業にも慣れて 1,600 枚でき

るようになっている。作業いただいている方にとってはお金にはならない作業だが、社会貢献の

一部として携われているというところをくみ取ってくださり、他の認知症カフェに比べて来場者数

が多くなっている。 

 認知症カフェの運営費については市から補助があるところだが、当社社長の方針もあり、ボラン

ティアで実施している。認知症カフェの対応は事業所の管理者が実施しているが、イベントなど

ではシルバー人材の方や認知症サポーターの方にも協力いただいている。 

2） 取組を開始するに至った経緯について 

 地元企業のため地元密着ということもあるが、他の事業所の参入が増えてきたことで福祉用具

貸与サービスにおいても競争がでてきた。地域のなかでどのように生き残っていくか考えた際、
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要介護認定が出てから利用者へ関わるだけではタイミング的に遅いと感じ、これから介護に関

わっていく方への関与を始めようということで開始し、当社店舗に相談いただく方が多いことに

着目した。まずは介護相談も含めて福祉用具専門相談員が、福祉用具を提供できること、介護

保険でどういったサービスが受けられるのかを説明し、安心してサービスを利用できる環境づく

りが必要と考え、地域の各種イベントへ参加するようになった。 

 介護保険制度を知らない方々は、市役所や地域包括支援センターへ相談する前に、当社へ相談

に来る方が多い。よって、事業所から市役所や居宅介護支援事業所へ連絡をすることも多くなり、

他の福祉用具貸与事業所よりも早く利用者にアプローチできる。 

 当市は小さな町であるため、病院寝具、清掃などの業務の多くを当社が行うことによって、地域

の介護・医療関係者とはもともと関係性がある。介護保険制度ができた当初よりサービス提供し

ているため、地域包括支援センターとのつながりも深い。関係性の継続については各福祉用具

専門相談員の尽力もあると思う。 

3） これまでの取組実績について 

 小さなサロン開催等は年 10～15 回、大きなイベントは３～４件である。その他、歩行分析などを

提案し、主催者に企画いただくこともある。 

 認知症カフェは月１回開催している。よって、これまでの５年間で計 60 回程度開催している。 

4） 取組効果（KPI等）など 

 当事業所の福祉用具利用者数が少しではあるが増えたと思う。イベントを通じて会社を知っても

らったことで利用が開始されたこともある。 

 イベントを通じて福祉用具を知っていたため、介護が必要になった際に声をかけてくださった方

や、住宅改修の相談を受けたこともある。福祉用具サービスの認知度も向上したと思う。 

5） 市区町村や都道府県からの要望や連携状況 

 市内だけでなく近隣の市町村など、様々なところからも声をかけていただき、イベントに参加した

ことがある。小さな町とも連携をしながら福祉に関する協力をご提案しているところである。 

6） 多職種協働の体制 

 地域全体で取り組んでおり、特定の事業所や専門職と密接に体制を組んでいるわけではない。

訪問介護や訪問看護等、福祉用具事業所に限らず他のサービス事業所も体制に参加しており、

イベント等があれば全員で対応する地域である。 

 市が提供している情報連携システムがあり、当地区の介護医療機関が共通の情報を得ることが

できる。システムを通じて各事業所がイベント情報などを得て参加・不参加を表明している。 

7） 要支援・要介護認定者を除く高齢者に関するニーズや課題について 

 本人が介護保険についての情報を早く入手できることがまずは重要である。介護保険サービス
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を使った方が良さそうな利用者もいるが、知らないために使わないということがまだある。福祉

用具のみならず介護サービスとは何かをまずは知っていただくことが地域内での課題になって

いる。その点について、福祉用具貸与事業所として何ができるかを考えている。 

 店舗では基本的には介護用品を取り揃えているが、ご家族からご両親へのプレゼントなどに使

われるような靴や杖なども取り揃えている。市民病院の側に立地しているため、そういった方々

向けの一般商材も取り扱っている。これから必要になりそうなサービスなどの話題まで会話が膨

らむこともあり、相談窓口のニーズを感じている。 

 介護相談では、入院から在宅に戻るための第１歩として、福祉用具の中でも手すりや歩行補助つ

えを使うことが多い。そのため、福祉用具専門相談員が各種イベントへ参加することで、どこに依

頼すればよいかというきっかけ作りができる。地域包括支援センター、介護支援専門員のなどに

も、まずどこに声をかけるとよいかという点で認知度を向上させることにも繋がると感じる。 

8） 介護保険サービスに限らず、福祉用具貸与事業所や福祉用具専門相談員に求められている

こと 

 利用者にあった商品を如何に選定するかがポイントになる。しかし、介護支援専門員や利用者本

人・家族からのニーズなども様々であり、必ずしもマッチした福祉用具を選定しきれないケース

も多いと思う。歩行器を提案しても歩行補助つえで大丈夫と固執されてしまい、数日後、転倒し

て骨折したという事例もある。福祉用具専門相談員として専門性をもってしっかり提案・選定し

ていくことが重要と思う。 

 本人が「まだ大丈夫」といっても、必ずしもそうではないことをいかに理解いただくかが最も難し

い。介護保険をまだ利用していない方の中には、店舗に来ることもなく、外出機会も少ない高齢

者もいる。そういった方々に如何に外出してもらい、QOL を向上してもらうのかということも地

域としての課題として難しく感じている。 

9） 課題、今後取り組みたいこと 

 福祉用具事業所は全国平均価格などの影響もあり、価格を上げていくようなサービス形態では

ない。一方、仕入れ値は上がってきているため事業所としての利益確保が難しく、事業所として

生き残っていくことも難しい。介護保険の給付対象のベッドを利用している方に対する布団の貸

与やクリーニング対応等、介護保険外のサービス提供も検討していく必要があると考えている。

また、障害者も 65 歳以上になると介護保険の利用が優先となるが、なかなか見えない壁があり

対応できていないところがある。障害から介護への連携がとれれば介護保険に移行した際の対

応も当社として対応していけるのではないかと考えており、障害者向けの特殊寝台の提供なども

検討しているところである。 

 イベントなどの開催に関する課題はないが、今後の利益にいかに繋がる取組ができるかが懸念

である。今後も将来につながるようなイベントに呼んでもらえると嬉しいと思っている。また、中

学・高校での教育イベントは継続いただけると嬉しいと考えている。 
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2.3  実態把握のまとめ 

（1） 自治体における要支援・要介護者以外の高齢者を対象とした福祉用具、住宅改修に

関する取組 

自治体向けアンケートでは、要支援・要介護認定者以外の高齢者に対する取組状況を調査した。対象

とした取組は、「①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組」、

「②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組」、「③介護保険の福祉用具貸与・販売や住

宅改修の対象とはなっていない高齢者に対する福祉用具の貸与・購入や住宅改修にかかる費用の給

付」、「④その他」とし、実施の有無について確認したところ、「いずれも実施していない」と回答した自治

体が 62.6％と最も多く、2 つ以上実施している自治体は１割程度であった。また、地方公共団体の区分

別にみると、１つ以上実施している自治体の割合が政令市では 7 割以上、特別区では約９割であった一

方で、その他の区分では「いずれも実施していない」が半数以上であり、自治体規模により傾向が異

なっていた。実施している取組について、自由記述にて詳細を回答いただいたが、福祉用具専門相談員

の関与がある事例は①計 17 件、②計 45 件、③計 19 件であった。 

①～④の取組全てに「実施したことはない・把握していない」と回答した自治体が、取組を実施してい

ない理由は、「取組を実施する体制が構築できない」が 46.3％と最も多く、地方公共団体の区分別で

は、政令指定都市や中核市では「取組の必要を感じていない」、広域連合等では「どのような取組を実

施したらよいかわからない」が最も多く、効果的な取組の普及や体制構築が課題として挙げられた。 

実態把握で収集した取組事例において、在宅高齢者に対する個別相談や自宅訪問といった個別支

援や、通いの場・サロン等の集団活動および介護者向けの講座や地域住民向けの展示会といったイベ

ントにおける集団支援に福祉用具専門相談員が参画していた。また、福祉用具専門相談員を活用した

取組を実施している自治体に対し、ヒアリング調査を実施したところ、共通意見として、介護予防の段階

から福祉用具専門相談員が在宅高齢者に関わることで、介護保険給付対象の福祉用具・住宅改修に限

らない支援の提案があることを高く評価していた。利用者だけでなく家族との関係性や、住環境に関す

る情報収集、福祉用具を利用する際のモニタリングといった、福祉用具専門相談員の専門性を生かすこ

とができ、地域の在宅高齢者に対しても支援の効果が期待される。また、多職種協働について、地域ケ

ア会議で様々な職種の関わりが生まれ、連携体制が構築された自治体もあり、地域ケア会議への福祉

用具専門相談員の参画も望まれる。 

また、ヒアリング調査を実施した自治体のなかには、要支援・要介護認定を受ける前の元気な高齢者

が、福祉用具等の商品やサービスを知ることによって、重症化する前に早期の対策ができる点を、取組

効果として挙げていた。さらに、福祉用具等を実際に体験することによって、自宅で過ごすことができた

事例もあり、施設ではなく在宅で生活を続けられることに気づく機会にもなっている。福祉用具の普及・

啓発における課題に対し、各自治体では、豪雪地域における福祉用具や住環境整備に向けた取組や、

高齢者世帯の多い地域での認知症カフェの開催等、それぞれの地域課題に合わせた取組を実践してお

り、取組を実施していない自治体についても、自治体内での課題把握を行い、地域のニーズに合わせた

取組の検討・実施が求められる。 

福祉用具専門相談員との連携体制について、ヒアリング調査を実施した自治体からは、自治体が

サービス事業所の情報をほぼ把握しているケースや、自治体と福祉用具貸与事業所とのこれまで構築



 

130 

した関係性によるケースがあり、自治体により体制構築のあり方は様々であった。実態調査の結果から、

自治体内に福祉用具貸与事業所がないと回答した自治体が３割弱であり、地域によっては福祉用具貸

与事業所や福祉用具専門相談員が不足していることも課題である。また、福祉用具貸与事業所の性質

上、積極的な取組は営業と連動しやすく、特定の事業所のみとの連携体制にならないよう、地域の実情

に合わせた連携体制の構築や、福祉用具専門相談員や福祉用具貸与事業所の職能団体等を活用する

といった公平性を担保した関係構築が望まれる。また、取組にあたって、福祉用具貸与事業所がデモ機

の貸出等を行っているにも関わらず、無償で取組に参加している場合が多いことも課題として挙げられ、

事業として取り組むことが求められるが、枠組みが狭いと事業を実施していても補助金として認められ

ない場合があり、事業費の枠組みの中では費用が使いにくいとの声もあった。地域支援事業（介護予

防・日常生活支援総合事業や任意事業等）の更なる活用も期待される。 

（2） 福祉用具貸与事業所における要支援・要介護者以外の高齢者を対象とした福祉用

具、住宅改修に関する取組 

福祉用具貸与事業所向けアンケートでは、要支援・要介護認定者以外の高齢者に対する取組状況を

調査した。対象とした取組は、「①高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関

連する取組」、「②地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組」とし、1事業所あたりの実施し

ている取組の数をみると、1 つ以上実施していると回答した割合は計 38.8%であった。①②の取組どち

らも「実施したことはない・把握していない」と回答した福祉用具貸与事業所について、取組を実施して

いない理由は、「取組を実施する体制が構築できない」が 60.1％と最も多く、次いで「取組の採算性の

確保が難しい」が 30.4％であった一方で、要支援・要介護認定者以外の高齢者への支援に関する問合

せや要望を受けたことや、自治体から取組への参加を求められた経験の有無は、「あり」との回答が

32.6%であり、問い合わせは受けているものの、在宅高齢者に対する関わりや取組の機会は多くはな

い現状であった。 

福祉用具貸与事業所の取組として、実態把握で収集した取組事例では、通いの場・サロン等の集団

活動および介護者や地域住民向けの講座・デモ体験といったイベント等の開催や、事業所内の店舗や事

業所外（公民館・集会所、薬局、スーパー等の商業施設等の活用）での相談窓口の設置、在宅高齢者や

地域住民に向けた商品（介護用品、健康増進グッズ等）の販売・展示等が挙げられた。また、「①高齢者

への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組」、「②地域住民への福祉用具、

住宅改修の普及・啓発の取組」を実施している福祉用具貸与事業所に対し、ヒアリング調査を実施した

ところ、①の取組を実施している福祉用具貸与事業所では、社会福祉協議会と連携したサロンや、地域

の公民館における福祉用具等の紹介やデモ体験を実施していた。取組がきっかけとなって、当該事業所

への福祉用具サービスや住宅改修等の依頼につながったケースもあり、早期から介入をしておくことの

効果を挙げていた。②の取組をしている福祉用具貸与事業所では、地域の介護イベント等への参画や、

認知症カフェを開催していた。これからの福祉用具貸与サービスにおいて、要介護認定後に利用者へ関

わるだけでは遅く、要介護状態に至る前の方への関与として、地域の方々の交流や認知症の方々が集

まれる場所を作る目的で、認知症カフェの開催に至っている。地域の介護イベント等については、市が

提供している情報連携システムで介護医療機関が共通の情報が得られ、イベント情報等も各事業所へ

配信され、参加不参加を表明することができ、連携体制が整備されていた。 
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ヒアリング調査を実施した２つの事業所とも共通して、介護保険の範囲内での営業活動のみでは厳し

い現状であることを挙げており、福祉用具の普及・啓発における課題に対し、介護予防から在宅高齢者

に関わることで、元気なうちから福祉用具貸与事業所を知ってもらうメリットを感じていた。また、両事業

所ともに、店舗併設型であり、介護保険給付対象商品のみならず、広く介護関連用品を取り扱っており、

以前から地域住民が相談しやすい環境であったことも、介護予防から在宅高齢者に関わるきっかけと

なったと推測される。 

一方で、取組を実施するうえでの福祉用具貸与事業所における課題の１点目として、２つの事業所ど

ちらも、無償で取組を実施しており、自治体との連携も含めて事業化していくことが望まれる。2 点目と

して、多職種の連携体制の課題が挙げられる。地域によっては、自治体で整備する情報連携システムや

組織体制に参加することで連携しやすい環境があったが、個々の福祉用具貸与事業所のつながりや関

係性に由来する場合もあり、各地域における連携体制の整備は課題である。 

今後の展望として、障害制度と介護保険との連携についても課題認識を持っている福祉用具貸与事

業所もあり、障害者向けの特殊寝台の提供等、介護保険に限らないサービス提供の拡大を模索してい

た。福祉用具専門相談員の専門性を発揮し、介護保険に限らず、介護予防や障害分野等、広く活躍で

きる機会を創出することが望まれる。 

（3） 退所時支援の現状 

福祉用具貸与事業所向けアンケートでは、介護老人保健施設との連携状況を調査した。福祉用具

サービスの提供における介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりについて、「関わりがある」は

38.5%、「関わりがない」が 60.3％であった。福祉用具貸与事業所が退所時カンファレンスへの参加に

関する連絡を受ける割合は、もともとの利用者が介護老人保健施設に入所した場合で「２割未満」が最

も多く 36.6%、介護老人保健施設からの退所により新規利用に至った利用者の場合も「２割未満」が

最も多く33.8%であった。また、令和３年度の介護報酬改定にて、居宅介護支援の退院・退所加算等に

おける退院・退所カンファレンスに福祉用具専門相談員等の関係職種の関与が明示されたが、退所時カ

ンファレンスに参加する機会の変化（令和 3 年 4 月以前との比較）については、「変わらない」が最も多

く 65.2%であった（参考として、図表 78 に福祉用具事業所の退院・退所時カンファレンスへの出席率

（2014 年時点）を示す）。 

介護老人保健施設との定期的・継続的な関わりをもつ機会の多い福祉用具貸与事業所に対し、ヒア

リング調査を実施したところ、実際には法人同士のつながりや関係性に由来するところが多く、まったく

つながりのない施設との連携関係はない現状であった。介護老人保健施設との連携によるメリットにつ

いては、退所後の自宅整備がスムーズで、退所後の再調整等が不要になることを挙げており、退所時に

連携することで円滑な在宅復帰に向けた支援を提供していた。一方で、福祉用具貸与事業所の課題と

して、介護老人保健施設から専門職としての役割や助言を求められる機会が少ないことが挙げられた。

福祉用具等の商品・機種の手配だけでなく、利用者に適した福祉用具等の提案等、福祉用具専門相談

員としての専門性を発揮し、積極的に退所時の多職種支援へ参画することが期待される。 
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図表 78（参考）福祉用具事業所の退院・退所時カンファレンスへの出席率（2014年時点） 

 

出所：日本作業療法士協会ホームページ,介護保険の福祉用具サービスにおける専門職の関与と適切なケアマネジメントに関する調査

研究事業報告書,  

https://www.jaot.or.jp/files/page/wp-content/uploads/2011/04/H26report-fukushi3.pdf,2026 年 2 月 10 日取

得. 
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3.  在宅高齢者を支援するためのモデル的試行の実施 

3.1  モデル的試行実施の目的・実施内容 

本モデル的試行は、令和５年度厚生労働省老健事業「在宅高齢者の多様な状態を踏まえた福祉用具

貸与事業所の支援のあり方に関する調査モデル研究事業（実施：日本福祉用具供給協会）」の事業成果

を踏まえつつ、より幅広い高齢者支援への取組を検討することを目的とした。具体的な実施テーマは以

下の通りとし（各１か所）、それぞれの地域において取組を実施した。 

テーマ① 要支援以前の地域在住高齢者も支援するための福祉用具貸与事業所の望ましいあり方 

テーマ② 福祉用具専門相談員を含む多職種による、地域の自主グループ支援（通いの場） 

テーマ③ 円滑な在宅生活のための福祉用具専門相談員を含むケアチーム支援（介護老人保健施設 

からの退所時支援） 

3.2  取組スケジュール 

モデル的試行の対象利用者の選定、実施内容・方法等は、第１回検討委員会にて検討・確認し、各

テーマでご協力いただいた事業所・施設・団体等を主体として支援を実施した。第２回検討委員会にて

進捗状況を確認し、取組終了後、各テーマにて支援内容の振り返りを実施した。モデル的試行の実施ス

ケジュールは以下の通り。 

図表 79 モデル的試行の実施スケジュール 
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3.3  各テーマの取組内容 

3.3.1  テーマ① 

要支援以前の地域在住高齢者も支援するための福祉用具貸与事業所の望ましいあり方 

（1） モデル地域 

協力機関：地域包括支援センター２件、福祉用具貸与事業所１件 

（2） 取組内容 

取組の実施概要は以下の通り。 

 

図表 80 テーマ①実施概要 

 

1） 介護予防相談会（福祉用具展示・試用）を通じた地域高齢者への支援 

a. 実施概要 

地域の中で月１回開催されているイベントにおいて、介護予防相談会を開催した。 

保健師、理学療法士、歯科衛生士、管理栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、福祉用具専門相談

員が協力し、地域在住の 65 歳以上高齢者（要介護認定を受けていない者を中心とする）を対象に、生

活動作チェック、転倒予防・関節保護のための福祉用具提案、栄養・口腔ケアのアドバイスを実施した。 

介護予防相談会では、①AI による歩行分析、②運動相談（握力測定、立ち上がり）、③栄養相談、④

福祉用具相談（介護保険制度に関わらない福祉用具や便利グッズの展示・相談）、⑤口腔機能相談につ

いて、参加者が順に体験・相談をしていける動線上に各ブースを設置した。また、各ブースでの測定結

果や相談内容等を記録に残し、参加者アンケートとともに回収した。これらの結果を基に、個別支援を実
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施する対象を抽出し、介護予防相談会以降、月１回のフォローアップを実施した。 

 

図表 81 介護予防相談会・会場 

 

 

図表 82 参加者の様子 

     

           （メイン会場の様子）                 （介護予防相談会の様子） 

 

b. 取組実施に向けた準備 

本取組実施にあたり、関係者との定期的な打合せを実施した。当日までのスケジュール、当日の役割

は以下の通り。 
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図表 83 介護予防相談会 開催までのスケジュール 

開催日 打合せ内容 参加者 

2026年 

9月 11日 実行委員 

打合せ 

事業の趣旨、内容の説

明 

福祉用具貸与事業所（福祉用具専門相談員） 

在宅総合センター(管理者) 

地域包括支援センター（職員） 

介護老人保健施設（保健師） 
９月 24日 実施内容の確認 

９月 24日 
福祉用具 

打合せ 

事業の趣旨、内容の確

認。方向性の確認。実施

要項作成、 

福祉用具選定、リスト作

成 

福祉用具貸与事業所（福祉用具専門相談員） 

在宅総合センター(管理者) 

10月３日 

在宅総合セ

ンター管理者

会議 

事業の趣旨、内容の説

明。メンバーへの声かけ 

在宅総合センター(管理者) 

その他管理者 

10月 5日 会場下見① 
10 月開催のイベントに

て、会場等確認 

福祉用具貸与事業所（福祉用具専門相談員） 

在宅総合センター(管理者) 

地域包括支援センター（職員） 

介護老人保健施設（保健師） 

10月６日 
栄養・口腔 

打合せ 

事業の趣旨、内容の説

明。内容と使用する用

具の確認 

在宅総合センター(管理者) 

地域包括支援センター（職員） 

介護老人保健施設（歯科衛生士、管理栄養

士） 

10月 21日 
リハビリテー

ション打合せ 

事業の趣旨、内容の説

明。内容と使用する用

具の確認 

在宅総合センター(管理者) 

通所リハビリテーション（理学療法士） 

10月 27日 最終打合せ 
役割の確認、アンケート

内容確認、人員配置、他 

福祉用具貸与事業所（福祉用具専門相談員） 

在宅総合センター(管理者) 

地域包括支援センター（職員） 

介護老人保健施設（保健師、理学療法士、

歯科衛生士） 

通所リハビリテーション（理学療法士） 

10月 29日 会場下見② 

各ブーススペースの確

認、看板設置、必要物品

（テーブルなど）の個数

確認、その他 

11月１日 会場設営 ― 各ブース担当者 

11月２日 
介護予防 

相談会当日 
― 全関係者 
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図表 84 介護予防相談会 当日の役割 

統括 在宅総合センター(管理者) 

事務局 福祉用具貸与事業所（福祉用具専門相談員） 

実行委員 

在宅総合センター(管理者) 

福祉用具貸与事業所（福祉用具専門相談員） 

地域包括支援センター（職員） 

相談担当 

福祉用具 福祉用具貸与事業所（福祉用具専門相談員） 

リハビリテーション 介護老人福祉施設（理学療法士） 

通所リハビリテーション（理学療法士） 

訪問リハビリテーション（理学療法士） 

栄養 介護老人保健施設（管理栄養士） 

口腔 介護老人保健施設（歯科衛生士） 

 

c. 実施結果 

ア） 介護予防相談会 

開催日時：2025 年 11 月２日（日）9:00～11:00 

参加者 ：32 名 

当日実施した参加者アンケートの結果は以下の通り。 

 

① 参加者の基本情報 

参加者の年代は「80～89 歳」が最も多く、53.1%（17 名）だった。 

性別は「女性」が多く、59.4%（19 名）だった。 

図表 85 年代 

（回答者 32 名） 
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図表 86 性別 

（回答者 32 名） 

 

② 介護予防相談会について 

介護予防相談会が今後の生活の参考になったかについて、「とても参考になった」が最も多く

75.0%（24 名）だった。 

福祉用具の展示が今後の生活の参考になったかについて、18 名が「自分の知らなかった商品

を知ることができた」と回答し、次いで 17 名が「使ってみたい商品があった」と回答した。 

「使ってみたい商品があった」と回答した方のうち、使ってみたい商品の詳細については、「栄

養補食品」が６名、「くつ」が５名、「くつした」が４名だった。 

また、今回のようなイベントが開催された際、また参加してみたいかについて、「参加したい」が

93.8%（30 名）だった。 

 

図表 87 本日の相談会は、今後の生活の参考になりましたか 

（回答者 32 名） 

図表 88 福祉用具の展示は、今後の生活の参考になりましたか（複数回答） 

（回答者 32 名） 
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図表 89 「使ってみたい商品があった」と回答した方：使ってみたい商品（複数回答） 

（回答者 17 名） 

 

図表 90 今回のようなイベントが開催された際、また参加してみたいですか 

（回答者 32 名） 

 

③ 日常生活の困りごと 

歩行状態チェックでは、「長時間外出すると疲れやすくなった」で「はい」が 53.1%（17 名）、「足の筋

肉が減った、細くなったと感じる」で「はい」が 43.8%（14 名）だった。 

栄養チェックでは、「タンパク質（肉、魚、卵、豆腐製品など）の摂取について、１日に１回以上、肉・魚・

卵、豆腐製品などを食べている」で「はい」が 90.6%（29 名）だった。 

お口の環境チェックでは、「口が乾きやすい」で「はい」が 43.8%（14 名）、「口臭が気になる」で「はい」

が 37.5%（12 名）だった。 

 

図表 91 歩行状態チェック 

（回答者 32 名） 
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図表 92 栄養チェック 

（回答者 32 名） 

図表 93 お口の環境チェック 

（回答者 32 名） 

イ） 相談会後のフォローアップ 

介護予防相談会での参加者アンケート結果を踏まえ、フォローアップが必要と判断した参加者（３名）を

対象に、主に口腔ケア用品の提供と口腔ケアのアドバイスを行った。実施概要と対象者への支援内容は

以下の通り。 

図表 94 実施スケジュールと取組内容 

 



 

141 

図表 95 支援内容（Aさんの場合） 

 

 

図表 96 支援内容（Bさんの場合） 

 

 

図表 97 支援内容（Cさんの場合） 
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ウ） 取組実施後の検証（振り返りのヒアリング） 

本取組における福祉用具専門相談員としての支援内容や得られた効果、今後の課題について振り返

りのヒアリングを実施した。ヒアリングで得た内容は以下の通り。 

 

図表 98 取組実施後の検証：ヒアリング結果 

福祉用具専門

相談員として

の関わり 

 毎月開催しているイベントの中で相談会を実施したが、毎月参加される方ばかり

ではなく、継続したフォローアップをしていくことは困難と想定していたため、まず

は、多くの方に福祉用具を知ってもらうということを目的として実施した。 

 継続したフォローアップが可能だった方は３名（相談会で試供した歯ブラシを使っ

ていただいている可能性のある方）。フォローアップ時に、福祉用具専門相談員も

同席し、他の福祉用具の要望を聞き取ったが、新たな要望がなく福祉用具に関す

る支援に至らなかった。 

 今回の取組において工夫した点は、福祉用具単体で展示ブースを設けるよりも、

歩行診断や口腔ケア、栄養食品の試食など、多職種が合同で様々な方法で興味

を持ってきていただける仕組み（会場レイアウト）を作ったことである。地域包括支

援センターの協力も得て、レイアウトの工夫をして開催することができた。 

取組の効果  実際の効果は目に見えてはいないが、このような取組を行うことで、地域の方に

介護を必要としない方でも困りごとを福祉用具で解決できる場合があること、相

談できることを知っていただけた。 

 今後、このような取組等を通じて、地域に選ばれる福祉用具貸与事業所になって

いきたい。 

今後の課題  福祉用具専門相談員の考え方を変えなければならないと感じた。要支援以前の

地域在住高齢者への支援を行うには、どうしても時間と労力がかかり、それが会

社にとってどの程度の影響をもたらすかを先に考えてしまう。要支援以前の高齢

者が必要とする福祉用具は比較的安価な商品が多いため、積極的に取り組もう

という考えにあまり至らないかもしれない。 

 福祉用具専門相談員としての専門性を地域課題の解決に活かすことで、地域に

選ばれる福祉用具貸与事業所となり、長期的な顧客の獲得にもなるというところ

までを考えられるよう意識を変えていかなければならないと感じた。 
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2） 日常生活における困りごとを抱える在宅高齢者に対する多職種支援 

a. 実施概要 

毎週開催されている地域のサロンへの参加者を対象に、生活動作チェック、転倒予防・関節保護のた

めの福祉用具提案等を実施することとした。サロン参加者からは「歩きたい」「運動したい」というニーズ

を事前に把握していたことから、握力測定や歩行分析を行ったうえで、個別に必要な福祉用具を選定し、

自宅等で利用してもらい、その後、月１回のフォローアップを実施した。 

 

図表 99 実施スケジュールと取組内容 

 

b. 取組実施に向けた準備 

本取組実施にあたっての関係者は、介護予防相談会の開催メンバーと同一であり、既に関係構築は

十分にできている状況であった。よって、2026 年 10 月 27 日に初回打合せを実施し、取組内容及び

全体のスケジュールについて共有した。その後、10 月 30 日に支援対象のサロン参加者と初回打合せ

を実施し、その際に参加者から日頃の困りごとの聞き取り（アセスメント）を行った。その後、初回の体力

測定等を 11 月６日に実施し、サロン参加者への具体的な支援について開始した。初回測定以降の具体

的な支援状況は、上記、図表 99 の通りである。 

c. 実施結果 

実施期間：2025 年 11 月～2026 年 2 月 

参加者  ：11 名 
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ア） 支援内容 

支援開始の初回に歩行分析、握力計測、片足立ちのデータ収集及び、歩行に関する日常生活におけ

る困りごとを把握した。その結果を踏まえ、多職種で個々の支援内容について検討し、福祉用具の試供

品の提供や運動指導等を定期的に実施し、その後の参加者の変化を確認した。 

参加者の概要及び、個別の支援内容は以下の通り。 

 

図表 100 参加者の基本情報・測定結果 

 

 

図表 101 歩行に関する日常生活における困りごと 

(回答者：11 名) 
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図表 102 福祉用具等による個別の支援内容 

 

イ） 支援結果 

参加者 11 名のうち、初回およびフォローアップ（2 回）の全３回について、全て参加した対象者（６名）

について、握力計測、歩行分析の結果を比較した。集計対象は上記（図表 102）のうち、ID.A～F であ

る。 

握力の変化（右）は６名中３名が初回測定時よりも向上した（１名は初回測定なし、１名は右手測定な

し）。握力の変化（左）は６名中４名が初回測定時よりも向上した。（１名は初回測定なし）。 

立ち上がりの測定結果については右・左いずれも大きな変化は見られなかった。 

歩行分析（トルト）の結果は６名中 5 名が初回測定時よりも向上し、１名は初回の点数を維持した。 

歩行に関する日常生活における困りごとの変化では、「つまずいたり、転びそうになることが増えた」の

設問については、初回に「はい」と回答した方が 6 名中３名（50%）だったが、2 回目のフォローアップの

際には６名中１名（16.7%）となった。 
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図表 103 測定結果の変化：握力 

 

 

図表 104 測定結果の変化：立ち上がり 

   

 

図表 105 測定結果の変化：歩行分析（トルト） 

  （満点：20 点） 

  

ID

初回

R7.11.6

１回目

R7.12.18

２回目

R8.1.29

A × × ×

B ○ × ×

C × × ×

D ○ ○ ○

E ○ ○ ○

F × ○ ×

立ち上がり：右

ID

初回

R7.11.6

１回目

R7.12.18

２回目

R8.1.29

A × × ×

B × × ×

C × × ×

D ○ ○ ○

E ○ ○ ○

F × × ×

立ち上がり：左

ID

初回

R7.11.6

１回目

R7.12.18

２回目

R8.1.29

A 18 19 19

B 17 16 18

C 18 19 19

D 17 16 20

E 18 19 19

F 18 18 18
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図表 106 歩行に関する日常生活における困りごとの変化 

(回答者：６名) 
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ウ） 取組実施後の検証（振り返りのヒアリング） 

本取組における福祉用具専門相談員としての支援内容や得られた効果、今後の課題について振り返

りのヒアリングを実施した。ヒアリングで得た内容は以下の通り。 

 

図表 107 取組実施後の検証：ヒアリング結果 

福祉用具専門

相談員として

の関わり 

 支援内容の検討にあたり初回の聞き取りを重視した。現状の体の痛みやしびれを

持っている動作などを積極的に話された参加者に対して、どのような用具を利用

いただくことで支援ができるかを考えた。 

 参加者共通の支援内容の検討については、理学療法士と相談のうえ、運動指導

と合わせて利用いただく用具を福祉用具専門相談員として選定・提案した。 

 1 回目のフォローアップの際、運動機能の結果を見ながら個別に利用者と話し、

追加の提案が必要かも検討した。参加者全員に機能の維持・向上が見られ、追

加の用具の提案はなく、継続することとした。 

 今後も地域包括支援センターが参加者と関わりながら、福祉用具が必要となった

場合にはすぐにフォローができるようにしていくことを関係者間で話し合ってい

る。 

取組の効果  結果発表では、相談記録をまとめたもの、3 か月分のトルトの結果を個別にご説

明しつつお渡しした。自身の数値が上がっていることを喜んでいただけた。 

 体操などの運動をして健康を維持されている高齢者でも、さらに健康に地域で過

ごしていくために、ご自身に必要な福祉用具を活用する方法もあるということを

知っていただけたと思う。 

今後の課題  元々運動を実施しており、福祉用具の必要性を感じていない高齢者も多かった。

フレイルチェックやトルトの歩行分析等で数値化することで必要性に気づいてい

ただく工夫をした。しかし、その場合には数か月単位での伴走型の支援が必要に

なるため、時間を要することが課題であると感じた。 

 元気な高齢者にとっては、介護用品やリハビリ用品という言葉に抵抗を感じる方

もいる。トレーニング用品など、受け入れやすい言葉で紹介することが必要と感じ

た。元気に暮らしていくための用具も取り扱っているというイメージをどのように

アピールしていくかが課題と感じた。 
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（3） 取組効果と課題 

テーマ①では要支援以前の地域在住高齢者も支援するための福祉用具貸与事業所の望ましいあり

方を検討するため、介護予防相談会（福祉用具展示・試用）を通じた地域高齢者への支援、日常生活に

おける困りごとを抱える在宅高齢者に対する多職種支援の２つの取組についてモデル的試行を実施し

た。この取組を通じ、振り返りのヒアリングにおいて、以下の課題や今後に向けた取組について把握した。

ヒアリングで得た内容は以下の通り。 

 

図表 108 多職種支援の実践に向けた課題・今後のあり方について：ヒアリング結果 

（福祉用具専門相談員の意見） 

 多職種との情報共有を行い、支援が必要になる前の高齢者が把握できるネットワークづくりが必

要と感じた。今回実施した市は活動が活発な地域であるため、可能であれば市以外の地域包括

ケアシステムの中でも介護予防の支援を促進できると良いと感じた。 

 他地域でも類似の取組を実施するにあたっては、地域在住の高齢者と関わる機会をどのように確

保するかが課題と感じる。日頃から地域の方々に様々な形で支援を行っている地域包括支援セ

ンターと繋がって、定期的に取組を実施していくことが最も実現しやすいと改めて感じたが、この

ような活動をしている地域包括支援センターは県内でも少ない。地域によって、活発に活動してい

るのが地域包括支援センターなのか、自治会や老人会、社会福祉協議会なのか等を見極めたう

えで連携していく必要がある。 

 福祉用具の展示や紹介、カタログの配布等は可能だが、集客を行うには試供品の提供が必要と

考えており、その費用をどのように捻出するかは課題である。メーカーに依頼して試供品を提供い

ただく方法もあるが、参加者の興味を引くようなものが必ずしも提供していただけるわけではな

い。 

 今後実践していきたいこととしては、イベントでの展示の継続に加え、地域の大型スーパーでの啓

発活動も行っているため、そのようなより利便性の高い窓口での啓発活動にも参加させてもらえ

ないかを検討している。 
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3.3.2  テーマ② 

福祉用具専門相談員を含む多職種による、地域の自主グループ支援（通いの場） 

（1） モデル地域 

通いの場（サロン）※運営団体：地域包括支援センター 

協力機関：福祉用具貸与事業所１件 

（2） 取組内容 

1） 実施概要 

取組の実施概要は以下の通り。 

 

図表 109 テーマ②実施概要 

 

2） 取組実施に向けた準備 

10 月１日、地域包括支援センターの関係者、協力機関である福祉用具貸与事業所との打ち合わせを

実施し、全３回の取組で実施する支援内容を協議した。 

10 月 15 日、通いの場の参加者に対し、事前アンケートを実施した。事前アンケート結果を踏まえ、本

取組で取り扱うテーマを協議・決定した。 

各取組終了後、参加者アンケートの集計結果をもとに、地域包括支援センターの関係者、協力機関で

ある福祉用具貸与事業所との振り返りを行い、実施した支援内容について効果と課題を共有した。（各

取組に向けた打合せ資料は図表 110 に示す） 
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図表 110 （参考）打合せ資料 

 

3） サロンにおける取組内容（全３回） 

a. 事前アンケート調査の実施 

対象となる在宅高齢者の抱えている「お困りごと」を把握するため、取組を実施する前に、事前アン

ケートを実施した。使用した調査票は 5.3 に示す。事前アンケート調査における「お困りごと」の調査項

目は、ADL・IADL より抽出した項目のうち、協力機関の福祉用具貸与事業所で取り扱い可能な福祉

用具・自助具・便利グッズ等により改善が見込める動作とした。 

  

モデル的試行 テーマ 【 備】  月  日の事前アンケート・お打ち合わせ

 事前アンケート  

 事務局より、事前アンケートに関して口 で説明（今回の取組の  ・目的、取組内容、

スケジュール等）

 事前アンケートを配 し、参加者よりその場で回答いた  （事務局 席）

 参加者様から 問があれ 、事務局より適 回答する

 回答終 後、事務局にてその場で回収する

   月  日 スケジュール

     ご 現地集合

１ ：  ～１ ：  事前アンケートの説明
（事務局）

１ ：  ～１１：  事前アンケートへ回答
いた  （参加者）

 回答が終わり  、その場で回収

１ ：  ～１ ：  お打ち合わせ

      お打ち合わせ  

 全３回の取組内容の説明（事務局）

多職種支援の取組内容（ ）、グループ ークの内容、講義内容、デモ実 の  等

 協力機関 にご協力いた きたい内容についてご説明（事務局）

 サロン参加者のグルー ング方法についてご相談（事前アンケートの回答のお困りご

とカテ リに基 き、参加者を３グループに分けることを 定。事務局  協力機関 ：参

加者 士の相性等、配 する点、会場の設備や 備するものについて確認）

    答

 取組実施前のお打ち合わせ（ ン イン）
 実施前のお打ち合わせ  

 事務局にて取りまとめた事前アンケート結果に基 き、サロン参加者のお困りごとに

対する支援内容を協議。 １回に向けた多職種支援の記 シートを作成（事務局）。

 サロン参加者のグルー ングを 定。（回答のあったお困りごとのカテ リに基 き分

 することを 定）

 取組当日の れ、役割分担等の確認。

 取組当日までの 備事項、進 状況等を確認。

    答・確認事項など。

モデル的試行 テーマ 【 １回】  月 日の取組内容（ ）

 今回の取組に関する     

 今回の取組の経 ・目的について

  らし・住まいのお困りごとについて、複数の専門家を  た様 な 点から高齢者

の生活をサ ートする取組を紹介

 スケジュール

１ ：３ ～１ ：  趣旨説明

１ ：  ～１１：  お困りごと相談
・専門職による支援の提 （グループ ）
・グループ ーク

・福祉用具・自 具・ 利グッ のデモ

１ ：  ～１ ：   回のご 内

アンケート記入

終 後、参加者へ取組の  などを把握す

るためのアンケート調査を実施

 お困りごと相談  

専門職による支援の提 （グループ ）（  分）

 福祉用具専門相談員が各グループを回り、グループ内の個 の参加者のお困りごとに

ついて、協議した支援内容を提 する

 福祉用具・自 具・ 利グッ の支援が有用と  した参加者についてはその場でお

 しし、実際に使用いた    回のサロンで使用 などを確認

グループ ー （２ 分）

 参加者 士でそれ れのお困りごとについて意見  する

 個 のお困りごとに対して、グループメンバーから経験談や

対 のアイデアを共有する

福祉用具・自助具・ 利グ ズのデモ （  分）

 事前アンケートより、関 の高かった福祉用具等を紹介

 実際にデモ実 し、参加者にも体験いた  

  ２回に向けたお打ち合わせ（ ン イン）   ２回に向けたお打ち合わせ  

 前回のサロンのお困りごと相談、参加者の終 後アンケート結果を ま 協議し、 定

される多職種支援の内容を検討。 ２回に向けた多職種支援の記 シートを作成（事

務局）。
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事前アンケート調査の回答者は 13 名で平均 79.0 歳であった。年代は、80～89 歳が最も多く

61.5%であった。性別は女性が 12 名、男性１名であった。 

図表 111 年代 

 

図表 112 性別 

 

  

              

               

  歳    ～  歳   ～  歳   ～  歳   歳以上

１ ４ ８

         

               

 性  性
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日常生活の「お困りごと」について該当するものを聞いたところ、本テーマの参加者においては、「荷物

を持って移動したり、荷物を運ぶことが大変になった」（7 件）、「階段の上り下りがつらい、手すりを使わ

ないと階段を上れない」（5 件）といった買い物や屋外移動に関連する動作や、「ペットボトルや瓶などの

蓋が開けにくい」（5 件）、「料理の際、固いものを包丁で切ることが難しくなった」（5 件）といった食事の

準備に関する「お困りごと」が多く挙げられた。 

図表 113 日常を過ごすう での「お困りごと」（複数回答） 

 

図表 114 体の動き、運動に関する「お困りごと」（複数回答） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 人  人  人  人  人

 の を ることが 変になった

 し声や日常の が

 き取りに  なった

 意を  できる時 が  なった

（  れすることがある）

 つきが  、よ  れない

トイレが  なった（  もトイレに行 ）

 下が き らい

 

 

 

 

 人  人  人  人  人

  の上り下りがつらい、

手すりを使わないと  を上れない

 かにつかまらないと からの

立ち りが 変 

まわりの人よりも歩 のが いと

  るようになった

  のない  な場所で

つま  ことが  た
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図表 115 食べ物に関する「お困りごと」（複数回答） 

 

 

図表 116 家事に関する「お困りごと」（複数回答） 
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図表 117 入浴に関する「お困りごと」（複数回答） 

 

 

図表 118 移動に関する「お困りごと」（複数回答） 
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本テーマでは、日常生活の自立している在宅高齢者が対象のため、より高次な動作である IADL に

着目し、食事の準備および移動に関する困りごとについて、参加者への支援を実施することとした。

ADL・IADL の分類と本テーマで取り扱う在宅高齢者の困りごとのについては以下の通り整理した。 

図表 119 ADL・IADLの分 と本テーマで取り扱う在宅高齢者の困りごと 

 

  

家 外の
    

家 内の
    

基本的（ 
体的）   
 

基本的（ 
体的）   
 

分 

 い物  入浴 容

動作の
代表例

 通機関の
利用

食事の 備   食事

  管理  管理  
自宅内の
移動

 外移動  ・  

：協力 の福祉用具貸与事業所で取り扱い  な

福祉用具・自 具・ 利グッ 等の利用により改 が

見 める動作

  ：テーマ の参加者で「お困りごと」としての回答が

多かった    ・    

基本的な動作 高 な動作
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b. 「食事の準備」に対する取組 

全３回にわたり取組を実施した。１回目の取組では、参加者の課題整理、福祉用具専門相談員からの

提案、グッズや対策のデモ体験を行い、各参加者で自身に適したものを自宅でも使っていただいた。２

回目の取組では、モニタリングを行い、実際に取り組んだ対策や使用したグッズについて、うまく活用で

きなかった事例を収集し、福祉用具専門相談員から再度、説明し、改めて各参加者で自身に適したもの

を検討いただき、自宅でも使っていただいた。３回目の取組では、全体総括として、一連の取組について、

自身の気づきにつながったか等、振り返りを行った。 

図表 120 「食事の 備」に対する取組内容、当日の様子 

【グループワーク「手の機能に関するお困りごと」】 

１回目（11/5）【課題整理】【提案】【デモ体験】 

 ペットボトルや瓶などの蓋が開けられなかった経験の振り返りを行い、グループ内で共有。 

 福祉用具専門相談員より、ペットボトルや瓶の蓋を開けやすくする対策を説明、デモ実演。 

 グッズや対策を試していただく。自宅で使っていただき、参加者自身で記録を付けていただく。 

2 回目（12/3）【モニタリング】【検討】 

 前回の取組後から使用したグッズの使い勝手の振り返りを行い、グループ内で共有。 

 福祉用具専門相談員より、うまく活用できなかった事例について対策を説明、デモ実演。 

 再度、グッズや対策を試していただく。自宅で使っていただき、参加者自身で記録を付けていた

だく。 

3 回目（1/7）【振り返り・全体総括】 

 取組で扱ったグッズの使い勝手を振り返り、全体を総括。 

 

 

  

福祉用具専門

相談員 

参加者の様子 
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c. 「移動」に対する取組 

福祉用具専門相談員による歩行補助具の紹介、階段の上り下りに関する講義を１回実施した。加えて、

杖や歩行器等の選定方法や使用方法について、福祉用具専門相談員から参加者へ指導し、デモを行っ

た。また、理学療法士からも自宅でできる運動を指導した。今後、移動に支障をきたすことが生じた場合

に、どのような対策ができるか、グループ内で検討いただき、全体の意見を取りまとめ、全体を総括した。 

図表 121 「移動」に対する取組内容、当日の様子 

【グループワーク「移動に関するお困りごと」】（1/7） 

【講義】【デモ体験】 

 杖・歩行器等の歩行補助具について、福祉用具専門相談員より種類や使い方を説明し、デモ実

演を行った。杖歩行の方法や階段昇降についてもポイントを講義した。 

 福祉用具専門相談員に持参いただいた杖やサロンで所有している歩行器等について、参加者

が実際に高さを調整し、使い方のデモ体験を行った。 

【課題整理】【提案】【デモ体験】 

 移動に関して困った経験について振り返りを行い、グループ内で共有。 

 福祉用具専門相談員より、移動に関する対策について説明し、デモ実演。 

 理学療法士から自宅でできる運動方法を指導。 

 どのような対策であれば取り入れられそうか、グループ内でディスカッションを実施。 

 

  

福祉用具専門

相談員 理学療法士 
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（3） 取組効果と課題 

1） 「食事の準備」に対する取組 

「食事の準備」に対する取組では、グッズや対策のデモ体験を行い（紹介した便利グッズは図表 122

に示す）、第１・２回の取組後、各参加者に適したものを持ち帰り、自宅でも使っていただいた。参加者に

対し、自宅で使用した便利グッズの使用頻度や使い勝手に関するアンケート調査を実施したところ（図

表 123）、毎日使用したと回答した参加者は１名のみで、その他の参加者は 8 日以下（１か月あたり）の

使用頻度にとどまった。また、使い勝手については（図表 124）、「とても使いやすかった、便利だった」

「使いやすかった、あれば便利だった」と回答した参加者が約半数であった。参加者からは、「備えておく

と重宝すると思う」、「コツを覚えると手軽に使えた」といった感想が聞かれた一方で、「今のところ自力で

開けられるので、今現在はなしでも良い」といった感想も聞かれた。 

図表 122 「食事の 備」に関する困りごとの対 として紹介した 利グッ  

 

出所：福祉用具カタログ ウェルファン（福祉用具便利帖 44 号）；https://www.smart-benrichou.jp/m/home,2025 年 9 月

26 日取得  
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図表 123 グッ を使った頻  

(ア) 使用日数 

 

(イ) １日あたりの使用回数 

 

 

図表 124 グッ の使い勝手 

 

 

回答いた いた理由（自由記述） 

 このようなグッズ、一家に一つ必需品。キッチンに１つ備えておくと重宝すると思う。色・形も可愛

いです。 

 ペットボトルのフタを回しとるのに苦労していたが、スムーズに取ることができた。缶ジュースのフ

タは、最初はうまくいかなかったが、慣れてきたらスムーズに開けることができた。 

 ペットボトルのフタは家にある 10cm 四方の滑り止めで代用できる。缶のフタは今のところ自力

で開けられるので、今現在はなしでも良い。 

 コツを覚えると手軽に使えた。 

 

  

使用期 全体  日  日 ３日 ４日 ８日   日 無回答

8 2 2 1 1 1 0 1

100% 25% 25% 13% 13% 13% 0% 13%

8 1 2 4 0 0 1 0

100% 13% 25% 50% 0% 0% 13% 0%

 １回の取組後～
 ２回の取組まで

 ２回の取組後～
 ３回の取組まで

使用期 全体  回  回  回  回  回 無回答

8 2 3 0 0 1 2

100% 25% 38% 0% 0% 13% 25%

8 1 2 3 2 0 0

100% 13% 25% 38% 25% 0% 0%

 １回の取組後～
 ２回の取組まで

 ２回の取組後～
 ３回の取組まで

使用期 全体

とても使
いやす
かった、
 利 っ
た

使いやす
かった、
あれ  
利 った

使いに 
かった、
家では全
 使わな
かった

無回答

8 2 2 1 3

100% 25% 25% 13% 38%

8 1 3 2 2

100% 13% 38% 25% 25%

 １回の取組後～
 ２回の取組まで

 ２回の取組後～
 ３回の取組まで
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2） 「移動」に対する取組 

「移動」に対する取組では、杖や歩行器等の選定方法や使用方法について、福祉用具専門相談員か

ら参加者へ指導し、デモを行った。各取組後の参加者アンケート結果（図表 125）では、「とても参考に

なった」「参考になった」との回答が 90%であり、自由記述からは「初めて聞いたこともあり、忘れないよ

うにしたいと思った」「知らなかった商品や用具の使い方を教えていただいて、とても参考になりました」

といった感想があった。 

図表 125 「移動」に対する取組の  （アンケート結果より） 

➢ 専門家による講義の内容は参考になりましたか（単一回答） 

 

➢ 取組内容に関する  をお かせ  さい（自由記述） 

 まだ体が少しは動くので先の話と思う部分も多いのですが、足の痛い方が先に出したほうが良

い場合と反対の場合とか、初めて聞いたこともあり、忘れないようにしたいと思った。 

 知らなかった商品や用具の使い方を教えていただいて、とても参考になりました。 

 色々な道具があるのですね。良い時代ですよね。私の親の面倒を見たときはこんなに良い道具

がなかったように感じます。 

 

3） 全体の取組について 

各取組後に実施したアンケート結果では、70%以上の参加者が「普段の生活を振り返り、お困りごと

に気づくことができた」と回答した。また、今回の取組で実施した、専門家の提案やアドバイスの内容、グ

ループでの意見交換やディスカッションについて、90%以上の参加者が「とても参考になった」「参考に

なった」と回答した。 

取組の最後に、サロンの取組として今後も自主的に継続したいか質問したところ、「ぜひ継続したい」

「継続したい」と回答した参加者が 60%であった。 

  

全体
とても参
考になっ
た

参考に
なった

参考にな
らなかっ
た

無回答

10 3 6 0 1

100% 30% 60% 0% 10%
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図表 126 参加者アンケート結果 

➢ 普 のご自 の生活を振り返り、お困りごとに気  ことができましたか（単一回答） 

 

➢ 専門家の提 やアドバイスの内容は、ご自 のお困りごとへの参考になりましたか（単一回答） 

 
➢ グループでの意見  やディスカッションは、今後の生活の参考になりましたか（単一回答） 

 
➢ 福祉用具・自 具・ 利グッ 等の紹介や体験は、今後の生活の参考になりましたか（複数回答） 

 

➢ 全３回のサロンで実施した、福祉用具・自 具・ 利グッ 等に関する紹介や体験、介護予防に

関する講義等について、今後も自主的にサロンの取組として継続したいですか（単一回答） 

 

 

 

全体 できた
できな
かった

わからな
い

無回答

10 9 1 0 0

100% 90% 10% 0% 0%

10 9 0 0 1

100% 90% 0% 0% 10%

10 7 0 3 0

100% 70% 0% 30% 0%

 １回

 ２回

 ３回

全体
とても参
考になっ
た

参考に
なった

参考にな
らなかっ
た

無回答

10 5 5 0 0

100% 50% 50% 0% 0%

10 2 7 0 1

100% 20% 70% 0% 10%

10 3 6 0 1

100% 30% 60% 0% 10%

 １回

 ２回

 ３回

全体
とても参
考になっ
た

参考に
なった

参考にな
らなかっ
た

無回答

10 5 4 1 0

100% 50% 40% 10% 0%

10 2 8 0 0

100% 20% 80% 0% 0%

10 3 6 1 0

100% 30% 60% 10% 0%

 １回

 ２回

 ３回

全体
ぜひ継続
したい

継続した
い

継続した
 ない

無回答

10 3 3 0 4

100% 30% 30% 0% 40%
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4） 振り返りの内容 

モデル的試行を実施した後、振り返りのヒアリングにおいて、課題や今後に向けた取組について把握

した。ヒアリングで得た内容は以下の通り。 

図表 127 福祉用具専門相談員を含む多職種による地域の自主グループ支援のあり方：ヒアリング結果 

（福祉用具専門相談員の意見） 

 参加者の方に知らなかった用具等を知っていただけた。定期的にこのような機会があれば、自身

も勉強になると感じた。 

 近くで用具に対しての助言ができることで、参加者も安心感をもって取り組んでいただけたので

はないかと思う。満足度の高い内容であったという感想が得られており良かった。課題について

は、リハビリテーション専門職から助言をもらいたいことも、逆にリハビリテーション専門職が福

祉用具専門相談員から助言を得たいこともあると思うが、なかなか連携が難しい。どのようにし

ていけばよいか、これまであまり考えたことがなかった。 

 現状は地域住民や在宅高齢者からの相談を受けるような機会がない。当法人は店舗を併設し

ていないため、病院、地域包括支援センター、介護支援専門員等からの紹介がほとんどである。 
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3.3.3  テーマ③ 

円滑な在宅生活のための福祉用具専門相談員を含むケアチーム支援 

（介護老人保健施設からの退所時支援） 

（1） モデル地域 

協力機関：介護老人保健施設１件、福祉用具貸与事業所６件 

（2） 取組内容 

1） 実施概要 

取組の実施概要は以下の通り。 

 

図表 128 テーマ③実施概要 

 

2） 取組実施に向けた準備 

9 月 22 日、介護老人保健施設との打合せを実施し、自宅退所の利用者の状況を確認し、具体的な

調査内容について協議した（打合せ資料は図表 129 に示す）。 

10 月 20 日、調査で使用する様式を作成し、介護老人保健施設へ共有した。 

介護老人保健施設にて対象事例を選定いただき、11 月より前向き調査・後ろ向き調査を実施いただ

いた。 
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図表 129 （参考）打合せ資料 

 

 

 

a. 福祉用具専門相談員との早期からの連携を踏まえた多職種協働支援の実施（前向き調査：３

事例） 

介護老人保健施設における退所時支援を想定した、福祉用具専門相談員を含むケアチーム支援を

実践するため、自宅退所予定の入所者に対し、多職種協働による福祉用具・住宅環境の調整支援を

行った。さらに、退所１か月後を目途に福祉用具専門相談員によるモニタリングを実施し、入所していた

介護老人保健施設へ結果をフィードバックし、退所時および退所後のフォローアップの取組を実践した。 
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ア） 利用者の選定および取組内容 

対象利用者は３名で、2025 年 11月～12月の期間に自宅へ退所する利用者とした。なお、対象利用

者により、利用する福祉用具貸与事業所が異なるため、それぞれ異なる事業所に所属する福祉用具専

門相談員との取組を実施した。 

対象の利用者には、退所時支援として、多職種による退所時支援の内容の協議（退所前カンファレン

スの開催）、福祉用具専門相談員による「退所時支援」様式（図表 131）を通じた介護老人保健施設へ

の情報共有を行った。 

さらに、退所後１か月を目途として、多職種による退所後訪問を行った。退所後訪問には福祉用具専

門相談員も同行し、モニタリングした結果を「退所後モニタリング」様式（図表 132）として取りまとめた。

加えて、多職種による退所時支援の取組の振り返りを行い、リハビリテーション専門職により「振り返り

シート」（図表 133）を作成した。 

図表 130 （参考）福祉用具貸与事業所への依頼状 
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図表 131 （参考）「退所時支援」様式 

 

図表 132 （参考）「退所後モニタリング」様式 
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図表 133 （参考）振り返りシート（リハビリテーション専門職向け） 
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イ） 各利用者の取組内容 

各利用者に対する取組内容は以下の通り。 

 

図表 134 利用者 A：リフト導入事例 

＜利用者 A：リフト導入事例＞79 歳、男性（要介護４） キーパーソン・妻 

【ポイント】家族による移動用リフトの操作 

退所時支援 

 導入：車椅子、移動用リフト、スロープ。 

 退所の２か月前と 1 か月前にデモ機を使

用した家族指導を実施。退所前に多職

種で打合せを行う。 

退所後１か月の状況・振り返り 

 家族の操作で移乗リフトが使用できた。 

 多職種にてリフトの操作を再評価し、操作性向

上のため、床材を改修することとなった。 

リハビリテーション専門職の意見 

 家族が移動用リフトを使えるかどうかが一番の懸念点であったが、退所前に福祉用具貸与事業

所から、評価に十分な期間のデモ貸出をしてもらえたので、円滑な在宅生活につながった。 

介護支援専門員の意見 

 退所前の多職種協働により、キーパーソンとなる家族の介護力を評価し、家族に「がんばらせす

ぎない」ことを念頭に置いたケアプランを検討できた。 

 

図表 135 利用者 B：福祉用具活用事例 

＜利用者 B：福祉用具活用事例＞83 歳、女性（要介護２） キーパーソン・娘 

【ポイント】自宅内移動の自立支援 

退所時支援 

 導入：歩行器、手すり、特殊寝台。 

 退所前に歩行器をデモで使用。自宅復

帰に向けて、福祉用具の操作に慣れてい

ただく。 

退所後１か月の状況・振り返り 

 屋内独歩可能となり、歩行器を返却へ。 

 多職種にて靴の着脱動作を再評価し、立位で

行えるよう、住宅改修にて手すりを設置するこ

ととなった。 

リハビリテーション専門職の意見 

 施設内では概ね ADL が自立していたが、退所後のフィードバックにより、自宅アプローチや上

がり框の段差で、支持物の使用が望ましかった等、自宅生活を開始することでわかる課題を把

握できた。 

 想定とは異なり、自宅内独歩も可能となり、室内用歩行器は使用頻度が少なく、退所後1週間で

返却となった。 

介護支援専門員の意見 

 サービス担当者会議にて住環境を検討することができ、実際に導入を検討する福祉用具のデモ

機を 2 週間ほど使用し、本人が慣れた状態で自宅へ退所することができた。 
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図表 136 利用者 C：車椅子による環境調 事例 

＜利用者 C：車椅子による環境調整事例＞68 歳、男性（要介護４） キーパーソン・兄弟 

【ポイント】車椅子ベースの住環境整備 

退所時支援 

 導入：特殊寝台、車椅子、手すり。 

 担当者会議で、車椅子ベースを想定し

た、自宅内の動線の環境調整を検討。 

退所後１か月の状況・振り返り 

 安全に車椅子ベースの生活ができていた。 

 多職種にてベッドの移乗動作を再評価し、手す

りを１本追加で設置することとした。 

リハビリテーション専門職の意見 

 退所前に想定した車椅子ベースの生活環境について、退所後も支障がないか、フィードバックに

より確認できて良かった。退所時訪問で福祉用具専門相談員と一緒にベッド移乗を評価し、施

設環境では把握できなかった能力を確認することで、追加の福祉用具を検討でき、今後の福祉

用具検討時の参考になった。 

介護支援専門員の意見 

 退所後のフォローアップにより、自宅で福祉用具を有意義に利用して安全に在宅生活が実際に

できていることを各専門職が再評価し、ケアプランを調整できた。 

 

b. 退所事例から見た福祉用具専門相談員の関わり方と課題の検討（後ろ向き調査：３事例） 

介護老人保健施設からの退所時支援における福祉用具専門相談員の望ましい関わり方を検討する

ため、過去に福祉用具専門相談員が関与した事例について、後ろ向き調査を実施した。 

ア） 利用者の選定および取組内容 

令和７年４月～９月の期間における退所者で福祉用具専門相談員が関与した事例のうち、介護老人

保健施設のリハビリテーション専門職が選定した利用者３名を対象とした。なお、対象利用者により利用

する福祉用具貸与事業所が異なるため、それぞれ異なる事業所に所属する福祉用具専門相談員との取

組を実施した。 

対象利用者について、担当のリハビリテーション専門職と福祉用具専門相談員とで振り返りを行った。 

主な振り返り項目は、以下の通り。 

 

図表 137 後 向き調査：主な振り返り項目 

➢ 退所後の利用者の生活状況 

➢ 現在の利用者の福祉用具の利用状況 

➢ 退所時支援の内容から見直したこと 

➢ 退所時支援で想定できなかったこと 

➢ 福祉用具専門相談員が退所時支援から関わることで良かったと感じた点 

➢ 退所時支援で良かった取組 等 
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イ） 振り返り事例 

対象事例の振り返り結果は、以下の通り。 

 

図表 138 振り返りの対象事例（３事例） 

 

  

 １事例目 

利用者の在宅介護に対し
家族の  が きかった事例

 退所時 

以前よりも介  が  ており、家
族が「介護できない」とのことで、
サービスを手  導入。

 現在 

退所後、デイケアを利用し、利用者
の 力が改 、家族が移動介 、 
    等を実施。在宅生活を継続。

 ２事例目 

自宅の環境調 に
  した事例

 退所時 

日 、 ている時 が多 、  状
態が 下 向。 居する の介護
 担を  する必要性あり。

 現在 

ショートステイを定期的に利用し、
  状態の ントロールをつけるこ
とで、 ータブルトイレが自立。

 ３事例目 

定期的に入所している事例

 退所時 

１年に３か月  、特定の  に老
健へ入所。退所後、 ４日は 規 
多機  居宅介護に  し、 ３日
（  ）は家族と自宅で生活。

 現在 

定期的に老健へ入所しており、在宅
サービスを か 調 しながら、変
わりな 過ごしている。

福祉用具専門相談員の関わり
 退所前のサービス担当者会議

の参加
 自宅で使用する車椅子のデモ

使用
 早期から、利用者宅の動 等を
参加者で共有でき、円滑な在宅
  につながった

福祉用具専門相談員の関わり
 退所前のサービス担当者会議

の参加（利用者宅）
 利用者宅の環境調 
 早期から利用者宅を 問し、ス
ロープや    機の 入につ
いて検討することで、  の介護
  を  し、在宅  できた

福祉用具専門相談員の関わり
 定期的なモニタリングによる

サービス内容の見 し
 定期的な入所者の場合はサー
ビス  者会議も開催 れない
ことが多いが、モニタリングにて
細やかにサービス調整している
ことを把握できた
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（3） 取組効果と課題 

テーマ③では円滑な在宅生活のための福祉用具専門相談員を含むケアチーム支援を検討するため、

退所時支援に関する２つの取組についてモデル的試行を実施した。取組全体に関する振り返りのヒアリ

ングにおいて、課題や今後に向けた取組について把握した。ヒアリングで得た内容は以下の通り。 

 

図表 139 福祉用具専門相談員を含むケアチー のあり方について：ヒアリング結果 

（介護老人保健施設のリハビリテーション専門職の意見） 

1. 取組で得られた効果 

• 退所時に 100 点の提案ができたわけではなく、退所後１か月で見直しが必要なケースもあり、退

所後に福祉用具専門相談員と一緒に振り返りができたのはよかった。今回のケースに限らず、退

所時に変更ができない工事は施工しないように意識しており、退所後のフォーアップができ良

かった。 

• 退所後訪問時に福祉用具専門相談員が参加し、その場で住環境調整の検討ができて良かった。 

 

2. 取組の課題 

• 福祉用具専門相談員とは電話で連絡することが多いが、外回りをしているため繋がらないことが

多く、日時の調整に時間がかかる。情報伝達がもっと楽にできると良い。 

• 介護支援専門員を経由するため、特定の事業所と連携しているわけではなく、基本的にはどの事

業所も同様に関わっている。特定の事業所との関わりが深いほうが、連携がとりやすいメリットが

あると思うが、1 対 1 の関係性になりすぎるのも良くないので、難しく感じる。 

 

3. ケアチームにおける多職種協働支援の実践に向けた整理 

• 以前から福祉用具専門相談員との連携はしているが、加算対象の利用者以外も含め、全利用者

に対し退所時支援を実施するのは現実的に難しいと感じる。人員的にもう少し余裕があれば、退

所後の生活環境の確認まで行うことができるのではないか。 

• 自宅退所ではなく施設系サービス等への入所の場合は、施設側で用意している福祉用具に限り

があり、調整が難しいこともある。福祉用具貸与につなげられると良いのではないか。 
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3.4  モデル的試行で得られた取組効果、課題 

（1） 要支援以前の地域在住高齢者も支援するための福祉用具貸与事業所の望ましいあ

り方 

テーマ①要支援以前の地域在住高齢者も支援するための福祉用具貸与事業所の望ましいあり方に

おいて、福祉用具貸与事業所としてどのように要支援以前の高齢者の支援ができるかを検証した。地域

包括支援センターと福祉用具貸与事業所が連携し、トレーニンググッズ等を提供することで地域の在宅

高齢者の運動機能の維持・改善に寄与できることが効果として把握できた。 

一方、今回の取組を通じて、同様の取組を他地域でも展開していくにあたっての課題も把握できた。

まず、１点目の課題として、支援すべき対象者の抽出方法が挙げられる。本事業の取組では、既に地域

包括支援センターが日頃から様々な形で地域住民への支援を行っていたため、どこで、どのように福祉

用具の展示やフレイル予防の支援を行うことが可能か、一緒に検討することができた。日頃から地域の

実情を把握し、活動している地域包括支援センター等の協力が不可欠である。 

２点目の課題として、地域在住の在宅高齢者に対する支援に向けた福祉用具貸与事業所としての連

携体制が挙げられる。本取組では、予め地域の高齢者の困りごとやニーズを把握していたことが重要な

要因であった。運動に興味関心のあるサロン参加者へ必要なサポートをしたことで、実際の効果として

参加者の運動機能の維持・向上に資する支援が実現できた。地域によっては地域包括支援センターだ

けでなく、自治会や老人会、社会福祉協議会等、地域の実情を把握している組織は異なることが振り返

りのヒアリングにて示唆されており、福祉用具貸与事業所としてどのような組織と連携することで、どの

ように専門性を発揮していけるのか考えていくことが必要であることがわかった。 

３点目の課題として、福祉用具貸与事業所として要支援以前の高齢者へ継続して支援していくための

費用負担が挙げられる。本事業ではモデル的試行として試供品の提供は事業費にて負担したが、取組

に参加した専門職の人件費等については地域包括支援センターおよび福祉用具貸与事業所として通常

業務の範囲内と位置付けてご協力いただいた。在宅高齢者への支援については、継続的な関わりが必

要であり、どのように費用を負担するかといった点も他地域でも同様の取組・効果を得るためには必要

な検討事項である。 

（2） 福祉用具専門相談員を含む多職種による、地域の自主グループ支援 

テーマ②福祉用具専門相談員を含む多職種による、地域の自主グループ支援において、在宅高齢者

に対する福祉用具・自助具・便利グッズを含む自立支援の取組を実施した。通常、福祉用具専門相談員

においては、要支援・要介護者に対するサービス提供の機会が多くを占めるが、今回の取組では、要支

援・要介護認定を受けていない在宅高齢者に対し、介護予防の観点での支援を実践した。今回の取組

で紹介した福祉用具や便利グッズについて、正しい使い方や使用場面に関する知識の少ない参加者も

おり、興味・関心を持って取組に参加いただけた方も多かった。アンケート結果を見ても、90%以上の参

加者が、専門家の提案やアドバイスの内容について「とても参考になった」「参考になった」と回答してお

り、福祉用具専門相談員から各参加者に対し適した助言をもらえたことは、参加者にとっても満足度の

高い内容だったと推察される。また、取組においては、参加者に便利グッズ等を持ち帰ってもらい、日常

生活での実践にも取り組んでいただくことができた。今回の取組は日常生活の困りごとへの気づきにつ
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ながり、日常生活に支障をきたした際の知識として役立てていただける機会となり、実際に参加者が取

組の必要性を実感し、購入につながったケースもあった。さらに、今回の取組により、要支援・要介護認

定を受けていない在宅高齢者が、加齢に伴って日常生活に支障をきたした場合、どこに相談すれば良

いか、どのように対応すればよいか、困ったときに頼れる窓口の１つとして福祉用具貸与事業所や地域

包括支援センターを紹介するきっかけになった。 

一方で、今回の取組に参加した福祉用具専門相談員からは、「リハビリテーション専門職から助言を

もらいたいことも、リハビリテーション専門職が福祉用具専門相談員から助言を得たいこともあると思う

が、なかなか連携することが難しい。どうすべきか、これまであまり考えたこともなかった。」との声が聞か

れ、多職種支援のための体制作りは今後の課題の１つとして挙げられた。 

加えて、実際に福祉用具専門相談員が要支援・要介護認定を受けていない在宅高齢者に対し介入す

る機会は少ないのが現状である。地域の状況に応じて、在宅高齢者への支援としての多職種協働体制

をどのように構築するかが課題の一つとして挙げられる。また、福祉用具貸与事業所においても、要支

援・要介護認定を受けていない在宅高齢者も含めたサービス提供を行う上で、提供するサービスの内

容や地域における役割について検討する必要がある。特に店舗やショールームを併設していない福祉

用具貸与事業所では、病院、地域包括支援センター、介護支援専門員等からの紹介によるサービス提

供が主となるため、地域住民と直接関わる機会をいかに創出するかという点も大きな課題である。 

（3） 円滑な在宅生活のための福祉用具専門相談員を含むケアチーム支援 

テーマ③円滑な在宅生活のための福祉用具専門相談員を含むケアチーム支援において、退所時およ

び退所後のフォローアップの取組による効果を把握した。福祉用具専門相談員が退所時支援に関わる

ことで、退所前に福祉用具のデモ利用を行い、利用者の自立支援に必要な福祉用具を適切に選定する

ことができ、円滑に自宅退所ができるといったメリットが挙げられた。さらに、福祉用具専門相談員が退

所後の利用者の状況を介護老人保健施設に共有することで、今まで把握する機会のなかった利用者の

退所後の在宅生活を知ることができた。福祉用具専門相談員が利用者の退所後の変化を介護老人保

健施設や介護支援専門員へ共有することで、現在の利用者の状況に適した住環境やケアプランへ見直

すきっかけになった事例もあった。また、今後、退所後の利用者の状況も含めて事例として蓄積すること

により、介護老人保健施設のリハビリテーション専門職の経験や知識となり、スキルアップにつながるこ

とも期待される。 

福祉用具専門相談員との連携による効果を把握できた一方で、連携をするにあたっての課題もあっ

た。１点目として、福祉用具専門相談員は営業等により出先にいることが多く、連絡がつかず、予定を合

わせるのが大変であることや、電話連絡が主となり、効率的に連携する仕組みがないといったことが挙

げられた。２点目として、介護支援専門員を経由するため特定の事業所と連携しているわけではなく、基

本的にはどの福祉用具貸与事業所とも同様に関わる必要があることが挙げられ、効率的な連携体制を

作ることが難しい現状がある。３点目として、長期的に関わる利用者について、介護支援専門員が変更

となった際、福祉用具サービスを提供する福祉用具貸与事業所も変更となり、これまで継続的に支援し

てきたことが途切れることも課題として挙げられた。4点目として、介護老人保健施設の職員の人員的な

余裕がなく、加算対象の利用者以外も含め、全利用者に対し退所時支援を実施するのは現実的に難し

いことが挙げられた。退所後、利用者の自宅での生活を振り返り、フォローアップできることが理想であ

るが、人員的・コスト面での課題があり、退所後のフォローアップまで含めた支援が難しいことも課題で
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ある。５点目として、自宅退所ではなく施設系サービス等への入所の場合は、施設側で用意している福

祉用具に限りがあり、調整が難しいことが挙げられた。 

（4） モデル的試行のまとめ 

本事業で実施したモデル的試行について、テーマ①②の取組を「（１）要支援・要介護者以外の高齢者

への介護予防に資する福祉用具貸与事業所の支援のあり方」、テーマ③の取組を「（２）介護老人保健

施設からの退所時支援における福祉用具専門相談員の効果的な介入」として整理した。全体のまとめは

以下の通り。 

図表 140 モデル的試行のまとめ 
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4.  まとめと今後の課題 

4.1  本事業のまとめ 

4.1.1  在宅高齢者への介護予防に資する福祉用具貸与事業所の支援のあり方 

本事業における、実態把握、モデル的試行の結果から、要支援・要介護の高齢者だけでなく在宅高齢

者に対しても、福祉用具専門相談員が介入することで介護予防に向けた取組効果を発揮できることが

明らかとなった。実態把握で収集した取組事例においても、在宅高齢者に対する個別相談や自宅訪問

といった個別支援や、通いの場・サロン等の集団活動および介護者向けの講座や地域住民向けの展示

会といったイベントにおける集団支援に福祉用具専門相談員が参画しており、今後も福祉用具専門相

談員の活用が期待される。また、モデル的試行の取組から、在宅高齢者や地域住民に介護関連の困り

ごとが生じた際、福祉用具貸与事業所が相談窓口の１つとして役割を果たせることが示唆された。今後、

地域に向けた介護予防のための福祉用具貸与事業所の取組として、実態把握で収集した取組事例のよ

うに、事業所内の店舗や事業所外（公民館・集会所、薬局、スーパー等の商業施設等の活用）での相談

窓口の設置、在宅高齢者や地域住民に向けた商品（介護用品、健康増進グッズ等）の販売・展示等によ

り、在宅高齢者や地域住民と関わる機会を創出することも期待される。近年では、一般的な商業施設や

通販等でも手軽に福祉用具や介護用品等を購入できるが、在宅高齢者や地域住民が福祉用具専門相

談員に相談できる機会が増えることでミスマッチを減らし、より効果的な福祉用具等の活用につながる

可能性がある。また、モデル的試行の取組に参加した在宅高齢者においては、福祉用具に関する正しい

使い方や使用場面に関する知識の少ない参加者もおり、「今現在は福祉用具等が必要ではない」といっ

た参加者の声も聞かれた。今後、福祉用具専門相談員や福祉用具貸与事業所が在宅高齢者や地域住

民に向けた支援を実践するにあたり、早期から福祉用具等を活用することによる効果のエビデンスを示

していくことも望まれる。 

一方で、介護予防に向けた支援を実践するためには、自治体で介護予防に向けた取組を計画的に事

業化し、体制を整備することも大きな課題である。また、福祉用具貸与事業所においても介護保険の範

囲内での営業活動に留まらず、在宅高齢者への介護予防支援に向けた職域の拡大についても検討す

る必要がある。介護予防に向けた取組においては、福祉用具専門相談員のみではできる対応が限られ

るため、介護事業所等の多職種との連携が必要となる。しかしながら、実態調査では自治体内に福祉用

具貸与事業所がないと回答した自治体が３割弱であり、福祉用具貸与事業所や福祉用具専門相談員

の不足も課題である。さらに、福祉用具貸与事業所が介護保険外の取組に参画する機会は少ないのが

現状であり、福祉用具貸与事業所が地域における多職種協働に参画・連携しにくいことは課題である。

加えて、今回、ヒアリングした事例では、介護予防に資する取組を実施していても、デモ使用の福祉用具

等について、福祉用具貸与事業所が無償で貸出等の協力をしていることが多く、自治体がリーダーシッ

プを図り、持続可能な取組を事業化していくことが求められる。 
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図表 141 福祉用具専門相談員および福祉用具貸与事業所における 

在宅高齢者への介護予防に資する支援への参画イメージ 

 

 

4.1.2  退所時支援における福祉用具専門相談員の効果的な介入 

本事業における、実態把握、モデル的試行の結果から、福祉用具専門相談員が退所時支援に関わる

ことで、利用者が自宅に退所するにあたっての円滑な調整ができ、また、自宅訪問に同席することで、そ

の場で必要な福祉用具や住宅改修等を検討できることがメリットとして挙げられた。さらに、今回のモデ

ル的試行の対象者のうち、退所後１か月で見直しが必要なケースもあり、これまで把握することが難し

かった退所後の利用者の生活状況について、福祉用具専門相談員がフォローアップし、介護支援専門

員や介護老人保健施設への橋渡しを担うことで、利用者のケアプランの見直しや利用者支援につなげる

ことができる可能性が示唆された。 

一方で、福祉用具専門相談員や福祉用具貸与事業所と効率的に連携する仕組みがないことや、介護

支援専門員を経由するため利用者ごとに利用する福祉用具貸与事業所が異なること、介護老人保健施

設の職員の人員的な余裕がなく、加算対象の利用者以外も含め、全利用者に対し退所時支援を実施で

きないこと等が課題として挙げられた。退所時支援を実施する動機につながるよう、介護老人保健施設

と福祉用具貸与事業所や介護事業所が連携できる仕組みについても、継続して検討されることが望ま

れる。また、退所時カンファレンスやサービス担当者会議等の機会でオンライン参加を活用する等、効率

的に福祉用具専門相談員が多職種協働に参加できる体制を整備することも求められる。  
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4.2  今後の課題 

本事業で実施した介護予防に向けた効果的な取組として、多職種支援に福祉用具専門相談員も参

画することで、要支援・要介護状態に至る前から、福祉用具等を活用した在宅高齢者の自立支援を実

践することができた。在宅高齢者がより長く自立生活を過ごせることは、将来的に介護給付の抑制にも

つながる。今後、福祉用具貸与事業所は地域住民と関わる機会の創出に向けて、事業所内の店舗や事

業所外（公民館・集会所、薬局、スーパー等の商業施設等の活用）での相談窓口の設置、在宅高齢者や

地域住民に向けた商品（介護用品、健康増進グッズ等）の販売・展示等、介護保険に限らないサービス

の拡大が期待される。また、そのような在宅高齢者の支援を実施するためには、福祉用具専門相談員が、

介護保険給付対象の福祉用具だけでなく、住環境整備や自助具・便利グッズ等も含めた幅広い知識や

提案スキルを習得することが求められる。加えて、早期から福祉用具等を活用することによる効果のエ

ビデンスを蓄積し、福祉用具に関する正しい知識や効果を広く示すことで、在宅高齢者や地域住民がよ

り福祉用具等を日常的に使用しやすくなるよう、周知していくことも必要である。 

一方、取組を持続可能なものとするためには、その費用をどのように捻出していくかが課題となる。そ

のため、自治体に対しても、介護予防に向けた支援体制の整備・拡充を行い、取組を推進していくことが

望まれる。福祉用具専門相談員も含めたサービス事業所等の専門職との連携を可能とし、介護保険

サービスの対象外の地域住民への支援に関する計画の立案、事業化を行い、効果的な取組を支援して

いくことが求められる。 

さらに、福祉用具貸与事業所が他のサービス事業所および介護老人保健施設との連携に向けた地域

活動への参加を促進していくことも重要である。退院・退所時カンファレンスへの参加等、まずは既存の

仕組みの中で、在宅高齢者に対する介護予防に向けた取組や在宅復帰を目指す退所時支援への参画

の機会を増やしていけるよう、福祉用具専門相談員の専門性や福祉用具貸与事業所として提供できる

サービスを広く周知していくことが必要である。 
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5.  参考資料 

5.1  アンケート調査票（市区町村票） 

 

■調査の背景と目的

・ 

・ 

・ 

・

・

・

＊1

＊2

■調査に関するお問い合わせ先

■回答方法

・設問は、下記の通りご回答ください。

⇒プルダウンメニューから１つ選んでください。

⇒該当する選択肢の横に〇印を選択してください。（複数回答可）

⇒数値を入力してください。０（ゼロ）の場合は空欄にせず「０」とご入力ください。

⇒文字等を入力してください。

※各セルの入力後は「Tab」キーを押下していただくと、次の入力セルにスムーズに移動できます。

1. 基本情報 ※後日、ヒアリング調査のご連絡をさせていただく場合がございます。

2.

1 実施している

2 現在は実施していないが、過去に実施したことがある

3 実施したことはない・把握していない

1 実施している

2 現在は実施していないが、過去に実施したことがある

3 実施したことはない・把握していない

1 実施している

2 現在は実施していないが、過去に実施したことがある

3 実施したことはない・把握していない

1 実施している

2 現在は実施していないが、過去に実施したことがある

3 実施したことはない・把握していない

1 取組を実施する体制が構築できない

2 取組を実施するための財源がない

3 どのような取組を実施したらよいかわからない

4 その他 （ ）

5 取組の必要性を感じていない

要介護者・要支援者以外の高齢者への介護予防に資する支援＊2のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組

本調査票においては、介護保険の福祉用具貸与や特定福祉用具販売の対象種目以外の介護用品等も「福祉用具」に含むものとしてご回答ください。

介護保険の対象外の福祉用具のうち主に利用が想定されるものとしては、介護用シューズ、シルバーカー、ステッキ、介護用食器などが挙げられます。

要介護者・要支援者以外の高齢者（介護保険の福祉用具貸与・販売や住宅改修の対象とはなっていない高齢者）に対する福祉用具の貸与・購入や住宅改修にかかる費用の給

付

要介護者・要支援者以外の高齢者への介護予防に資する支援の例として、「介護予防・日常生活支援総合事業」の「サービス・活動事業（第一号事業）」や「一般介護予防事

業」などが挙げられます。

なお、「サービス・活動事業（第一号事業）」では例えばサービスA～Dの事業において、要介護・要支援以外の高齢者も対象に含まれていれば、本調査の対象としてご回答くださ

い。

（５）

ご回答部署

ご回答者名

地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組

地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組

例）「介護の日」「福祉用具の日」等での福祉用具の展示会・説明会・相談会等のイベントの開

催　※主催・共催・出展参加のいずれでも可

介護保険の福祉用具貸与・販売や住宅改修の対象とはなっていない高齢者に対する福祉用

具の貸与・購入や住宅改修にかかる費用の給付

その他

貴自治体内に所在している

福祉用具貸与事業所数
事業所か所

返送先ML rouken202510@surece.co.jp

要介護者・要支援者以外の高齢者を対象とした福祉用具、住宅改修に関する取組の状況

2.（１）①～④で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した場合は、

取組の具体的な内容について、「取組事例①」～「取組事例④」シートにご回答ください。

2.（１）①～④のすべてで「実施したことはない・把握していない」を選択した場合は、以上で調査は終了です。お忙しいところご協力ありがとうございました。

本調査票はExcelのまま以下まで返送をお願いいたします。

（２）

取組を実施していない理由

※（１）で①～④のすべてで「実施したこ

とはない・把握していない」を選択した場合

のみご回答ください。

貴自治体における、要介護者・要支援者以外の高齢者を対象とした福祉用具、住宅改修に関する取組の状況について教えてください。

（１） 要介護者・要支援者以外の高齢者に対して、以下のような取組を実施していますか。

①

②

③

④

（７） 貴自治体内の地域包括支援センター数

令和７年度老人保健健康増進等事業

「在宅高齢者への多職種による支援を踏まえた福祉用具貸与事業所の役割に関する調査モデル研究事業」

一般社団法人日本福祉用具供給協会　事務局

ＴＥＬ：０３－６７２１－５２２２／ＦＡＸ：０３－３４３４－３４１４

〒１０５‐００１３　東京都港区浜松町２－７－１５　三電舎ビル４階

(選択)

市区町村票

福祉用具専門相談員は、介護支援専門員、医師やリハビリテーション専門職との連携協働により、更なる福祉用具サービスの質の向上や専門性の発揮が期待されています。

そのため、本調査では、福祉用具や住宅改修に関する以下のような取組の状況を把握し、多職種による在宅高齢者への支援を踏まえた福祉用具貸与事業所の役割を検討することを目

的としています。

また、介護予防の観点からは、介護保険の福祉用具貸与・販売や住宅改修の対象とはなっていない高齢者に対しても、必要に応じて福祉用具＊1の提案・導入を行うことで、高齢者の自

立支援の促進につながると考えられており、福祉用具専門相談員の役割が期待されています。

（１）

（３）

高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組

例）「介護予防・日常生活支援総合事業」や「通いの場」などの参加者に対するリハビリテーション

専門職や福祉用具専門相談員による福祉用具の提案

電話番号

（２） 

メールアドレス

市区町村名都道府県名

（８） 

（４） 

（６） 
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1 貴自治体の独自財源 2 都道府県の補助金等 3 国の補助金等 4 利用者本人の負担

5 その他 （ ） 6 特になし（費用は発生していない）

1 自治体職員 2 地域包括支援センター職員 3 介護支援専門員 4 理学療法士

5 作業療法士 6 福祉用具専門相談員 7 医師 8 看護師

9 保健師 10 その他 （ ）

1 参画してほしい

2 参画する必要性を感じない

3 わからない

取組事例①：高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組

取組の背景・目的

取組の開始時期および頻度

※現在実施していない場合は、終了時期も回

答してください。

取組の内容

対象者

※2.（１）①で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した取組について、

以下の（１）～（９）にご回答ください。

（１）

（４）

本調査票はExcelのまま以下まで返送をお願いいたします。

返送先ML rouken202510@surece.co.jp

取組の財源

取組の関係者

取組に対する福祉用具専門相談員の参画へ

の意向

※（６）で「６ 福祉用具専門相談員」を選

択していない場合のみ回答してください。

取組の効果

取組の課題

（７）

2.（１）②～④で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した場合は、

「取組事例②」～「取組事例④」のうち該当するシートにもご回答ください。

2.（１）②～④で「実施したことはない・把握していない」を選択した場合は、以上で調査は終了です。

お忙しいところご協力ありがとうございました。

（５）

（２）

（３）

（８）

（９）

（６）
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1 貴自治体の独自財源 2 都道府県の補助金等 3 国の補助金等 4 利用者本人の負担

5 その他 （ ） 6 特になし（費用は発生していない）

1 自治体職員 2 地域包括支援センター職員 3 介護支援専門員 4 理学療法士

5 作業療法士 6 福祉用具専門相談員 7 医師 8 看護師

9 保健師 10 その他 （ ）

1 参画してほしい

2 参画する必要性を感じない

3 わからない

取組事例②：地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組

（１） 取組の背景・目的

（２） 取組の内容

※2.（１）②で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した取組について、

以下の（１）～（９）にご回答ください。

（３） 対象者

（４）

取組の開始時期および頻度

※現在実施していない場合は、終了時期も回

答してください。

（５） 取組の財源

（８） 取組の効果

（６） 取組の関係者

（７）

取組に対する福祉用具専門相談員の参画へ

の意向

※（６）で「６ 福祉用具専門相談員」を選

択していない場合のみ回答してください。

返送先ML rouken202510@surece.co.jp

（９） 取組の課題

2.（１）③・④で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した場合は、

「取組事例③」、「取組事例④」のうち該当するシートにもご回答ください。

2.（１）③・④で「実施したことはない・把握していない」を選択した場合は、以上で調査は終了です。

お忙しいところご協力ありがとうございました。

本調査票はExcelのまま以下まで返送をお願いいたします。
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1 貴自治体の独自財源 2 都道府県の補助金等 3 国の補助金等 4 利用者本人の負担

5 その他 （ ） 6 特になし（費用は発生していない）

1 自治体職員 2 地域包括支援センター職員 3 介護支援専門員 4 理学療法士

5 作業療法士 6 福祉用具専門相談員 7 医師 8 看護師

9 保健師 10 その他 （ ）

1 参画してほしい

2 参画する必要性を感じない

3 わからない

取組事例③：介護保険の福祉用具貸与・販売や住宅改修の対象とはなっていない高齢者に対する

福祉用具の貸与・購入や住宅改修にかかる費用の給付

（１） 取組の背景・目的

（２） 取組の内容

※2.（１）③で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した取組について、

以下の（１）～（９）にご回答ください。

（３） 対象者

（４）

取組の開始時期および頻度

※現在実施していない場合は、終了時期も回

答してください。

（５） 取組の財源

（８） 取組の効果

（６） 取組の関係者

（７）

取組に対する福祉用具専門相談員の参画へ

の意向

※（６）で「６ 福祉用具専門相談員」を選

択していない場合のみ回答してください。

返送先ML rouken202510@surece.co.jp

（９） 取組の課題

2.（１）④で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した場合は、

「取組事例④」シートにもご回答ください。

2.（１）④で「実施したことはない・把握していない」を選択した場合は、以上で調査は終了です。

お忙しいところご協力ありがとうございました。

本調査票はExcelのまま以下まで返送をお願いいたします。
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1 貴自治体の独自財源 2 都道府県の補助金等 3 国の補助金等 4 利用者本人の負担

5 その他 （ ） 6 特になし（費用は発生していない）

1 自治体職員 2 地域包括支援センター職員 3 介護支援専門員 4 理学療法士

5 作業療法士 6 福祉用具専門相談員 7 医師 8 看護師

9 保健師 10 その他 （ ）

1 参画してほしい

2 参画する必要性を感じない

3 わからない

取組の財源

※2.（１）④で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した取組について、

以下の（１）～（９）にご回答ください。

取組事例④：その他

（１） 取組の背景・目的

（２） 取組の内容

（８） 取組の効果

（６） 取組の関係者

（７）

取組に対する福祉用具専門相談員の参画へ

の意向

※（６）で「６ 福祉用具専門相談員」を選

択していない場合のみ回答してください。

（３） 対象者

（４）

取組の開始時期および頻度

※現在実施していない場合は、終了時期も回

答してください。

（５）

（９） 取組の課題

以上で調査は終了です。お忙しいところご協力ありがとうございました。

本調査票はExcelのまま以下まで返送をお願いいたします。

返送先ML rouken202510@surece.co.jp
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5.2  アンケート調査票（福祉用具貸与事業所票） 
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2.　介護老人保健施設（以下、老健施設）からの退所時支援における福祉用具専門相談員の参画の状況

貴事業所における、老健施設からの退所時支援への参画状況について教えてください。

1 関わりがある ⇒ 関わりがある老健施設数（ ）か所

2 関わりがない

1 入所前の居宅療養中から 2 入所前の病院入院中から 3 入所時、入所時直後

4 退所準備までの入所中 5 退所時カンファレンス時 6 退所前訪問時

7 退所後 8 その他

1 ２割未満 2 ２割以上４割未満 3 ４割以上６割未満

4 ６割以上８割未満 5 ８割以上10割未満 6 10割

1 ２割未満 2 ２割以上４割未満 3 ４割以上６割未満

4 ６割以上８割未満 5 ８割以上10割未満 6 10割

1 ２割未満 2 ２割以上４割未満 3 ４割以上６割未満

4 ６割以上８割未満 5 ８割以上10割未満 6 10割

1 ２割未満 2 ２割以上４割未満 3 ４割以上６割未満

4 ６割以上８割未満 5 ８割以上10割未満 6 10割

1 開催日時が勤務日・時間外であったため

2 連絡を受けた時点で既に別の予定が入っていたため

3 出席予定であったが、突発的な対応が入ったため

4 業務繁忙で出席する時間がないため

5 出席の必要を感じないため

6 その他（ ）

1 多職種で検討することで、利用者に対してより適合する福祉用具や住宅改修の提案ができる

2 多職種で検討することで、不必要な・適合しない福祉用具の貸与・販売や住宅改修が削減できる

3 利用者の退院・退所前に、リハビリテーション専門職等と一緒に操作練習ができる

4 利用者の退院・退所前に、リハビリテーション専門職等と一緒に適合確認ができる

5 利用者への提案内容を検討する時間的猶予が生まれる

6 その他（ ）

7 特に効果を感じていない

1 施設のリハビリテーション専門職の福祉用具や住宅改修に関する理解が不足している場合がある

2 施設のリハビリテーション専門職の提案が在宅生活に適合していない場合がある

3 ケアマネジャーの福祉用具や住宅改修に関する理解が不足している場合がある

4 福祉用具専門相談員自身の知識・専門性が不十分である

5 福祉用具専門相談員自身の発言力が不十分である

6 その他（ ）

1 ２割未満 2 ２割以上４割未満 3 ４割以上６割未満

4 ６割以上８割未満 5 ８割以上10割未満 6 10割

1 ２割未満 2 ２割以上４割未満 3 ４割以上６割未満

4 ６割以上８割未満 5 ８割以上10割未満 6 10割

1 個別利用者に関わらないケーススタディ（新規製品のデモ等）

2 施設入所者・家族への講話

3 施設職員への研修

4 施設職員との勉強会

5 施設での福祉用具の常設展示（介護保険給付対象種目）

6 施設での福祉用具の常設展示や販売（介護保険給付対象外の福祉用具や自助具）

7 施設からの福祉用具に関する相談受付（個別利用者に関わらない相談）

8 施設からの福祉用具に限らない相談対応（設備改修など）

9 新規製品や展示会などの情報提供

10 補助金申請などのサポート

11 その他（ ）

1 施設へのレンタル 2 施設へのリース

3 施設備品のメンテナンス 4 施設入所者への自費レンタル

5 施設入所者への退所前のデモ（有償・無償）

(12)

(8)

(11)

1)

(7)

1)

(10)

1)

(9)
退所後の居宅での福祉用具の利用状況を、退所した老

健施設へ伝達することはありますか。

※(9)で「1. 伝達している」を選択した場合のみ

その割合は、退所して居宅へ戻られた事例の何割程

度ですか。

居宅における福祉用具の適合状況・利用状況の確認や、

用具変更の必要性等に関する情報を退所した老健施設

のリハビリテーション専門職と共有していますか。

1 伝達している 2 伝達していない

1 共有している

(4)

(1)

1)

(5)

1)

(6)

(2)

貴事業所では、福祉用具サービスの提供について老健施

設との定期的・継続的な関わりがありますか。

(3)

老健施設に入所している利用者に対する支援を行う際、

福祉用具事業者として、どの場面から関わりを持っています

か。最も多いケースをご回答ください。

老健施設からの退所により新規利用に至った利用者につ

いて、退所時カンファレンスへの出席の連絡を受ける割合は

どの程度ですか。

そのうち、出席率はどの程度ですか。

※(4)1)および(5)1)で「6. 10割」以外を選択した場

合のみ

出席できなかった・しなかった理由を教えてください。

（あてはまるものすべてに○）

退所時カンファレンスに出席することによる効果を教えてくだ

さい。

（あてはまるものすべてに○）

退所時カンファレンスでの多職種連携において、課題や問

題点があれば教えてください。

（あてはまるものすべてに○）

増えた 2 変わらない 3 減った
令和3年4月以前と比べて、退所時カンファレンスに参加す

る機会は増えましたか。

貴事業所の利用者が老健施設に入所した場合、退所時

に退所時カンファレンスへの出席の連絡を受ける割合はどの

程度ですか。

1

そのうち、出席率はどの程度ですか。

2 共有していない

1 あり 2 なし

※(11)で「1. あり」を選択した場合のみ

どのような場面で連携を行っていますか。

（あてはまるものすべてに○）

施設向けに実施している福祉用具に関わるサービス

（あてはまるものすべてに○）

※(10)で「1. 共有している」を選択した場合のみ

その割合は、退所して居宅へ戻られた事例の何割程

度ですか。

利用者の退所時支援以外に、老健施設との連携を行うこ

とはありますか。
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3.　要介護者・要支援者以外の高齢者を対象とした福祉用具、住宅改修に関する取組の状況

なお、貴事業所主体で行っている場合だけでなく、他団体等が行っている取組に貴事業所が協力している場合も含めてご回答ください。

1 実施している

2 現在は実施していないが、過去に実施したことがある

3 実施したことはない・把握していない

1 実施している

2 現在は実施していないが、過去に実施したことがある

3 実施したことはない・把握していない

1 実施している

2 現在は実施していないが、過去に実施したことがある

3 実施したことはない・把握していない

※(2)～(5)は、(1)①～③のすべてで「実施したことはない・把握していない」を選択した場合のみご回答ください。

1 取組を実施する体制が構築できない

2 取組の採算性の確保が難しい

3 どのような取組を実施したらよいかわからない

4 その他（ ）

5 取組の必要性を感じていない

1 地域包括支援センター 2 3 他の介護サービス事業所

4 利用者・家族 5 市区町村 6 都道府県

7 その他（ ）

(5)

(1) 要介護者・要支援者以外の高齢者に対して、以下のような取組を実施していますか。

貴事業所における、要介護者・要支援者以外の高齢者を対象とした福祉用具、住宅改修に関する取組の状況について教えてください。

高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組

例）「介護予防・日常生活支援総合事業」や「通いの場」などの参加者に対する福祉用

具の提案

①

②

地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組

例）「介護の日」「福祉用具の日」等での福祉用具の展示会・説明会・相談会等のイベ

ントの開催

　　　事業所における福祉用具等のショールーム・展示の常設

その他

(3)

(4)

(2)

3.(1)①～③で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した場合は、

取組の具体的な内容について、「取組事例①」～「取組事例③」のページにご回答ください。

③

あり

3.(1)①～③のすべてで「実施したことはない・把握していない」を選択した場合は、以上で調査は終了です。

お忙しいところご協力ありがとうございました。

2 なし

※(3)で「1. あり」を選択した場合のみ

誰から問合せや要望がありましたか。

（あてはまるものすべてに○）

※(3)で「1. あり」を選択した場合のみ

問合せや要望の具体的な内容を可能な範囲で教えてくださ

い。

近隣の福祉用具貸与・販売事業所

取組を実施していない理由を教えてください。

（あてはまるものすべてに○）

福祉用具貸与事業所として、要介護者・要支援者以外の高

齢者への支援に関する問合せや要望を受けたことや、自治体か

ら取組への参加を求められたことはありますか。

1
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1 貴事業所 2 他の介護サービス事業所 3 地域包括支援センター 4 市区町村

5 都道府県 6 その他（ ）

1 主催者 2 行政の補助金等 3 利用者本人（参加費を徴収する場合等）

4 その他（ ）

5 特になし（費用は発生していない）

1 自治体職員 2 地域包括支援センター職員 3 介護支援専門員 4 理学療法士

5 作業療法士 6 医師 7 看護師 8 保健師

9 その他（ ）

取組事例①：高齢者への介護予防に資する支援のうち、福祉用具や住宅改修に関連する取組

※3.(1)①で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した取組

について、以下の(1)～(9)にご回答ください。

(1)

(2) 取組の内容

取組の背景・目的

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3.(1)②・③で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した場合は、

「取組事例②」、「取組事例③」のうち該当するページにもご回答ください。

3.(1)②・③で「実施したことはない・把握していない」を選択した場合は、以上で調査は終了です。

お忙しいところご協力ありがとうございました。

取組の関係者

（あてはまるものすべてに○）

取組の効果

取組の課題

※取組の結果実際に福祉用具を導入した場合の購入費用は除きます。

取組の資金源

（あてはまるものすべてに○）

取組の開始時期および頻度

※現在実施していない場合は、終

了時期も回答してください。

取組の主催者

対象者
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1 貴事業所 2 他の介護サービス事業所 3 地域包括支援センター 4 市区町村

5 都道府県 6 その他（ ）

1 主催者 2 行政の補助金等 3 利用者本人（参加費を徴収する場合等）

4 その他（ ）

5 特になし（費用は発生していない）

1 自治体職員 2 地域包括支援センター職員 3 介護支援専門員 4 理学療法士

5 作業療法士 6 医師 7 看護師 8 保健師

9 その他（ ）

取組事例②：地域住民への福祉用具、住宅改修の普及・啓発の取組

※3.(1)②で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した取組

について、以下の(1)～(9)にご回答ください。

(1) 取組の背景・目的

(2) 取組の内容

(3) 対象者

(4)

取組の開始時期および頻度

※現在実施していない場合は、終

了時期も回答してください。

(5) 取組の主催者

(9) 取組の課題

3.(1)③で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した場合は、

「取組事例③」のページにもご回答ください。

3.(1)③で「実施したことはない・把握していない」を選択した場合は、以上で調査は終了です。

お忙しいところご協力ありがとうございました。

(6)
取組の資金源

（あてはまるものすべてに○）
※取組の結果実際に福祉用具を導入した場合の購入費用は除きます。

(7)
取組の関係者

（あてはまるものすべてに○）

(8) 取組の効果



 

189 

 

 

  

1 貴事業所 2 他の介護サービス事業所 3 地域包括支援センター 4 市区町村

5 都道府県 6 その他（ ）

1 主催者 2 行政の補助金等 3 利用者本人（参加費を徴収する場合等）

4 その他（ ）

5 特になし（費用は発生していない）

1 自治体職員 2 地域包括支援センター職員 3 介護支援専門員 4 理学療法士

5 作業療法士 6 医師 7 看護師 8 保健師

9 その他（ ）

取組事例③：その他

※3.(1)③で「実施している」または「現在は実施していないが、過去に実施したことがある」を選択した取組

について、以下の(1)～(9)にご回答ください。

(1) 取組の背景・目的

(2) 取組の内容

(3) 対象者

(4)

取組の開始時期および頻度

※現在実施していない場合は、終

了時期も回答してください。

(5) 取組の主催者

(9) 取組の課題

以上で調査は終了です。お忙しいところご協力ありがとうございました。

(6)
取組の資金源

（あてはまるものすべてに○）
※取組の結果実際に福祉用具を導入した場合の購入費用は除きます。

(7)
取組の関係者

（あてはまるものすべてに○）

(8) 取組の効果
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